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建設経済常任委員会 

 

令和２年９月４日（金曜日）午前１１時４７分開会 

 

出席委員（８名） 

委 員 長 星   宏 子  副 委 員 長 山 形 紀 弘  

委 員 小 島 耕 一  委 員 森 本 彰 伸  

委 員 相 馬   剛  委 員 鈴 木 伸 彦  

委 員 玉 野   宏  委 員 吉 成 伸 一  

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

出席議会事務局職員 

書 記 鎌 田 栄 治     

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．協議事項 

   ⑴９月定例会における委員会の運営（付託予定議案、日程等）について 

   ⑵その他 

  ３．その他 

  ４．閉 会 
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開会 午前１１時４７分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○星委員長 時間になりましたので、常任委員会の

ほうを始めさせていただきたいと思います。 

  本会議の後、皆さんお忙しい中、お集まりいた

だきましてありがとうございます。９月定例会に

向けまして、建設経済常任委員会のほうの案件の

ほうを決めたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎協議事項 

○星委員長 それでは、協議事項に移らせていただ

きます。 

  ⑴９月定例会における委員会の運営について説

明のほうを事務局お願いします。 

  事務局。 

○鎌田書記 ９月定例会における委員会の運営（付

託予定議案、日程等）について説明 

○星委員長 説明が終わりました。皆さんから何か

ありますか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 今、鎌田さんのほうから説明をいただ

いた今回上下水道部の課の体制が変わったという

ことで、２つの課を一遍にやるということで、こ

れ303ですよね。そうすると、大まかに何人ぐら

いの出席となるんでしょうか。 

○鎌田書記 上下水道部、管理課、整備課を合わせ

まして11人ということで聞いております。 

○吉成委員 11人、そうするとレイアウト表があり

ますけれども、これでいくと執行部側の説明する

方々は３列になっているわけですが、この３列の

中で11人はある程度の距離を取る形で入れるとい

うことですか。 

○鎌田書記 そういう形で、はい。 

○吉成委員 分かりました。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  控室で常任委員会を開催する場合なんですけれ

ども、座る位置なんですが、このとおりでという

か。 

  そうそう。入れ替える感じで。 

○山形副委員長 委員の位置がそうなっちゃうんで、

２が森本さんで、３が吉成さん、４が小島さん、

５が鈴木さん、６が玉野さんと、これ統一してお

けばいいと思いますんで。 

○星委員長 そのほか日程に関して何かございます

か。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、⑵に移ります。 

  ⑵のその他としまして、所管事務調査について

なんですが、今回、所管事務調査のほうを実施す

るかしないかをまず皆さんにお諮りしたいんです

けれども。やるとしたら17日になります。どこか

見たいところ。先ほどの事務局のほうから鎌田さ

んから説明がありました。今回は現地集合という

形になりますので、よろしくお願いいたします。 

  どこかありますか。関わるところでもいいです

し。 

○森本委員 特にないです。 

○小島委員 無理しても。 

○星委員長 やらなくてよろしいですか。 

  じゃ、今回は、所管事務調査はないということ

で、しないということでよろしくお願いいたしま

す。 

〔「了解しました」と言う人あり〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎その他 

○星委員長 それでは、３番のその他に移ります。 

常任委員会の進行について、議会モニターについて、

議会報告会のアンケートについて 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○星委員長 以上で建設経済常任委員会のほうを終

了いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

閉会 午後 零時１３分 
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建設経済常任委員会、予算常任委員会（第三分科会） 

及び決算審査特別委員会（第三分科会） 

 

令和２年９月１４日（月曜日）午前１０時開会 

 

出席委員（８名） 

委 員 長 星   宏 子  副 委 員 長 山 形 紀 弘  

委 員 小 島 耕 一  委 員 森 本 彰 伸  

委 員 相 馬   剛  委 員 鈴 木 伸 彦  

委 員 玉 野   宏  委 員 吉 成 伸 一  

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

市民生活部長 鹿  野  伸  二 環 境 課 長 室  井     勉 

環境課長補佐 藤  川  正  勝 環境保全係長 中  山  和  成 

環境衛生係長 押 久 保  順  子 
廃 棄 物 対 策 
課 長 

亀  田  康  博 

廃 棄 物 対 策 
課 長 補 佐 兼 
施 設 係 長 

松  本  仁  志 
一 般 廃 棄 物 
対 策 係 長 

伊  藤     靖 

産 業 廃 棄 物 
対 策 係 長 

鈴  木  大  介 生 活 課 長 君  島  一  宏 

生活課長補佐
兼 消 費 生 活 
センター所長
兼くらし安全
安 心 係 長 

飯  村  裕  之 交通対策係長 藤  城  大  幹 

市 民 課 長 大  澤  博  美 
市民課長補佐
兼 戸 籍 係 長 

高  橋  美 由 紀 

市 民 係 長 君  島     忍 
気 候 変 動 
対 策 局 長 

黄  木  伸  一 

気 候 変 動 
対 策 局 主 幹 

相  樂  尚  志 

気候変動対策
局 主 査 
（ 係 長 級 ） 

 

田  端  政  昭 

上下水道部長 磯        真 管 理 課 長 河  合     浩 
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管理課長補佐 
兼 黒 磯 事 業 
所 長 兼 塩 原 
事 業 所 長 

浅  賀  保  幸 経営企画係長 栁     英  希 

料金経理係長 小  林  則  克 給 排 水 係 長 田  中     綾 

整 備 課 長 佐  藤  正  規 
整備課長補佐
兼 管 路 維 持 
係 長 

君  島  幹  夫 

管路整備係長 岩  波  秀  典 水道施設係長 斉  藤  哲  也 

下 水 道 施 設 
係 長 

清  水  智  尚   

 

出席議会事務局職員 

書 記 鎌  田  栄  治   

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．審査事項 

   〔上下水道部〕 

    ・上下水道部長挨拶 

   〔管理課・整備課〕 

    ・議案第９０号 那須塩原市下水道条例の一部を改正する条例の一部改正について 

    ・議案第９４号 令和元年度那須塩原市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

    予算常任委員会（第三分科会） 

    ・議案第８２号 令和２年度那須塩原市水道事業会計補正予算（第２号） 

    ・議案第８３号 令和２年度那須塩原市下水道事業会計補正予算（第１号） 

    決算審査特別委員会（第三分科会） 

    ・認定第 １号 令和元年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

    ・認定第 ５号 令和元年度那須塩原市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

    ・認定第 ６号 令和元年度那須塩原市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について 

    ・認定第１０号 令和元年度那須塩原市水道事業会計決算認定について 

   〔市民生活部〕 

    ・市民生活部長挨拶 

   〔環境課〕 

    予算常任委員会（第三分科会） 

    ・議案第７５号 令和２年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号） 

    ・議案第８０号 令和２年度那須塩原市墓地事業特別会計補正予算（第２号） 
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    決算審査特別委員会（第三分科会） 

    ・認定第 １号 令和元年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

    ・認定第 ８号 令和元年度那須塩原市墓地事業特別会計歳入歳出決算認定について 

   〔廃棄物対策課〕 

    ・議案第８６号 那須塩原市環境影響評価条例の制定について 

    ・議案第８９号 那須塩原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 

    ・議案第９３号 那須塩原市災害廃棄物処理計画について 

    予算常任委員会（第三分科会） 

    ・議案第７５号 令和２年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号） 

    決算審査特別委員会（第三分科会） 

    ・認定第 １号 令和元年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔生活課〕 

    予算常任委員会（第三分科会） 

    ・議案第７５号 令和２年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号） 

    決算審査特別委員会（第三分科会） 

    ・認定第 １号 令和元年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔市民課〕 

    決算審査特別委員会（第三分科会） 

    ・認定第 １号 令和元年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔気候変動対策局〕 

    ・気候変動対策局長挨拶 

    予算常任委員会（第三分科会） 

    ・議案第７５号 令和２年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号） 

    決算審査特別委員会（第三分科会） 

    ・認定第 １号 令和元年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

  ３．その他 

  ４．散 会 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○星委員長 皆さん、おはようございます。 

  金曜日の夜から土曜日の未明にかけて、塩原地

区を中心に那須塩原市集中豪雨がございました。

塩原でも複数か所にわたりまして土砂災害など、

また、道路の閉鎖などがございまして、お亡くな

りになられた方は非常に残念ではございますがお

一人いらっしゃいました。深く哀悼の意を表した

いと思います。 

  災害復旧に取り組まれていらっしゃいました職

員の方をはじめ、また、安心の見守りのために出

ていただいた消防団員の方をはじめ消防員の、ま

た関係者の方々にも安心・安全のために危ない中

を見回っていただいて、ありがとうございました。

深く感謝の意を表したいと思います。 

  ただいまから、建設経済常任委員会、予算常任

委員会第３分科会及び決算審査特別委員会第３分

科会を開催いたします。 

  先日、正副委員長会議におきまして、質疑と意

見を分けて行うことが決定をされました。その他

のことに関しましては暫時休憩中でお願いしたい

と思います。 

  議事録はその他に関しましては載りませんので、

御了解お願いいたします。 

  審査の日程及び審査順は、お手元に配付の次第

のとおりといたします。 

  今定例会におきまして、当委員会が審査すべき

案件は、条例の制定及び一部改正案件３件、契約

案件１件、計画案件１件、水道事業会計未処分利

益余剰分の処分案件１件であります。 

  予算常任委員会付託案件のうち、当分科会で審

査する案件は、補正予算案件５件であります。 

  また、決算審査特別委員会付託案件のうち、当

分科会で審査すべき案件は、決算認定案件６件で

あります。 

  予算及び決算に関する案件につきましては、関

係所管課のところで随時分科会に切り替えて審査

を行います。 

  委員各位におかれましては、慎重なる審査とと

もに円滑な進行への御協力をお願い申し上げまし

て、挨拶といたします。 

  それでは、次第２、審査事項に入ります。 

  座らせていただきます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎上下水道部の審査 

○星委員長 まず、上下水道部から順次審査を進め

てまいります。 

  初めに、上下水道部長から御挨拶をお願いしま

す。 

○磯上下水道部長 （挨拶） 

○星委員長 ありがとうございました。 

  管理課・整備課の審査については関連がありま

すので、以下、同時に審査することといたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎管理課・整備課の審査 

○星委員長 ただいまから管理課・整備課の審査に

入ります。 

  管理課・整備課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９０号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○星委員長 それでは、議案第90号 那須塩原市下
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水道条例の一部を改正する条例の一部改正につい

てを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○河合管理課長 （議案第90号について説明） 

○星委員長 説明が終わりますので、質疑を許しま

す。 

  小島委員。 

○小島委員 今回、下水道の納入費を減らすという

ことですけれども、下水道の財政的にこういう形

で、コロナで歳入が減ってくるということですけ

れども、こういう状況でも下水道会計上は問題な

いというふうに考えてよろしいか、お伺いいたし

ます。 

○星委員長 課長。 

○河合管理課長 下水道会計に問題がないかという

ことなんですが、下水道会計にはやはり大きな影

響を受けます。重要な収入をカットするというこ

とですから。 

  ただ、下水道会計については、使用料も値上げ

はしているんですけれども、一般会計からの繰り

出しというところにかなり頼っている状況でござ

います。 

  だもんですから、今回のコロナについての補正

予算の中でもできるところは削るということで、

工事や備品の購入等取りやめたり、そういったと

ころをにらみながら、あとは、この後の下水道の

使用料がどんなふうになっていくのか、このコロ

ナの影響を見るのは、ただ半年程度しかたってい

ないので、その状況を鑑みながら、最終的には一

般会計の繰り出しというところを調整させていた

だくようになるかと思いますが、財政状況は厳し

いというところは変わりはありません。 

○小島委員 分かりました。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 緩和は先送りするということですけれ

ども、一番何というんですか、枠が、地域別で言

うと、どこが一番差があって、このことによって

一番恩恵を受ける地域、そこの話を御説明いただ

けますか。 

○星委員長 課長。 

○河合管理課長 地域的に差を受け入れていくとい

うことなんですが、これは今回の軽減率の延期に

関わらず、もともと今回、下水道使用料を30年に

改正した際に、試算すると塩原地区が一番下水道

使用料の設定が安い水準だったというところで、

そういったところが一番影響が大きく出ます。 

  その次に西那須野地区で、こういった地区が一

番負担軽減の影響を受けるところが少ない地域と

いうところで、前回の使用料改定ではなっていま

して、それがそのままのような延長線になってお

ります。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 そうしますと、今回、半年間延ばした

わけですけれども、予定に対して半年分先送りし

たことによって、予定した額に対してもどれだけ

収益が見込めなくなったかという額を、今って作

業としては２か所ですよね。評価はどうでしょう

か。数字があれば。 

○星委員長 課長。 

○河合管理課長 この後の補正予算で出しますが、

約1,390万の減額を見込んでいます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 それは全体ですよね。 

  地域で分けると、先ほど差があったわけですか

ら。 

○星委員長 係長。 

○小林料金経理係長 地域のほうで試算したんです

けれども、２か月ごとに試算させております。黒

磯地区が２か月で114万6,000円、西那須野地区が
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174万円、塩原地区が163万円、要するに二月で約

460万円程度で、６か月ということで1,390万とな

っております。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 コロナの影響ということなので、一般

家庭のコロナの影響というのは、一般家庭だと収

入が減っているところもあるかもしれない。この

地域のように、全体的な。 

  どちらかというと影響が大きいのは下水道を多

く使うというような事業はどこかいうと、どうい

うところですか。 

○星委員長 鈴木委員、もう少し分かりやすく質疑

してください。お願いします。 

○鈴木委員 分からなかった。 

  要するに、この金額で恩恵を受けている地区は、

事業所だろうと思うんですけれども、そういうと

ころの説明を受けたい。どこが一番、地域の話を

したんですけれども、どういう事業所、どういう

人たちが市内の中で、今回の緩和で利益が、また

受益が助かるのかといった理由を知りたいなと。

誰を助けるのかということです。 

○星委員長 課長。 

○河合管理課長 誰を助けるのかというところなん

ですが、やはり多く使っているところに金額がそ

の分多くなりますというところで、下水道を多く

使っているというところで言いますと、塩原地区

ですと、やはり旅館ですとかホテル、そういった

ところが大きな排水をしていますので、そういっ

たところが多くの軽減を受けられることになりま

す。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 そうだろうと思って言いました。 

  観光が大変だということで、商工観光課だけで

はなくて、ほかからの支援もしなきゃいけないん

じゃないかなという中であったと思うんですけれ

ども、これは執行部で提案、きっかけは執行部側

なのか、事業者側からやっぱりそういった話があ

って、それを公表して行ったことなのかというの

を伺います。 

○星委員長 課長。 

○河合管理課長 こちらについては執行部側が提案

したものです。 

○星委員長 そのほかに質疑はありますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 ないようですので、質疑の途中ではご

ざいますが、議員間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議はないものと認め、討論を終結し、

これより採決をいたします。 

  議案第90号 那須塩原市下水道条例の一部を改

正する条例の一部改正については原案のとおり可

決すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第90号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９４号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○星委員長 続きまして、議案第94号 令和元年度

那須塩原市水道事業会計未処分利益剰余金の処分

についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○河合管理課長 （議案第94号について説明） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  ありますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○鈴木委員 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

ます。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「ちょっといいですか」と言う人あり〕 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 迷っていたんですけれども、下水道は

本会議…… 

○星委員長 鈴木委員、質疑ですか。 

○鈴木委員 質疑です。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 すみません。 

  下水は一般会計から繰入れが負担が大きいとい

うことなので、受益者負担の考え方でいったら。 

  水道は、ちょっとすみません。あまりちょっと

恥ずかしいんですが、繰入れ入っていますか。 

○星委員長 課長。 

○河合管理課長 この後の決算でもお話しますが、

一般会計からも繰入れは頂いております。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 繰入が入っている中で剰余金はこうい

う処遇をするということですか。 

  それの確認です。ありがとうございます。 

○星委員長 そのほか質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議はないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第94号 令和元年度那須塩原市水道事業会

計未処分利益剰余金の処分については、原案のと

おり可決すべきものとすることに異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議はないものと認めます。 

  よって、議案第94号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８２号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○星委員長 ここで、建設経済常任委員会を予算常
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任委員会（第三分科会）に切り替えて審査を行い

ます。 

  議案第82号 令和２年度那須塩原市水道事業会

計補正予算（第２号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○河合管理課長 （議案第82号について説明） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

たいと思います。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議はないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第82号 令和２年度那須塩原市水道事業会

計補正予算（第２号）は、原案のとおり可決すべ

きものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第82号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８３号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○星委員長 続いて、議案第83号 令和２年度那須

塩原市下水道事業会計補正予算（第１号）を議題

といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○河合管理課長 （議案第83号について説明） 

○星委員長 説明がおわりましたので、質疑を許し

ます。 

  相馬委員。 

○相馬委員 下水道事業費の営業費用、２目の処理

場費の、先ほどの工事請負費、鍋掛中継ポンプの

ヘッドカバー交換工事減額というふうになってお

りますが、これは中止なのか延期なのか。伺いま

す。 

○星委員長 課長。 

○佐藤整備課長 整備課長の佐藤です。 

  こちらにつきましては、設置から相当の期間が

かかっていますので、そろそろ更新時期というこ

とで予算を計上させていただいたものなんですが、

状況確認しましたら、すぐに対応しなくても、ま

だ漏電とかその辺の危険性がないということが確

認できましたので、今年は支出をちょっと減を見

込む中で、これについては減とさせていただきま

すが、今後も施設の漏電のおそれがないかを確認

しまして、状況に応じて対応していきますので、

現在は心配ないということで、今年度だけ予算を

落とさせていただきました。 

○相馬委員 分かりました。 

○星委員長 そのほかございますか。 
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〔「じゃ、一つだけ」と言う人あり〕 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 給与費明細書で、給与を570万5,000円

減額するというようなことで出ているんですけれ

ども、実際に具体的には人事配置とかそういう形

で、今回コロナで出たり、いろいろしたと思うん

ですけれども、どんな状況でこういう補正をする

のかお伺いしたいと思います。 

○星委員長 課長。 

○河合管理課長 具体的には職員の配置ということ

で、当初予算のときは前年度の配置の人で金額を

そのまま算定しますので、新年度になりますと、

ベテランの職員が来たりとか若手の職員が来たり

とかで、それぞれ手当なんかも変動するものです

から、そういったところを調整して。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 予算書の11ページのところですけれど

も、１款１目の中の備消品費というところで見る

と、ＰＣ・ソフト一式購入、減額で320万とある

んですけれども…… 

〔「予算説明資料のほう」と言う人あり〕 

○鈴木委員 説明資料ですか、ちょっと…… 

〔「下水道の事業会計」と言う人あり〕 

○鈴木委員 下水道事業会計、これいいんですよね。 

  要するに、これ減額して入れないということに

したんだろうというふうに理解したんですけれど

も、これは職務上あるべきだと思って入れたと思

うんですけれども、ないことによる支障、または

来年度以降はどう考えているのかということをお

伺いしたいと思います。 

○星委員長 課長。 

○佐藤整備課長 この資料11ページの消耗品、Ｐ

Ｃ・ソフト一式購入の件ですね。 

  こちらにつきましては、既に導入しているパソ

コン関係でございます。それが、やはり大分老朽

化いたしまして、今シーズンの更新を考えていた

んですが、今年度についてはやはり予算をいかに、

どうにか支出を減らすという中で検討した中で、

既存の施設を再リースで継続して、予算的にまた

要求できる状況になりましたら、同じようなもの

を再度、来年度以降要求させていただきたいと思

っていますので、業務上は今までどおり、パソコ

ン処理ができるようなものを継続していきます。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 13ページ。今回、企業会計に下水道特

別会計、そして農集が入ったわけですね。 

  ここの第４条で、それぞれ企業会計になったこ

とによって債権と、それから債務、それが含まれ

たわけですけれども、これそれぞれ下水道と農集

とどのぐらいの金額。 

○星委員長 係長。 

○栁経営企画係長 ４条の特例的収入及び支出につ

いてのことだと思うのですが、それの下水道と農

業集落排水ということです。 

  未収金につきましては、下水道事業でおよそ２

億3,600万、農集事業の未収金としましては、お

よそ880万円、未払金につきましては、下水道事

業はおよそ１億5,300万円、農集事業につきまし

ては、未払金がおよそ200万円となっております。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 これはちょっと確認させていただきた

いんですが、企業会計に両方含まれることによっ

て、下水道の特別会計であれば相当、一般会計か

ら繰り入れられていると。 

  今回、これら２つの特別会計と、農集が入って

くるということは、これまでの水道事業会計の中

にもそれら２つ入るわけですから、そうなると一

般会計からの繰入れというのは増えるというか、

増やすことは可能だということになる。その辺は、

何というんですか、あるんでしょうか。基準であ
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ったり規定であったり、そういったものは。 

○星委員長 係長。 

○栁経営企画係長 一般会計からの繰入金の御質問

かと思いますけれども、下水道事業、農集事業共

に一般会計からの繰入金を頂いておりまして、こ

れに関しましては、いわゆる国のほうで定めてお

ります繰出基準というものに基づいて繰入れをし

ている。これは一般会計のほうで負担するものと

いうふうに言われているものと、それをもっても

足らないものを企業債、繰入金として頂いている

ところなんですが、それにつきましては    

 基準が    ということではなく、当然、農

集事業の基準内とされているものと下水道事業基

準内とされているものを足した額が、簡単に言え

ば基準内とされる繰入金とされる額になってまい

ります。 

  ただ、不足するものにつきましても、この２つ

の事業を足した中で不足しているものが、やはり

基準外として疑っているような形になってくるか

と思いますので、合わさったということで極端に

増えるとかそういったことはありません。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 要は、企業会計というのは当然自主財

源をしっかりと確保した上で運営をしていくとい

うのは基本なわけですよね。 

  今回、このように下水道、それから農集が企業

会計に入ったというところが、事業をしっかりや

る。それでこの会計の中で極力回していきましょ

うという理念があると思うんですけれども、そう

すると、本来の特別会計が企業会計に入っても何

ら会計としての変化はないという理解でいいわけ

ですね。 

  企業会計にする意味というのが当然あるんだと

思うんです。そこを聞きたかったんですが、繰入

れがどうなのか…… 

○星委員長 係長。 

○栁経営企画係長 企業会計にする意味というのが、

一つは先ほどもちょっと話ありました資産の把握

という形になります。これによって固定資産を把

握することで減価償却費とかが出ることで、今後

の必要となってくる費用というもの、今まで漠然

としていたものがある程度、水道事業面、明らか

になってくるというところは大きいだろうと。 

  それに基づきまして、今後、更新計画ですとか

そういったものを立てていくような形で、財政計

画立てていくような形で経営の健全化を目指して

いくということが一番大きなところになっていく

かと思います。 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

たいと思います。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第83号 令和２年度那須塩原市下水道事業

会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第83号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、議員

間討議、討論、採決 

○星委員長 続きまして、予算常任委員会（第三分

科会）を決算審査特別委員会（第三分科会）に切

り替えて審査を行います。 

  認定第１号 令和元年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○河合管理課長 （認定第１号について説明） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  小島委員。 

○小島委員 189ページの浄化槽設置整備助成金が、

今回202基ということでございますけれども、こ

このところ、補助の要望額というのは要望に対し

て足りているのかどうかというところです。 

  それともう一つは、最近の流れということで、

これまで202基ぐらいでずっと３年ぐらい、何基

ぐらい補助しているのか、それをお伺いしたいと

思います。 

○星委員長 課長。 

○河合管理課長 浄化槽のほうですけれども、昨年

が202基、全部で189基ということで、要望に対し

ては全て応えております。予算のほうが若干余る

ぐらいになっていますので、要望のほうは満たし

ております。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 要望についても、どちらかというと増

えているというふうな理解でよろしいかお願いし

ます。 

○星委員長 課長。 

○河合管理課長 前年度と比較しまして増えており

ます。 

○小島委員 分かりました。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 すみません。 

  予算の関係と関連しちゃいますけれども、これ

余っていますよね、当初予算。当初予算は何基を

予定しておったんでしょうか。それに対して今回

何基という。 

○星委員長 課長。 

○河合管理課長 ちょっと確認して、後ほど答えた

いと。 

○星委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 ないようですので、質疑の途中ですが

議員間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、
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これより採決いたします。 

  認定第１号 令和元年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  会議の途中ですが、ここで暫時休憩といたしま

す。 

  11時15分から再開します。 

 

休憩 午前１１時００分 

 

再開 午前１１時１３分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き会議を再開いたしま

す。 

  ここで、執行部より発言があります。 

  係長。 

○栁経営企画係長 休憩前に御質問がありました浄

化槽設置整備事業補助金の基数についての御質問

なんですが、当初予算で見込んでいました基数が

232基となっておりまして、執行率としましては

およそ87％という形になっております。 

  以上です。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第５号の説明、質疑、議員

間討議、討論、採決 

○星委員長 続いて、認定第５号 令和元年度那須

塩原市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○河合管理課長 （認定第５号について説明） 

○佐藤整備課長 （認定第５号について説明） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  小島委員。 

○小島委員 460ページ、9,076万、工事請負を上げ

ておりますけれども、工事請負を受けて、各地区

で工事をやっているわけですけれども、こういう

工事というものの箇所設定に関してはどのような

方式でやるのかをお聞きしたいと思います。 

○星委員長 課長。 

○佐藤整備課長 406ページのほうにつきましては、

主に汚水の区域、その区域を広げますような汚水

管の枝線関係工事が多いと思うんですが、いま一

番多い工事としては、国道４号線の新しい道路が、

交差点のところによって既存の施設を入れ替えた

り、新しい道路の歩道に設置したりというものと

か、下永田もやはり市道の道路改良工事、これに

合わせて、まだ下水道の整備されていないところ

について道路改良工事を先行して工事を行うとい

ったような工事が今回このケースの中では多く改

修しております。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 はい、分かりました。 

  じゃ、同じような中身で、特定環境保全公共下

水道ということで、工事請負費やっぱり１億

1,206万ということで出されていますけれども、

これについてもちょっと箇所設定の考え方みたい

なものがどうだったのかお聞きしたいと思います。 

○星委員長 課長。 

○佐藤整備課長 先ほど説明しました下永田の部分、

申し訳ございません、公共下水道じゃなくて、特

環下水道のほうです。申し訳ございません。 

  こちらについてもやはり下永田は、用途区域外



－181－ 

について、主に特環下水道の整備をしているとこ

ろなんですが、やはり下永田の道路改良に併せて

汚水の整備とかそういったものが比較的多く位置

づけしております。 

○小島委員 分かりました。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  副委員長。 

○山形副委員長 457ページの真ん中のあたりにあ

る手数料特定事業場水質分析43か所47万7,180円、

この水質の分析というふうなものは、公表したり、

その内容を教えていただけますか。 

○星委員長 係長。 

○清水下水道施設係長 特定事業場の水質分析の中

身ということなんですが、特定事業場というのは、

下水道法上で規定されている、環境サイドで指定

されています特定施設という場所については、下

水道の区域については特定事業場のみ該当する形

になりますので、こちらのほうの場所については、

水質の分析をすることになっております。 

  こちらのほう下水道の水質基準というのがあっ

て、そちらのほうの水質基準に合致したものにな

っているかどうかを確認することになっておりま

す。 

  特定事業場の水質分析については、事業場ごと

に水質を分析する項目がちょっと違いますので、

一概に何とか言えないんですけれども。通常幾ら

排出基準のＢＯＤについてもちゃんとチェックし

ていますし、場所によってはもっと環境基準等に

ついてもちゃんとチェックするような分析を行っ

ております。 

  以上です。 

○星委員長 山形副委員長。 

○山形副委員長 43か所というんですか、何か分か

る場所みたいなものを私どもに教えていただけれ

ば、それは可能なんですか。具体的にどういう。 

○星委員長 係長。 

○清水下水道施設係長 一番大きき場所ですと、   

毎日検査しているところでは、２つの場所があり

ます。 

○星委員長 山形副委員長。 

○山形副委員長 これは、水質分析というのは、年

１回でやっているんですか。 

○星委員長 係長。 

○清水下水道施設係長 場所にもよりまして、年２

回やっている場所と１回の場所とあります。 

○星委員長 山形副委員長。 

○山形副委員長 その１回、２回というのは事業場

さんがやる場合と、行政のほうから依頼する、そ

れはケース・バイ・ケースなんですか。 

○星委員長 係長。 

○清水下水道施設係長 事業場ごとにチェックする

基準がありまして、場所によって１回だったり、

２回だったりということで変わってくる形になり

ます。 

○山形副委員長 分かりました。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 今の関連でお願いしたいんですけれど

も、その基準がありますよね。それを検査結果で

超えた事業場というのは今年度あったのか、また、

過去にはあったのか。 

○星委員長 係長。 

○清水下水道施設係長 今年度の検査についてなん

ですが、まだちょっと実施しておりませんので、

これから、９月の下旬に実施する予定になってお

りますので、これからになります。 

〔「前年度」と言う人あり〕 

○清水下水道施設係長 前年度です。 

○星委員長 係長。 

○清水下水道施設係長 前年度については、やはり

基準超えるところも実際あったはあったんですけ
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れども、それについては指導等している状況です。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 あったということなんですけれども、

では、何件、何か所、数値的にどういう状況だっ

たのか、もうちょっと答えていただきたかったん

ですけれども、前年とその過去、以前にもどうい

うことがあったのかと今回も、ちょっと少し分か

れば、その分だけ。 

○星委員長 係長。 

○清水下水道施設係長 すみません、手持ちの資料

がちょっと今ございませんので、お調べしてお答

えするような形でよろしいでしょうか。 

○星委員長 課長。 

○佐藤整備課長 １つ案件としては、例えば油をた

くさん使うような場所で、個人がその油を公共で

外に流さないように除外、止める、それは個人が

清掃して、一番の油部分をそういったものを流さ

ない施設とか設置します。それが維持管理がちゃ

んとできていなくて、維持管理の回数が少なくて、

下水道のほうに流れている場合などもございます。

そういったときには、指導として清掃を定期的に

やってくれというような指導はしたことございま

す。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 係長に尋ねますけど、オイルのほうは

いいかなとは思うんですけれども、例えば本当に

人体に影響があるような、関係あると思いますよ

ね、先ほども出たところも結構やばいところが見

つかってくるんですよ。そういうのが要するに基

準濃度がそれぞれあって、それをちょっとぐらい

なのか、大きく超えてくるか、注意してもなかな

か直らない事業者というのは問題にするのかなと

いう現状はちょっとうかがえることが、本当は伺

いたかったんですけれども、それはまた改めて集

計とかはいただけるんですか。 

  ありがとうございました。 

○星委員長 よろしいですか。 

  ほかに質疑ございますか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、ちょっと確認させていただきた

いと思います。 

  455ページの水処理センターの、汚泥処理の件

なんですが、資源化工場に持っていくものとそれ

から民間に委託をしているものとありますけれど

も、塩原水処理センターのものは全て公共のほう

に持っていくと。黒磯水処理センターの一部が民

間のほうに委託をしていると思うんですが、これ

は量的にどのくらいのものが民間のほうに今委託

されているんですか。 

  年間の汚泥の量というのは、その次ページ456

に出ているんで、量としては分かりますが、その

うちどのくらいの民間に委託されているんでしょ

うか。 

  それと、費用としてはやはり民間のほうが高い

んでしょうか。 

○星委員長 係長。 

○清水下水道施設係長 資源化工場のほうに行って

いるものと民間処分のほうに行っているものとい

うことでよろしいですか。 

○吉成委員 はい。 

○清水下水道施設係長 資源化工場のほうに搬出し

ている量については、塩原水処理センターが最も

で240ｔ、次に黒磯水処理センターの640ｔありま

す。 

  民間処分場のほうについては、昨年度の実績と

いうことで言いますと、２月までに持ち出したも

のについては1,041ｔほどあります。こちらにつ

いては、全て黒磯水処理センターのものになりま

す。塩原水処理センターについては、今後全て   

を資源化工場へ持っていく形になっております。 
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  以上でよろしいですか。 

○吉成委員 よろしいです。 

○清水下水道施設係長 では、すみません、値段の

ほうに。 

  価格のほうについては、資源化工場と民間処分

場、価格については、民間処分場のほうが安価で

あります。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 資源化工場に関しては、県内それぞれ

の自治体がお金を出し合って造ったということが

あるんで、必ず何ｔは絶対入れなくちゃいけない

という基準はあるんですか。 

○星委員長 係長。 

○清水下水道施設係長 年度末に県のほうから問い

合わせがありまして、こちらのほうについては県

のほうの協定する施設については規定となってお

りましす。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうすると、実際に処理料として民間

と先ほど民間のほうが安いという話がありました

けれども、どのくらいの差額になるんですか。例

えば１ｔで幾らとか。 

  いいです、じゃ。安いということは間違いない

わけですね。了解です。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  小島委員。 

○小島委員 464ページで、地方債の残高の推移が

出ておりまして、非常に地方債の残高が減ってき

ているということで、見方によると非常にいいこ

となのかなというふうに感じがするんですけれど

も、逆な見方をしますと、資本財の老朽化が進ん

でいるんではないかなというような感じもするわ

けですね。そういう中で、今からどういうふうに

考えているのか、そこら辺を含めて今後の下水道

整備も含めてどの程度老朽化が進んでいて困って

いる、そういうことがあるのかどうかということ

と、それと、その当時というのはどうなっている

のか、ちょっとこの数字からお伺いしたい。  

いきたいと思いますんで、すみませんけれども、

お願いします。 

○星委員長 質問を変えて。 

○小島委員 下がっている理由だけお聞きしましょ

う。 

○星委員長 係長。 

○栁経営企画係長 地方債の残高が減っている理由

ということなんですけれども、それは下水道が整

備され始めた当初というのはやはり整備費が大き

くかかりまして、当然起債額が大きかったわけな

んですが、それらの償還について、償還が進んで

完了したというところが大きいところです。 

○星委員長 そのほか質疑ございますか。 

〔発言する者なし〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

ます。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 
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  認定第５号 令和元年度那須塩原市下水道事業

特別会計歳入歳出決算認定については、原案のと

おり認定すべきものとすることに異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第５号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第６号の説明、質疑、議員

間討議、討論、採決 

○星委員長 続いて、認定第６号 令和元年度那須

塩原市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算に

ついてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○河合管理課長 （認定第６号について説明） 

○佐藤整備課長 （認定第６号について説明） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  ございませんか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 聞き逃したのかもしれませんけれども、

赤田地区の集落排水の収入が減ったと聞いたと思

うんです。その減った理由を知りたいんです。 

○星委員長 鈴木委員、ページ数にはどこか教えて

ください。 

  465ページですか。 

○鈴木委員 特別会計の465ページ、２款１項の使

用料…… 

○星委員長 受益者分担金……、 

○鈴木委員 これは受益者分担。 

○星委員長 が減ったということですか。 

○鈴木委員 何か減ったという気がするんだけれど

も、ちょっと聞き取れなくて申し訳ない。 

○星委員長 課長。 

○河合管理課長 多分先ほど説明した使用料の部分

でそのような説明したかと思うのですけれども、

使用料のことということでよろしいですか。 

○鈴木委員 はい。 

○河合管理課長 こちらについては、南赤田地区の

下水道事業会計のほうに移行しますので、だから

こちらの農業集落排水事業の収入が減った。その

分、下水道事業会計のほうが増えている、そんな

形でございます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 １件確認だけれども、この使用料は普

通に取っているんだけれども、入ってくる収入の

場所が替わったという、丸々そっくり替わったと

いうことでよろしいですね。 

○星委員長 課長。 

○河合管理課長 そうです。会計が移行したと考え

ていただければ。 

○鈴木委員 はい、了解しました。 

○星委員長 そのほかございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

ます。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 
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〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結い

たし、これより採決いたします。 

  認定第６号 令和元年度那須塩原市農業集落排

水事業特別会計歳入歳出決算認定については、原

案のとおり認定すべきものとすることに異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第６号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１０号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○星委員長 続いて、認定第10号 令和元年度那須

塩原市水道事業会計決算認定についてを議題とい

たします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○河合管理課長 （認定第10号について説明） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 今、有収対策についての質疑でよろし

いですね。 

○星委員長 はい。 

○鈴木委員 全体的にこういう調査をして、まとめ

ていただいたことについては、ありがとうござい

ます。 

  記憶だと有収率が地域によって大分格差があっ

たというところが一番有収率についての問題点だ

ったと思います。その地域でいうと、塩原が修繕

した後、有収率が上がった、よかったというとこ

ろが一番のポイントだったような気がするんだけ

れども、そこについての資料とか言及がないので、

これについてお願いしたいと思います。 

○星委員長 課長。 

○河合管理課長 順番で申し上げますと、黒磯地区、

ここについては82.1％、昨年度は80.09となって

います。塩原地区は、これは温泉街だけという地

区での数字でお答えさせていただきます。今年度

55.81％、昨年度が57.33％で、こちらは少なくな

っている状況でございます。 

  あとは、西那須野地区、今年度80.43％、昨年

度は78.16％、地区別ではそんな状況でございま

す。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 ここが大事だと思うんですよ。全体的

にはよくなっているという説明なんですけれども、

何でこれを一生懸命、こちらもお伺いしているん

ですけれども、黒磯地区はよくなっている、西那

須もよくなっている。一番問題なところは塩原地

区。そこをちゃんと追求しないと。しかも、かな

り低いですよね。だから、ここについてやってい

ただくのであれば、こういうところがどうなって

いるかという報告もいただきたいなと思っている

んですけれども、そこについての原因究明などは、

今はどういう状況なんですか。 

○星委員長 課長。 

○河合管理課長 塩原地区についても、４番の漏水

調査の結果でもお示ししたように、怪しいところ

というか管理所から中塩原地区を重点的に行った

ところであります。ただ、今回の調査でも発見で

きたのは、ここであったということで、それ以外

に通常の市民からの通報とかそういったところで
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は対応したけれども、結果的にはなかなか改善さ

れないというところでございます。 

○星委員長 よろしいですか。 

  そのほか質疑ございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 まず、収益的収支の支出が前年比でプ

ラス7,200万になっている要因を再度御説明いた

だきたいのと、もう一つが資本的収支の支出がマ

イナス8,300万、およそ8,400万減額になる、この

理屈がちょっとまだよく分からないので、ちょっ

とお伺いしたいと思います。 

○星委員長 課長。 

○河合管理課長 まず、収益的収支の費用の増額に

ついてということですが、こちらについては、修

繕の費用、各施設のほうの修繕が入るんですが、

そういったところが老朽化、そうしたところで修

繕費用が膨らんでおります。 

  それと、あとは先ほど申し上げた鳥野目の小水

力発電の修繕とか、そういったものの修繕が増え

た要因となっております。 

  さらに、大きなものとしましては、浄水発電と

いうことで、千本松浄水場に放射能濃度が高かっ

たものがちょっと処分ができないものがございま

す。ただ、それは指定廃棄物ではないものなんで

すけれども、ちょっと処分ができなかったものが

令和元年度にまとめて処分ができたということで、

その費用が例年とは違って要因となっているとい

うことで見ています。 

○相馬委員 資本的支出についてもお聞かせ願いま

す。 

○星委員長 課長。 

○河合管理課長 資本的支出のほうなんですけれど

も、翌年度への繰越額というのを思うんですが、

予定はしていたんですけれども、業務が年度内に

終わらないで３億円ほど翌年度へ繰り越しており

ます。なので、今年度の実績は、本来ですと年度

内に終われれば、ここに３億、本当は上乗せにな

っていたんですけれども、翌年度へ繰り越される

事由が大きかったというのが大きなところでござ

います。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 今の資本的収支の支出で３億ほど繰り

越す予定だというところで、実質的に前年比では

約8,400万のマイナスというふうになっているん

ですが、ちょっとその３億と8,400万のちょっと

余りにも金額の差があるもので、その8,400万の

マイナスになる要因というのは、繰越しだという

ことなんですかね。 

  すみません、もうちょっと具体的にお伺いしま

す。全協での説明のときに、この8,400万が前年

比マイナスになるというのは、浄水設備費が

4,700万円ほどマイナスになりますと。それから、

もう１点が排水設備拡張費が4,700万円ほど減額

になりますという全協での説明だったと思うんで

すが、要するにその設備費も減額になる理由、前

年より、平成30年度より令和元年度が前年よりも

その設備費が下がる理由を伺いたいと思います。 

○星委員長 係長。 

○斉藤水道施設係長 今、鳥野目浄水場の更新とい

う形で進めているんですけれども、鳥野目浄水場

で予定より多く修繕が必要だということが分かり

まして、当初予定していた要害浄水場とかそこら

辺の設備費を後に遅らせて、まず鳥野目浄水場を

先に修繕をしてからやっていこうというふうに方

向をちょっと変えましたので、それで出ていると

いうことでございます。 

○相馬委員 分かりました。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 ページが分からなくなってしまったん
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ですけれども、小水力発電している場所がありま

したね。そこで、修繕費が今回発生したというこ

とだったんですけれども、改めてその修繕費が幾

らだったかということと、緊急で。あと年間の発

電量を金額ベースでいくと幾らだったかの２つを

お答えいただきたいんですけれども。 

○星委員長 係長。 

○斉藤水道施設係長 鳥野目の小水力発電の修繕な

んですが、修繕570万、支出しております。 

  発電料金なんですけれども、昨年度、１年間で

94万円でございます。ちなみに、平成30年、その

前は110万円でございます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 これが効率がいいものかどうかという

ことを考えたときに、今までいつから発電し始め

て、今までの累計は分かりますか。 

○星委員長 係長。 

○斉藤水道施設係長 平成27年の12月、平成31年度

まで、トータル約620万の収入となっています。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 そうすると、今まで投資したのが620

万で、今回修繕で570万かかってしまったと。こ

の570万円というのは丸々、この中で出るだけの

話で、どこかから企業から修繕の理由があって保

証が入るとか保険が入るとか、そういうところは

あるんでしょうか。 

○星委員長 係長。 

○斉藤水道施設係長 小水力の基金としてためてい

ますので、そこへしか使えませんので、ほかには

どこか補助とか保険とかいうのはもらっておりま

せん。あくまでも売電した金額で修繕をしていく

ということでございます。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 水道事業会計の決算審査に関して、監

査委員からの意見書が出ていますよね。それにつ

いてちょっと確認させていただきたいんですが、

11ページ、12ページが意見ということで載ってい

ますのでちょっと開いていただいて、元年度に限

ったことではもちろんないんですが、ここで水道

料金の法人等の加算手続によって、当然債権が回

収にならないという部分が、今回に関していうと、

報告書を見ると30件。金額としては100万円程度

なんですね。 

  これを昨年と比較すると、昨年は件数的にはこ

の半分の15件、ところが金額的には1,000万弱、

900万超えていたわけですね。この今年と前年度

の違いというのをちょっと教えていただけますか。 

○星委員長 課長。 

○河合管理課長 昨年度、多かったということで、

大きな旅館、ホテル等の倒産が入ったということ

で、１件当たりの水量が多いので金額も当然多か

ったというところで金額が大きくなっております。 

  今年度については、この30件というのは、１回

の請求で１件と数えていますので、実は年度の件

数ではありませんので、ちょっとそこはあれなん

ですが、ただ今回はそういったところはなかった

というところで金額が低くなっています。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうすると、この決算で言えば、今年

はほとんどホテル等の倒産によって生まれる債権

というのはなかったという理解でよろしいですか。 

○星委員長 課長。 

○河合管理課長 旅館、ホテル等も入ってはいます

が、金額が少ないところだったということです。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 ということは、倒産とかそういうこと

がないというわけでいいですね。 

○星委員長 課長。 

○河合管理課長 倒産でございます。倒産、３期分
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ぐらいのところだったと思います。 

○吉成委員 分かりました。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 ３ページと４ページに資本的収支の収

入支出、出ていますけれども、予算額から比べる

と決算額が補正予算は減って、そして、予算額に

よる決算額の上限について、かなり下がっている

ということなんですけれども、これを企業会計に

した理由は、そういう理由なのかどうか、理由を

お聞かせ願えればと思います。減額になった理由。 

○星委員長 予算から比べて減額となった理由。 

  課長。 

○河合管理課長 具体的なのが不用額が多かったと

いうところです。予算に対して決算額が少なかっ

たということでよろしいですか。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 そうすると、単に当初予算の見積もり

が多かったからという感覚ですか。 

○星委員長 課長。 

○河合管理課長 入札公示の結果というところがあ

ると思います。 

○小島委員 分かりました。 

○星委員長 よろしいでしょうか。 

  そのほか質疑ございますか。 

  質疑の途中ではございますが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  認定第10号 令和元年度那須塩原市水道事業会

計決算認定については原案のとおり認定すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第10号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

○星委員長 管理課、整備課所管の審査事項は以上

となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 零時１６分 

 

再開 午後 １時１９分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたし

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市民生活部の審査 

○星委員長 これより市民生活部の審査に入ります。 

  初めに、市民生活部長から御挨拶をお願いしま

す。 

  部長。 

○鹿野市民生活部長 （挨拶） 

○星委員長 ありがとうございました。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎環境課の審査 

○星委員長 ただいまから環境課の審査に入ります。 

  環境課の皆さん、お疲れさまです。 

  環境課については、建設経済常任委員会に対す

る付託案件がありませんので、ここで建設経済常

任委員会を予算常任委員会（第三分科会）に切り

替えて審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７５号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○星委員長 議案第75号 令和２年度那須塩原市一

般会計補正予算（第６号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○室井環境課長 （議案第75号について説明） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  森本委員。 

○森本委員 14ページ、歳出の部分で、犬猫への避

妊・去勢手術が増えてきているということなんで

すけれども、その理由を把握されていますでしょ

うか。 

○星委員長 課長。 

○室井環境課長 こちらの制度、３年目ということ

になりましたので、いろんなところで周知活動を

しているというところもありまして、動物病院な

どでもこういう制度があるよということでお知ら

せをしているというものが要因として考えられる

かなというふうに思っております。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 これは基本的には飼われている犬猫で

すか。それとも、例えば猫とかなら野良猫に近い

ものを市民が連れてきてということも含まれるん

でしょうか。 

○星委員長 課長。 

○室井環境課長 飼い猫、飼い犬ということになり

ますので、いわゆる地域猫とかそういったものに

ついては今のところはまだ制度として補助してい

るというものではありません。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  山形副委員長。 

○山形副委員長 今のやつなんですが、１世帯に一

度だけとかそういう制限はあるんですか。 

○星委員長 課長。 

○室井環境課長 以前は一年度につき１回という制

限を設けていたんですけれども、昨今の状況、多

頭飼いとかというものを防ぐという意味で複数回、

２回でもオーケーというような形で、今年度から

そういう形で制度のほうを改正しています。 

○星委員長 山形副委員長。 

○山形副委員長 ２回以上もいいということですか。 

○星委員長 課長。 

○室井環境課長 とりあえず、一年度２回までとし

て、近隣もそのような形にしているということな

ので、合わせております。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  質疑の途中ですが、ここで議員間討議に入りま

す。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い
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たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決をいたします。 

  議案第75号 令和２年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は原案のとおり可決すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第75号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８０号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○星委員長 続きまして、議案第80号 令和２年度

那須塩原市墓地事業特別会計補正予算（第２号）

を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○室井環境課長 （議案第80号について説明） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

ます。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第80号 令和２年度那須塩原市墓地事業特

別会計補正予算（第２号）は原案のとおり可決す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第80号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、議員

間討議、討論、採決 

○星委員長 続きまして、予算常任委員会（第三分

科会）を決算審査特別委員会（第三分科会）に切

り替えて審査を行います。 

  認定第１号 令和元年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○室井環境課長 （認定第１号について説明） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  鈴木委員。 
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○鈴木委員 決算で聞くのもあれなんですけれども、

189ページ、食肉センターとそれから県のほうの

センターに関して、今、県のほうには、ここはも

う閉鎖されて、大田原にある食肉センターは閉鎖

になった、使っていないんでしょうか。 

○星委員長 課長。 

○室井環境課長 大田原にあります、広域で持って

おります食肉センターのほうは廃止になりまして、

現在は芳賀町のほうに食肉センターが新たに稼働

しているというふうに聞いております。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 そうすると、芳賀町のほうに今、分か

るんですか、大田原に今まであったので、そこに

利用していた人たちが、遠くなったんですけれど

も、そっちに利用している人は、利用している状

況というのはどんな状況なのかをお聞かせいただ

けますか。 

  決算、その効果的なところを聞いている。支出

に対して、支出をしている。支出しているわけで、

ここに分担金取られているわけですよね。 

○星委員長 課長。 

○室井環境課長 新しい食肉センターのほうにつき

ましては、多分、農畜産課のほうが行って、そち

らのほうでやるようになるかと思いますので、ち

ょっと私どものほうで細かいところまではちょっ

と把握しておりません。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 じゃ、すみません、そこは分かりまし

た。 

  そうしましたら、190ページの狂犬病予防費、

これ執行率は幾らになっていますか。 

  歳出決算なので、予算に対して決算はどれだけ

かということですよね。 

○室井環境課長 予防費全体ということでよろしい

でしょうか。 

○鈴木委員 まず。この30事業。普通聞くでしょう、

執行率。 

○星委員長 課長。 

○室井環境課長 狂犬病予防費全体で行きますと、

98.3％の執行率というものでございます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 ちょっと事前に調べたときに、予算が、

当初予算ですけれども、3,904万円と出ていたの

かな。違うか、これ。 

○星委員長 390万4,000円じゃないの。 

○鈴木委員 そうです、当初予算。それが、今言っ

ているところの488万5,929万になっているので、

補正が組まれているということですか。そうする

と98.3％でなるのかな。分かりました。勝手に解

釈して了解しました。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 それから、同じ191ページの環境保全

の、ここの10事業のところが299万9,000円という

ちょっと予算が出ていたと思うんですけれども、

これが138万3,000円とありますけれども、これの

違いというのは。 

○星委員長 191ページ。 

○鈴木委員 の１項５項目。 

○星委員長 １項５項の。 

○鈴木委員 環境保全総務事業費。 

○星委員長 金額が。 

○鈴木委員 当初予算が299万9,000円になる、これ

は調べたの。それが138万3,193円になっていて、

そこが、その内容の、金額の違い。 

○星委員長 課長。 

○室井環境課長 こちらにつきましては、報償費の

支出額が当初予算は130万4,700円ということで見

ていたんですけれども、決算のほうが17万円とい

うことで、こちらにつきましては新型コロナの影

響で会議を開けなかったというものがございまし
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て、執行が減っているというものでございます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 了解しました。そういうもの多いんで

すね。何か全体的に大分執行が何か減っているな

というのがあったので、ちょっと確認しておきま

した。そういうことですね。 

  すみません、もうちょっと続けます。 

  そうしましたら、ちょっと気がついたので、

193ページの環境、１項５目環境学習推進費（30

事業）についても、当初多分106万5,000円だった

と思うんです。それも今は64万8,000円でかなり

これだけ見ると執行率が下がっているんですけれ

ども、同じかもしれませんけれども、これについ

て説明を受けたいと思います。 

○星委員長 課長。 

○室井環境課長 こちらにつきましても、報償費の

講師謝礼の減額とか、それからあと消耗品なんか

の執行が少なかったというようなことが要因でご

ざいまして、決算額は64万8,000円ぐらいという

ことになっております。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 講師謝礼は、先ほど申されたコロナは

３月ぐらいから騒いでいるので、当初計画したこ

とが３月以前のものであればそんなに変わらない

んじゃないかなと思うんですけれども、この払う

予定だったのは、別に３月に事業があって、それ

が消えたということで理解してよろしいですか。 

○星委員長 課長。 

○室井環境課長 沼ッ原湿原の植物観察会というも

のが、大雨の影響によりまして中止になったとい

うので、まず講師謝礼がその分、執行がなかった

と。そういったところで、そういった事業に付随

するような消耗品なんかも、参加費的なものも入

札等を行った影響で若干安くなったという、そう

いう要因がありまして執行額が少なくなっている

というものでございます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 それを私のほうで解釈すると、雨で事

業が中止になったということで支出が減ったとい

うことですよね。 

○室井環境課長 それも一つの要因ということです。 

○鈴木委員 一つの。分かりました。 

  続けていいですか。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 その下の自然保護対策推進費（40事

業）、これも当初予算725万4,000円という予算だ

ったと思うんですが、これは約400万円です。こ

の差についてはどういう事情でこういうふうな執

行に、決算額になったんでしょうか。数字でちゃ

んと分かるように。 

○星委員長 課長。 

○室井環境課長 こちらにつきましても、非常勤の

職員の報酬というところで研究会への委員の謝礼、

こちらのほうを当初予算では470万円ほど見てい

たんですけれども、決算のほうを見ていただくと

半額以下ということでもございますので、こちら

についてもコロナの影響で会議ができなかったと

いうものがございまして、支出が減っているとい

うものでございます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 そのコロナというのは３月だと思うん

ですけれども、これ金額的に見たら半額以下じゃ

ないですか。その３月に会議を集中していたとい

うことで理解してよろしいですか。会議ができな

かった。 

○星委員長 課長。 

○室井環境課長 年度末にいろんな調査の報告等を

していただくという関係上、どうしても会議のほ

うが後半に偏ってしまうというものがございまし

たので、このような形になっているというもので
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ございます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 会議はずっと年間通してやっているん

だったら、払わなきゃいけない部分だとか、報告

の審査をして報告の内容によって、その３月によ

ってここを半額以下に削るというのは、それはち

ょっと今の説明だと腑に落ちません。 

○星委員長 係長。 

○中山環境保全係長 動植物の調査につきまして、

その会費だけではなくて、その調査員さんのほう

が実際の調査のほうもしておりまして、その調査

の報酬もこちらのほうで予算化していたところで

はあるんですが、会議だけではなくて調査自体も、

コロナが始まった１月、２月頃にその影響もあっ

てもともと予定していた調査なんかも少なくなっ

ているようですので、会議だけじゃなくて実際の

調査自体なんかも減少になったことが、予算額と

決算額でちょっと乖離がある理由の一つだと思い

ます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 すみません、別にいいんですけれども、

３月でコロナなので、その調査自体をその３月に

集中して予定していたから、コロナのためにでき

なかったという説明なら分かるんですけれども、

調査というのは途中、当初から６月にやる、８月

にやる、12月にやると割り振ってあると、そうい

うところにはならないと思って聞いているんです。

そこの説明がちょっと腑に落ちないかなと思って

お伺いしているんですけれども。 

  そこは、３月に全部、当初からそこの３月で現

場を見て、そこで全部調査報告を受けるという予

定でしたと言われれば、確かにコロナで変わるの

も、できませんでしたという説明で納得します。

そうなんでしょうか。 

○星委員長 係長 

○中山環境保全係長 調査自体につきましては、当

然３月に集中してやるわけではなくて、当然年度

当初から計画的に進めているところではあるんで

すが、当然今回のその予算と決算の乖離につきま

しては、この一因としましてはそのコロナという

のがあるかと思うんですが、それ以外の理由とし

てもともと予定していた調査の、何らかの理由で

ちょっと実施していなかったとか、そういった面

もございます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 ちょっとここはよく分からないんです

けれども、だけどここは分かりました。 

  次、195ページで、下の段で騒音大気汚染振動

対策費、これは数字ではなくて成果として、この

赤田工業団地に委託料を計上しているということ

ですけれども、これについて検査しているわけで

すから、何か結果的に基準を達しているとか、何

かそういった実態が結果として出ていたかどうか。

その辺のところをお伺いします。 

○星委員長 係長。 

○中山環境保全係長 赤田工業団地の調査の結果と

いうことになるんですが、調査結果につきまして

は全て基準値の内というんですか、という形で基

準値を超えているとかそういったような問題はな

かった状況であります。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 以上です。 

○星委員長 そのほかございますか。小島委員。 

○小島委員 191ページで、市有墓地の施設整備計

画策定調査支援業務ということで247万5,000円が

使われたと思うんですけれども、この、報告とい

うのはどのような形で行われるのかお伺いいたし

ます。 

○星委員長 課長。 

○室井環境課長 こちらの業務につきましては、報
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告書のほうの一部になってしまうんですけれども、

ホームページのほうでも公開をさせていただいて

おります。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 195ページ、やっぱり水質調査をやっ

ているわけです。特に地下水とか何かもやってい

るわけでござけれども、こういう地下水とか、そ

れの調査の目的とか、それと業務をやった後の何

か問題点があったかどうか確認したいと思います

が、お願いします。103万9,860円のその調査の内

容の結果です。 

○星委員長 結果がどういったものなのかという質

疑でよろしいですね。 

  係長。 

○中山環境保全係長 地下水の水質調査の結果とい

うところなんですが、18地点を調査しているとこ

ろなんですが、おおむねほとんどの地点ではその

基準値を達した、基準値内であるんですが、一部

の地点で、例えば大腸菌ですか、今度でいいます

と大腸菌なんかがちょっと基準値を超えてしまっ

ているかというところが一部の地点ではあります

が、結果としては見られているところでもありま

す。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 水質調査の結果というのは、どんなと

ころで公表しているのかということと、それの後

の対策、何か大腸菌は畜産関係ないのかなという

感じはしないでもないんですけれども、どういう

ふうな対応をしているのかお聞きしたいと思いま

す。 

○星委員長 係長。 

○中山環境保全係長 この結果につきましては、個

人の方の協力をいただいて水質調査をしているも

のですから、当然協力いただいた個人の方には結

果についてのお知らせをしているところでござい

ます。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 公表はどういうような形でしています

か。 

○星委員長 係長。 

○中山環境保全係長 その公表、例えば市のホーム

ページとかいう公表というのは、地下水の結果に

つきましては、ホームページの掲載とかまでの公

表としていなかったようになります。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 公表しない理由みたいなものはどうい

うことなのかどうかお願いします。 

○星委員長 課長。 

○室井環境課長 今まで公表していたものについて

は、公共水域という形で河川等だけということで

公表させていただいていたので、こちら地下水に

ついては個人のお宅の井戸水とかそういったもの

を取っているというところもあったものですから、

特に公表はしていなかったんですけれども、今後

そういったことであれば、こちら調査した項目に

ついては公表する方向でちょっと検討させていた

だきたいというふうに思います。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  森本委員。 

○森本委員 190ページの狂犬病予防費の中の犬の

登録管理システム103万4,000円なんですけれども、

これは当初ではなかったと思うんですけれども。

Ｗｉｎｄｏｗｓ７だったところを10に直したとい

う部分で、何台ぐらいのパソコンをこれ入れ替え

たということですか。 

○星委員長 課長。 

○室井環境課長 こちらにつきましては、昨年度、

補正予算という形でご審議いただいたものですけ

れども、パソコン３台分ということで。 

○星委員長 森本委員。 
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○森本委員 これシステムということは、パソコン

と、あとソフトもということですよね。 

○星委員長 課長。 

○室井環境課長 こちらにつきましては、ソフト、

ＣＤ化されているようなものを購入したというも

のですので、それをインストールして使っている

というものでございます。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 そのソフトは、これ専用の、犬の登録

の専用のいわゆる、例えばシステムの人が作成し

たものということでよろしいですか。 

○星委員長 課長。 

○室井環境課長 こちらにつきましては、専用の業

者がつくったものということで、近隣の市町も同

じようなシステムを導入しているというものでご

ざいます。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 それは、３台設置するということでよ

ろしいんでしょうか。 

○室井環境課長 はい。 

○森本委員 分かりました。 

  以上です。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 それでは、194ページ、193ページから

の続きなんですが、40事業の一番上の委託料、そ

の他委託料で、まずこの委託先を伺います。 

○星委員長 課長。 

○室井環境課長 こちらにつきましては、昨年度、

システムの構築をしましたパシフィックコンサル

タンツという会社があるんですけれども、そちら

のほうに委託をしたというものでございます。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 大体こういうものの保守料というのは、

この147万というのは一般的な金額なんでしょう

か。それとも委託するに当たって、入札とか、そ

ういったものはされていないんでしょうか。 

○星委員長 課長。 

○室井環境課長 先ほども説明したとおり、こちら

のシステムを構築した会社がそのパシフィックコ

ンサルタンツという会社になりますので、そちら

で持っているシステムを市のほうで使わせていた

だいているということになるので、どうしても業

者としてはここだけしかないというところになる

というところがございますので、金額としてはそ

のぐらいになってしまうというものでございます。 

○相馬委員 分かりました。 

○星委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 質疑の途中ではございますが、議員間

討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので討論を終結したいと

思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め討論を終結し、

これより採決いたします。 

  認定第１号 令和元年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  会議の途中ではございますが、ここで15分間の

休憩に入ります。35分から会議を始めたいと思い

ますのでよろしくお願いいたします。 

 

休憩 午後 ２時１９分 

 

再開 午後 ２時３０分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き会議を再開いたしま

す。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第８号の説明、質疑、議員

間討議、討論、採決 

○星委員長 認定第８号 令和元年度那須塩原市墓

地事業特別会計歳入歳出決算認定についてを議題

といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○室井環境課長 （認定第８号について説明） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ありませんか。 

  質疑の途中ですが、議員間討議に入ります。討

議すべき点、あるいは委員からの意見はございま

すか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  認定第８号 令和元年度那須塩原市墓地事業特

別会計歳入歳出決算認定については、原案のとお

り認定すべきものとすることに異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第８号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  環境課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで、暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時３６分 

 

再開 午後 ２時４０分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたし

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎廃棄物対策課の審査 

○星委員長 ただいまから、廃棄物対策課の審査に

入ります。 

  廃棄物対策課の皆さん、お疲れさまです。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８６号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○星委員長 それでは、議案第86号 那須塩原市環

境影響評価条例の制定について議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○亀田廃棄物対策課長 （議案第86号について説明） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 審議会委員という方は、どういう方が

やる予定、想定していますか。 

○星委員長 係長。 

○鈴木産業廃棄物対策係長 審議会委員想定ですが、

大学教授ですとか、大学教授の中でも例えば自然

科学ですとか、そういった学識経験者を想定して

おります。 

○星委員長 そのほか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 この日当、日額が7,400円なんですけ

れども、それでそういう大学のそういう学識者の

方をお呼びする。これは交通費なんかもこの中に

含まれるという形でよろしいんでしょうか。 

○星委員長 係長。 

○鈴木産業廃棄物対策係長 日額7,400円、交通費

については別途支給させていただきます。7,400

円という格好ですが、環境審議会も7,400円でし

たし、そこと合わさせていただいております。事

前に幾つか大学のほうに御相談させていただいた

ときには、7,400円でもやっていただけると、額

は聞かれなかったという大学教授の先生もいらっ

しゃいます。 

  以上です。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 あと、そのもうちょっと確認したいん

ですけれども、この会議の時間、大体どれぐらい

で想定しておられますか。 

○星委員長 係長。 

○鈴木産業廃棄物対策係長 そのときの議題にもよ

るかと思いますが、おおむね２時間ぐらいはかか

るのかなと想定しております。 

○星委員長 それでは、ここで議事進行を副委員長

と変わります。 

（委員長、副委員長と交代） 

○山形副委員長 星委員長。 

○星委員長 こちらの条例を策定するに当たりまし

て、この環境、16ページの第２条の、目的の第２

条の⑵、16ページです。16ページです。条例の制

定についての16ページの、すみません、定義です

ね、定義の第２条の⑵太陽光発電と、あと最終

……。分かりますか。16ページです。一番最初の。

対象事業のところです。 

  第２条の対象事業のところに、太陽光発電と、

あと廃棄物最終処分場とありますが、こういった

ことは今後、設置または変更ということで書いて

あります。設置の許可という、こういったもの、

工作物につきましては、設置の許可というものは

県知事になるのかと思いますが、市がこの条例を

制定するに当たりまして、その県とのやはり連携

はどのような形で考えていくのか。 

  また、県のほうで許可をした場合に、市のほう

で、その評価委員のほうでこれはふさわしくない

と評価が出た場合に、それを県のほうにまたそう

いった結果が出たということで連携をしながら進

めていくのかどうか、そこをどうなのかお聞きし

たいと思います。 

○山形副委員長 係長。 
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○鈴木産業廃棄物対策係長 県との連携という話で

すが、事前に県のほうには相談をさせていただい

ております。正式な相談については、ちゃんと条

例が制定後に改めてタイムスケジュールやりまし

ょうということで、もし本議会で成立するようで

したら、10月以降に県の担当のほうとは協議させ

ていただけるということになっています。 

○山形副委員長 星委員長。 

○星委員長 そうしますと、これが県が許可した事

業が、その市の条例とちょっと合わないといった

場合には、例えばこの認可をしない、市としては

認めませんよということも今後、考えられるので

しょうか。そういったことも含めてなんですが。 

○山形副委員長 係長。 

○鈴木産業廃棄物対策係長 まず、アセス自体が事

業に先立って行われるというものを想定しており

まして、その中でアセスに適合するように評価し

て、アセスの中で当然各種条例、県からの取れる

ような形で検討していきます。 

  また、県のほうで例えば市でこれは駄目ですよ

というふうにしまして、県のほうからこれで大丈

夫ですになった場合なんですが、例えば林地開発

の許可が必要かと思いますので、そちらのほうで

環境保全の事前の措置がなされていないというこ

とで、アセスメントに従って環境保全がなされな

かったら、そちらのほうの許可を出さないように

進めたいと思っております。 

○山形副委員長 それでは、議事進行を星委員長に

交代します。 

（副委員長、委員長と交代） 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 環境アセスはもともと大分前からやっ

ていますよね。当然栃木県も改正改正で来ている

わけですけれども、今回、那須塩原市がこの環境

影響評価条例、アセスメント、これをつくるに至

った根本的な、目的は分かりますよ、書いてあり

ますから。理由をお聞かせください。 

○星委員長 係長。 

○鈴木産業廃棄物対策係長 根本の目的というお話

なんですが、やはり那須塩原市の地域特性といい

ますか、今まで産廃施設が多く設置されて、それ

に対する市民の不安が多く、さらに近年について

太陽光がどんどんできて、それに対する市民の意

見があって、今はこちらが一番あると思いますが、

そちらが強いと。 

  その中で、こういった条例を出すことによって、

市民の理解と、少しでも環境に配慮した事業にな

ることを目的と、目的というか根本的な理由とし

ております。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そこで聞きたいのが、結局４月ですよ

４月に太陽光に関して言えば地域との調和という

ことで条例をつくったんです。あの中では取消し

までうたっているわけです。その条例は。 

  そうすると、今、委員長が聞いたように、環境

アセスですから、当然事業を始める前の調査とい

うことになるわけですけれども、そこの整合性が

いまいちぴんと来ないんです。そこは既に県との

協議がされた上でのこの今回の条例のつくりにな

っているんでしょうか。 

○星委員長 係長。 

○鈴木産業廃棄物対策係長 おっしゃるとおりで、

県との協議は事前にしておりまして、制定させて

いただきます。先行条例に関する環境課のほうと

も打合せをしておりまして、そちらについて整合

性は取れるようにしていきたいと思っております。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 今、細かくは、もうこれだけ条立てが

多いので、全てを目を通しているわけではないん

ですけれども、この中で、最も重要と思われると
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ころというのはどこなんですか。何条の何という

のが一番重要なんでしょうか。例えば、７条あた

りでいけば、これ本当に配慮書というのを作成す

るわけですよね。その中では計画段階の配慮事項

ということで調査、それから予測及び評価の結果

の取りまとめなどと書いてあるわけですよね。言

葉だけ読むと、何が何だかよく分からないんです

けれども、こういったところが大事なのか、どこ

がポイントなのかちょっと教えていただきたいと

思います。 

○星委員長 係長。 

○鈴木産業廃棄物対策係長 どこも重要かとは私は

思っているんですが、その中で、委員おっしゃっ

た７条の計画段階配慮、その事業をするに当たっ

て一番最初の段階で環境に配慮してもらう、その

中で住民に説明会を開いてもらったり、環境保全

の意見、その他にもいろんな意見も非常に事前に

取り入れると、ここが重要だと考えております。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうすると、太陽光のほうを先に聞き

ますけれども、そうなると、那須塩原市がこの４

月に施行した太陽光事業者と地域との調和に関す

る条例、これと今回の環境アセスでいくと、当然

環境アセスが先にあって、その後、４月に施行さ

れた那須塩原市の条例が今度は効力を発するとい

う捉え方でいいわけですね。 

○星委員長 係長。 

○鈴木産業廃棄物対策係長 おっしゃるとおりです。

まず、アセスをやっていただいて、事業が決定し

た段階で太陽光条例の事前協議をちゃんと進めて

いくように考えております。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 あと１点は、今のは定義のアの部分で

すけれども、今度はイの部分の最終処分場の件に

なってくるわけですが、これまで最終処分場に関

しては、何ぼ市のほうが県のほうに申入れをして

も、やはり最終的に許可が下りてしまうというの

が実態だったんですね。それは、抑止というのは

相当この環境アセスができることによって、抑止

は働くというふうに捉えてよいでしょうか。 

○星委員長 係長。 

○鈴木産業廃棄物対策係長 抑止は働くと思います

し、当然委員おっしゃるとおり、市のほうでつく

らせないというのは難しいと思うんですが、その   

諮問とまではいかないかもしれないんですが、そ

の中でも少しでも住民の意見を反映して環境に配

慮した事業ということで制定させていただく予定

です。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 ここには、当然事業者の責任、市民の

責任、そして行政の責任というのがうたわれてい

るわけですけれども、当然行政の責任という部分

がこの条例の中では、皆さんつくるに当たって、

相当精査されてつくられていると思うんですが、

特徴的なものってありますか。 

○星委員長 係長。 

○鈴木産業廃棄物対策係長 特徴的なものという質

問で、他市の条例に比べてということでよろしい

ですか。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 使いたくないんですけれども、最終処

分場の銀座なんて呼ばれている地域もあるわけで

すから、そういう特異な部分があるんだと思うん

ですよ。この那須塩原、特に旧黒磯に関して言う

と。ですから、この最終処分場の設置に関して言

えば、行政として、市として、非常にこの部分は

力を入れたんだという、行政側の責任として。そ

ういったものがこの条例の中にどこか特徴的なも

のがあるのかなということをお聞きしています。 

○星委員長 係長。 
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○鈴木産業廃棄物対策係長 特徴的な部分というこ

となんですが、最終処分場全てという形で規定し

ておりまして、ほかの他県とか他市の条例ですと

条件があって厳しくしたこと、その中で全てとい

うことで、厳しくしたことについては市の責任で

条例がつくられたと思っております。 

○吉成委員 以上です。 

○星委員長 そのほかございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、質疑の途中ですが、

議員間討議に入ります。 

  討議すべき点あるいは委員からの意見はござい

ますか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 ちょっと意見を。今質疑で明らかにな

った点がありました。特に最終処分場に関しては、

面積要項、距離要項、そういったものがこれまで

県のほうで出されていたものが本市において環境

アセスで条例としては一切なく、そういう基準を

設けずに全て、上がってきたものに対してはこの

環境アセスの条例に当てはめて必要な書類を添え

て出していただくという、そういう観点からすれ

ば、相当この条例は効果を発揮するんだろうと思

います。そこは非常に期待をしていきたいと思い

ます。 

  あとは、そうはいっても、もう百戦錬磨のよう

な業者も当然いるわけですから、相手方がどうい

う業者なのかということを知るということも非常

に大切ではないかなという気がします。 

  この条例に大いに期待をして、設置をすること

には賛成といたします。 

○星委員長 今の吉成委員の意見についてほかの委

員の意見を伺います。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ほかに討議すべき内容はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ほかに討議すべき内容がないようでし

たら、ここで議員間討議と併せて質疑も終結した

いと思いますが、ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第86号 那須塩原市環境影響評価条例の制

定については原案のとおり可決すべきものとする

ことに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第86号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８９号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○星委員長 続いて、議案第89号 那須塩原市廃棄

物の処理及び清掃に関する条例の一部改正につい

てを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 
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○亀田廃棄物対策課長 （議案第89号について説明）

それでは、議案第89号 那須塩原市廃棄物の処理

及び清掃に関する条例の一部改正について御説明

申し上げます。 

  議案書は34ページからになります。 

  本案につきましては、非常災害に伴い、現在稼

働中の市内の一般廃棄物処理施設では処理できな

い大量の災害廃棄物が発生した場合に、廃棄物処

理法で規定があります特例を利用できるようにす

るため、条例の一部を改正するものでございます。 

  改正の内容といたしましては、一般廃棄物処理

施設を設置する際に、周辺地域の生活環境に及ぼ

す影響についての調査結果の縦覧及び利害関係者

からの意見書の提出の方法を定めるものでござい

ます。 

  施行期日は令和２年10月１日でございます。 

  説明は以上となります。よろしくお願い申し上

げます。 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  議事進行をここで副委員長と交代いたします。 

○山形副委員長 星委員長。 

○星委員長 この廃棄物処理の清掃に関する条例の

一部改正についてですが、近隣の市、災害廃棄物

もたしかこの中に入っていたかと思うんですが、

近隣市との連携というのが入っていなかったと思

いますが、こういったことは、連携というのはこ

この中にも含まれて考えられているものなのかど

うかお聞きしたいと思います。 

○山形副委員長 係長。 

○伊藤一般廃棄物対策係長 近隣の市との連携とい

うところでありますけれども、市の計画に係る部

分に関係してくるんですが、今、県のほうで協定

を締結しているのがありまして、それをちょっと

幅を広げる形で、関係の自治体で協力してやって

いきましょうというものがありますので、それに

乗るような形で考えておりますので、また庁内の

ほうでは規定のほうは考えております。 

○山形副委員長 議事進行を星委員長に交代します。 

○星委員長 そのほか質疑ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 質疑がないようですので、質疑の途中

ですが、議員間討議に入ります。 

  討議すべき点あるいは委員からの意見はござい

ますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決をいたします。 

  議案第89号 那須塩原市廃棄物の処理及び清掃

に関する条例の一部改正については原案のとおり

可決すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第89号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９３号の説明、質疑、議
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員間討議、討論、採決 

○星委員長 続きまして、議案第93号 那須塩原市

災害廃棄物処理計画についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○亀田廃棄物対策課長 （議案第93号について説明）

それでは、議案第93号 那須塩原市災害廃棄物処

理計画について御説明申し上げます。 

  資料は那須塩原市災害廃棄物処理計画という冊

子です。別冊です。冊子状のデータをご覧くださ

い。 

  本計画につきましては、大規模地震や集中豪雨

などの自然災害に伴い発生する廃棄物の処理に関

する基本的な考え方や処理方法等につきまして整

理し、災害時における廃棄物を適正かつ円滑、迅

速に処理することを目的としまして策定するもの

でございます。 

  計画の主な内容としましては、災害廃棄物の処

理の基本方針、組織体制、関係自治体との連携、

生活ごみ、避難所ごみ、し尿及び災害廃棄物の処

理方法等を策定するものでございます。 

  説明は以上となります。よろしくお願い申し上

げます。 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  吉成委員。 

○吉成委員 では、計画書の12ページ、被害想定に

基づく災害廃棄物の発生量ということで、想定さ

れる災害ということで、ここに書かれています。

ここでは、地震であれば、那須塩原市は直下型で

マグニチュード6.1、もう一つ水害であれば、平

成10年８月の那須水害、それを想定しているとい

うことのわけですけれども、近年の災害でいえば、

例えば、台風が大型化してきているとすると台風

も考えられる、それから、ここにも記載はありま

すけれども、例えば以前茂木とかで起こった竜巻

被害、そういったものも当然考えられるわけです

ね。そういう中で、今回、この想定するものが地

震とそれから那須水害の２つに絞っているという

か、そこはどういうふうな検討の中からこれを想

定しているんですか。 

○星委員長 係長。 

○伊藤一般廃棄物対策係長 今回、想定しているも

のの中で、災害廃棄物の発生量が最大でどのくら

い出るであろうということで、今回、県の資料に

基づく地震の値を使わせていただきました。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 今の説明、地震のですか。ということ

は、ここでうたわれている水害に関しては、もう

平成10年８月那須水害のそれが全てということで

すか。それと先ほど聞いたように、この２つの災

害を想定していますけれども、ほかの災害もある

でしょう。そちらの検討はしなかったんですかと

いうことです。 

○星委員長 係長。 

○伊藤一般廃棄物対策係長 個別ごとの災害に伴う

発生量、それぞれあると思うんですけれども、災

害を最大で見て、どのくらいの規模のものを想定

するのかという中で、今まで過去にあった災害の

中での最大の数値を取ったもので、処理計画をど

うしていきましょうかということで計画となって

いますので、当然、災害規模の大小によらず、こ

の計画の当然対象になってきますし、処理ルート

等についても同じような考えで処理のほうはして

いきたいと考えております。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 最近使われていたもので、ここ三、四

年でしょっちゅう使われる言葉に想定外という言

葉があるわけですよね。これは想定外も含めたも

のの産業廃棄物処理計画になっているんですか。
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しょっちゅう想定外という言葉を聞くじゃないで

すか。逆に言うと、そこが想定されていないと、

計画が成り立たなくなるわけですよね。そこはど

ういうふうに捉えてこの計画というのは考えたん

ですか。 

○星委員長 係長。 

○伊藤一般廃棄物対策係長 確かに委員おっしゃる

とおり、全ての災害に対応できるような形でこの

計画を使っていければということで考えています。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 では、ちょっと先に進ませていただい

て、例えば熊本地震なんか我々は映像でしか見ら

れませんけれども、実際に映像を見ていると、そ

の後の災害廃棄物の処理の置き場ですよね。仮置

き場。これに非常に困っているというのが行政の

人たちのインタビューにまで出てきていたという

のを鮮明に私覚えていますけれども、今回、51ペ

ージ、ここに第４施設として仮置き場という項目

があるわけですね。これを見ますと、その後にレ

イアウトが53ページに載っています。これは１㏊

ということで、一応こういう感じでレイアウトを

考えていますというふうになっているわけですけ

れども、現実的にこれらというのはこれまでの災

害で仮置き場を設置をして、うまくいった例とし

てこういうレイアウトというのは載っているんで

すか。 

○星委員長 係長。 

○伊藤一般廃棄物対策係長 今回、この計画を策定

するに当たりまして、環境省のモデル事業のほう

に参加させていただきまして、計画のほうつくら

せていただきました。コンサルさんが入っている

んですけれども、当然コンサルさんも事例に基づ

いて、こういったレイアウトがいいんじゃないか

ということで資料をいただいた中での今回の計画

のレイアウトという形になっています。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 コンサルというのはどういうコンサル

ですか。 

○星委員長 係長。 

○伊藤一般廃棄物対策係長 環境省のほうの委託を

受けた廃棄物のスペシャリストということでこう

いったものを得意としている分野のコンサル業者

のほうに出しています。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 実際にその仮置き場の選定ということ

でここに載っているわけですね。それはページ数

が打っていないので分かりにくいんですけれども、

資料の31となっていますかね。ちょっと後ろのほ

うを皆さんよかったら開いてもらって。ページ数

が載っていないんです。下に資料と書いてあるで

しょう。それの３の11というちょっと後ろのほう

になっちゃうんですけれども、そこに、仮置き場

の候補地リストというのが入っています。地域別

にこういうふうになっているわけですけれども、

これらはそれぞれチェックリストがありましたよ

ね。こういうところは適切じゃありませんよとい

うのがありましたけれども、あれが全てをパスし

ている、それで一応選定された仮置き場というこ

とでよろしいですか。 

○星委員長 係長。 

○伊藤一般廃棄物対策係長 チェック項目のチェッ

クを照らし合わせながら、あとは、今回載ってい

るのがのが市有の施設ということで載せさせてい

ただいていまして、管理の所管の部署とも相談し

ながら今回リスト化させていただいたところです。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 １点だけ確認させていただきたいんで

すが、６月５日に県のほうから想定ハザードマッ

プ追加の部分で、那須塩原市だと熊川のデータを

出されたんですね。浸水に含まれますよと。そう
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すると、マップが非常に見づらいので明確ではな

いんですが、今回指定されている東那須公園の駐

車場、一部浸水リスクに含まれているように見え

るんですが、それはチェックされて、そういうこ

とはないということですか。 

○星委員長 係長。 

○伊藤一般廃棄物対策係長 こちらチェックのほう

はしてはいないんですけれども、災害の発生場所

の状況によって仮置き場の指定を変えていく手法

を取ります。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 最後。実際に災害廃棄物、ごみが出ま

す。そのごみの量として算定する際に算定式とい

うのがあるわけですけれども、今回、那須塩原市

のこの計画では、平成27年９月に関東・東北豪雨、

その際のものを用いていると書いてあるんですけ

れども、これは一般的な計画を立てる際には、最

近はあの辺の豪雨災害をモデルとして量を計算し

ているんですか。 

○星委員長 係長。 

○伊藤一般廃棄物対策係長 先ほどコンサルの話を

させていただいたかと思うんですけれども、いろ

んな災害のデータを基に、経験等もありますので、

そういった形で関東・東北豪雨の数値を使ってい

くという形になっております。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、資料の１の４とか資料の１の５

に載っているのは、これは計画を立てる行政サイ

ドによっては、当然いろんなものを事例として算

出根拠として使っているということでいいわけで

すね。これが全国的に使われているという意味で

はないんですね。 

○星委員長 係長。 

○伊藤一般廃棄物対策係長 おっしゃるとおり、那

須塩原市内に限定した形を想定という形をとって

おります。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 問題なのは、この計画がすぐあしたに

でもあさってにでも災害が起こった際に、対応で

きるのかという確認をちょっと。 

○星委員長 係長。 

○伊藤一般廃棄物対策係長 おっしゃるとおりなん

ですけれども、今回計画のほう出させていただき

ましたけれども、本当に重要な部分というのが、

これから対応していかなくちゃいけないマニュア

ルであったりとかそういったところですね。細か

く決めていく部分、そちらのほうが重要になって

きますので、そちらのほうが県のマニュアルとか

もありますので、整合性とりながら進めていきた

いと。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 本当に最近大きな災害がたくさんあり

ますし、今回の塩原に関しても犠牲者が出てしま

ったわけですけれども、あれが全域になった場合

には、もう本当にすごい災害になっちゃいますよ

ね。幾らこの計画があっても、やっぱり早く実働

できるようなマニュアル、そういうところを早く

つくってもらわないと意味がなくなっちゃうのか

なと思いますね。 

  以上です。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 私も全然事細かく見てきたわけではな

い ん で す け れ ど も 、 そ の 中 で 、 資 料 の      

19は、今回の質疑の範囲に入っていますか。各避

難所における仮設トイレの目安を設置するとなっ

ているんですけれども、これは今回の範囲の中で

すか。ページが資料の１の９と書いてある。 

○星委員長 ⑷の避難所のトイレの目安の設置数で

すね。 
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○鈴木委員 というところはお伺いしてよろしいで

すか。 

○星委員長 係長。 

○伊藤一般廃棄物対策係長 こちら表に記載のある

とおり、目安として載せさせていただいているん

ですけれども、50人当たり仮設トイレ１という形

で算定のほうはさせていただいております。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 質問します。50人当たりの前に、使用

可能人数と書いてあるんです。今コロナになった

ので、これがコロナ前にできた算定ならばコロナ

後の算定かによっては、密となることを考慮した

のかどうかだけちょっと伺いたかったんです。そ

の他のことは分かりました。 

○星委員長 係長。 

○伊藤一般廃棄物対策係長 計画段階では、コロナ

禍と言われる前につくっておりますので、こちら

に出ているのはコロナ禍を考慮していないという

形での数字となります。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 そこは大事だと思うんですよ、これか

らね。コロナが終息すれば、これに戻る可能性も

あるんですけれども、ただ、災害が大型化してる、

もしかしたら、議長が言うようにあした来るかも

しれない、あさって来るかもしれない中で、そこ

はどのように考えておられますか。この人数に対

してコロナが来たらこれではパンクしちゃうので

はないのか。収容人数、トイレの数も合わなくな

ってくるんじゃないかとか、この計画書はこのま

までいいのか、そういうことが起きたらどういう

ふうに対応するのか。 

○星委員長 課長。 

○亀田廃棄物対策課長 あくまでもこちら、トイレ

の目安の設置数ということで、社会状況が例えば

黒磯小学校最大369とかなっておりますが、防災

会議の中で、コロナを考慮して100人になってく

ると100割る５のトイレの設置数にすると、そう

いった使い方をするものでございます。50でした。 

○星委員長 そのほかございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

たいと思います。 

  討議すべき点あるいは委員からの意見はござい

ますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第93号 那須塩原市災害廃棄物処理計画に

ついては原案のとおり可決すべきものとすること

に異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第93号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７５号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 
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○星委員長 続きまして、建設経済常任委員会を予

算常任委員会（第三分科会）に切り替えて審査を

行います。 

  議案第75号 令和２年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○亀田廃棄物対策課長 （議案第75号について説明） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  質疑の途中ですが、議員間討議に入ります。 

  討議すべき点あるいは委員からの意見はござい

ますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第75号 令和２年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は原案のとおり可決すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第75号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、議員

間討議、討論、採決 

○星委員長 続きまして、予算常任委員会（第三分

科会）を決算審査特別委員会（第三分科会）に切

り替えて審査を行います。 

  認定第１号 令和元年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○亀田廃棄物対策課長 （認定第１号について説明） 

○星委員長 説明が終わりました。 

  それでは、ここで15分間の休憩に入ります。 

  会議開始は、３時50分に会議を始めます。 

 

休憩 午後 ３時３８分 

 

再開 午後 ３時５０分 

 

○星委員長 それでは、休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

  説明が終わりましたので、質疑を許します。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 202ページ、４款２項３目のごみ処理

費なんですけれども、先ほどおっしゃっていたよ

うに、30年度決算額で言うと１億7,900万円が３

億5,200万円という、増えていますよということ

なんですけれども、これはちょっと気がつかなっ

たんですけれども、この前、監査委員が経常経費

が、ここは70万円から80万円、それが99％上がっ

てしまったと。これについては、経常経費でも問

題があると言われたのは、今回上がってしまった。

その原因が何かということで報告があったのが、

この家庭ごみ収集費が上がっていますよと。あと
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は同じですという説明だったんです。それで見て

みたら、すごいですね。 

  市のごみの量というのは、本当にそんなに変わ

っていないんじゃないかと思います。それに対し

て、これだけ倍近い、１億8,000万円だった決算

額が、倍近いんですよね。上がったということに

対して、何かごみの量が増える、減っても、この

金額は委託料に入らないでしょうから、これにつ

いて無駄がないかどうか、費用対効果がちゃんと

出ているかどうかのあたりの説明をしていただけ

ればと思うんですけれども。これは予算じゃない

ので、決算だから、そういう聞き方しかないんで

すけれども。 

○星委員長 課長。 

○亀田廃棄物対策課長 費用対効果ということには

なっていないんでございますが、まず家庭系ごみ

収集運搬業務、こちらで設定する際、ほとんどが

人件費と、あと自動車車両整備費で、基本的に   

必要なものでございます。それで、すごい安くで

きたり、すごい高くできたりするものではないと

いうところから、予定価格に対する入札額を見て

も、費用対効果を大きく逸脱するものではないと

いう認識でおります。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 これは今年からどういう契約でしたっ

け。これについては、来年も再来年も同じような

金額でいくと。これに対して市民のごみの分別と

か、そういうことで、減量はしていかなければな

らないと思うんですけれども、この費用について

は、決算で来年も再来年もこのままいくことにつ

いて、この費用は、今の段階では妥当だろうとい

うことと受け止めるしかないんじゃないかと思う

んですが、そういう理解でよろしいですかね。自

己完結しました。 

○星委員長 そのほか 

  小島委員。 

○小島委員 199ページで、不法投棄巡回監視事業

というものを行っていると思うんですけれども、

現在、不法投棄を防ぐために、不法投棄監視カメ

ラを使っているんだということですけれども、現

在、不法投棄の監視カメラというのは何台あって、

その効果みたいなものは出ているのかどうか、ま

ず聞きたいと思います。 

○星委員長 係長。 

○鈴木産業廃棄物対策係長 監視カメラの数ですが、

保守点検のほうで３台保管しております。そのう

ち１台は現在設置中です。効果というとそれを見

て犯人がつかまったとか、そういうことなのかな

と思うんですが、残念ながら、それで今のところ

つかまってはいないです。どうしても発生が多い

ため、抑止的につけたりするものですので、なか

なか潜在的につけるのは難しいと思います。 

  以上です。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 前にですけれども、自治会の監視カメ

ラをつけるような補助申告もあったんですけれど

も、備品購入費というのは、自治体が監視カメラ

をつける購入費という考え方でよろしいんですか。 

〔「生活課の事業」と言う人あり〕 

○小島委員 生活課、じゃ、あれですね。じゃ、失

礼。分かりました。結構です。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  山形副委員長。 

○山形副委員長 200ページなんですが、廃棄物対

策事業費で、安全協議会のその下に戸田地区環境

保全委員会及び細竹・戸田地区合同環境保全委員

会ということで２つの団体に補助金を出している

んですが、両方とも戸田地区というふうなものが

明記されているんですが、これは戸田地区の方々

に二重に補助金が支払われているということでよ
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ろしいんですか。 

○星委員長 係長。 

○鈴木産業廃棄物対策係長 戸田地区環境保全委員

会と細竹・戸田２つ団体があるという話ですが、

補助金自体は最終処分場の設置に対する周辺住民

に対して交付されるものです。戸田地区、細竹・

戸田と２つあります２か所、戸田地区は処分場が

集中しているから２団体に交付しております。 

  それで、保全委員会という地元の環境監視員さ

んでつくっていただいておりまして、その団体に

交付しております。どうしても環境に特に興味を

持っている方というのは重複する可能性もあるん

だと思うんですが、別団体に交付するような形に

なっております。 

○星委員長 山形副委員長。 

○山形副委員長 先ほどの戸田地区の環境保全委員

会は何名いるのと、どういう活動の内容をしてい

るのか。その下の細竹と戸田地区の環境保全委員

会の方々も何名ぐらいいて、どんな活動をしてい

るのか教えてください。 

○星委員長 係長。 

○鈴木産業廃棄物対策係長 メンバーの総人数とい

うのは、ちょっと手元に資料がないのですが、主

な事業につきましては、団体の中で監視員をして

おりまして、処分場の例えば一般廃棄物を入れて

いない、そういったことの監視をされておりまし

て、その監視に当たってくれた方の人件費、こち

らが主な支出になっております。 

○星委員長 山形副委員長。 

○山形副委員長 そうすると、このお金は全て人件

費ということでよろしいんですか。何人いれば、

その単価が多分出ると思うんですけれども、それ

は出てこない。 

○星委員長 係長。 

○鈴木産業廃棄物対策係長 それは監視に対する報

酬、あと役員とか事務員に対しての報酬、そうい

ったものがメインになっております。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 すみません。確認させていただきたい

と思います。 

  202ページの先ほど説明いただいた指定ごみ袋

が今回の決算では前年よりも500万円ほど減って

いるわけですね。これはイコール減量化につなが

ったということですか。 

○星委員長 係長。 

○伊藤一般廃棄物対策係長 ごみ量の減量というわ

けではないんですけれども、ごみ袋の製造枚数が

減ったことによりまして、委託料が減少したとい

う形になっています。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 その減った理由。 

○星委員長 係長。 

○伊藤一般廃棄物対策係長 発注の数と在庫管理の

関係です。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 先ほど鈴木委員が質疑されていまして、

今度、家庭系ごみ収集の委託料の件なんですが、

これは確認なんですけれども、多くの自治体では

行政が組合をつくって、そこに随意契約を行って

いるというのが一般的なやり方ということなわけ

ですか。 

○星委員長 係長。 

○伊藤一般廃棄物対策係長 実は平成26年度の最高

裁判決がありまして、平成27年に環境省通知が出

されています。この業務はおよそ競争させるべき

性質ではないというものが出されておりまして、

それで全部の自治体に一斉にやったかどうかはち

ょっとあれなんですが、こういうタイミング、タ

イミングで随意契約を考えていくものと考えてお

ります。 
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○星委員長 そのほかございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

ます。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  認定第１号 令和元年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  廃棄物対策課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩とします。 

  その他として委員の皆さんから何かございます

か。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 執行部からは何かございますか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○星委員長 それでは、その他を終了いたします。 

  以上で廃棄物対策課の審査を終了いたします。

お疲れさまでした。 

  ここで執行部入替えを行います。 

 

休憩 午後 ４時０１分 

 

再開 午後 ４時０３分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたし

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎生活課の審査 

○星委員長 ただいまから生活課の審査に入ります。 

  生活課の皆さん、お疲れさまです。 

  生活課については、建設経済常任委員会に対す

る付託案件がありませんので、ここで建設経済常

任委員会を予算常任委員会（第三分科会）に切り

替えて審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７５号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○星委員長 議案第75号 令和２年度那須塩原市一

般会計補正予算（第６号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○君島生活課長 （議案第75号について説明） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 先ほど下半期分の電気代ということな

んですけれども、そうすると、これ１年間にトー
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タルすると、これは21万円というのは、経常経費

的な発生になるということで理解してよろしいで

すか。 

○星委員長 課長。 

○君島生活課長 リンクしたような形で経常的に発

生すると考えております。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 今、15ページ、公共交通のコロナ感染

症対策というんですけれども、どんなやり方を指

導して、それで50万円を支給するという、この関

係をちょっと教えていただきたいと思います。 

○星委員長 課長。 

○君島生活課長 先ほどちらっとお話ししましたけ

れども、事業者の方に安全対策ということで、検

温マニュアルであったりとか、それから乗務員の

方が乗務前に検温していただくとか、それから接

触確認アプリＣＯＣＯＡを活用していただくとい

うことで、ある意味、今現在、もうやっていらっ

しゃる部分もあるのかなと思うんですけれども、

さらに那須塩原市の公共交通のバス、それからタ

クシーというものを担っていただいている事業者

の方に、さらなる安全対策という形でやっていた

だきたいというふうに思いまして、このような形

で50万円ということで計上するという形で支援を

してきています。 

○星委員長 そのほか質疑はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

ます。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第75号 令和２年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第75号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、議員

間討議、討論、採決 

○星委員長 続きまして、予算常任委員会（第三分

科会）を決算審査特別委員会（第三分科会）に切

り替えて審査を行います。 

  認定第１号 令和元年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○君島生活課長 （認定第１号について説明） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  山形副委員長。 

○山形副委員長 97ページなんですが、那須塩原地

区防犯協会178万7,000円、その協会の方はどのよ
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うな内容の仕事をされているか。 

〔発言する人あり〕 

○山形副委員長 97ページ、那須塩原地区防犯協会

の方、178万7,000円なんですが、どんな活動内容

をされているか。 

○星委員長 課長。 

○君島生活課長 地区の防犯協会ということで、協

会長につきまして市長になっています。那須塩原

警察署管内におけます関係団体と連携しまして、

保護活動であったりか、啓発活動であったりとか、

そういったものを地域の実情に合わせましてやっ

ているような状況です。ちなみに年末になります

と協会長であります市長を中心にしまして、吉成

議長にもお世話になりまして、年末の防犯活動と

いうことで、黒磯駅前であったりとか、西那須野

地区、塩原温泉地区、それから関谷地区等々にお

いての防犯、年末気をつけるといった形の啓発活

動ということを実施させていただいています。 

○星委員長 山形委員。 

○山形副委員長 交通安全協会の方々とちょっとか

ぶっちゃってちょっとあれかなと思って、今ので

分かりました。 

  その上のところに幼児対象誘拐防止巡回指導と、

こちらもあるんですが、どういう方がやられて、

それだけの効果を上げているのかどうかお伺いし

ます。 

○星委員長 課長。 

○君島生活課長 こちらにつきましては、県内の幼

稚園であったり、それから保育園ということで、

まさに子どもさんたちに対するということで、誘

拐事件の被害防止教育車まもる号という車の名前

ですね、これで指導等をさせていただいています。

申し訳ありません。よろしくお願いします。 

○星委員長 山形委員。 

○山形副委員長 青パトとはちょっと違うというこ

とでいいですか。 

○星委員長 課長。 

○君島生活課長 申し訳ありません。ちょっと青パ

トとのほうとはまた少し違った部分もありながら、

大きな意味の中では青パトなんかも導入、活用し

ながら防犯という形につなげてやっているところ

です。 

○星委員長 山形委員。 

○山形副委員長 そうすると、この41万9,000円は

ほぼほぼ人件費とかそういったもので賄われてい

るということでよろしいんですか。 

○星委員長 課長。 

○君島生活課長 この中で、申し訳ありません、ど

んな形でということの細部まで申し上げる資料を

持っていないような状況で申し訳ありませんけれ

ども、副委員長おっしゃる形になるかと思います。 

○星委員長 ほかにございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 95ページのゆーバス・ゆータク運行事

業、40事業のところで、前年度対比3,000万ほど

下がった理由が補助金が下がったという御説明に

聞こえたんですが、補助金が下がった理由を御説

明いただければ。 

○星委員長 課長。 

○君島生活課長 今現在、ゆーバス・ゆータクとい

う形で運行しているかと思うんですけれども、平

成30年10月にゆータクの場合は予約ワゴンバスと

いうふうな形で運行をしておりました。その切り

替えたことによって、そちらの中でメーター精算

方式と実際にタクシーの実車分の費用を払うとい

うような形等々の改善を進めさせていただいたい

ことによりまして、運行事業者への活動補助金と

いう形での支出のほうが減ったという   。 

  逆に利用状況をちょっと申し上げますと、ゆー

タクですと、ここにありますように昨年度１万
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6,276人ですね、１年前は１万2,164人ということ

で、利用者のほうは少しですけれども、伸びてい

るような状況。また、ゆーバスにつきましても15

万8,947人でして、14万7,149人ということで、こ

ちらのほうが若干ですけれども、利用が下がって

いるということで、なかなかうまい形の解決策と

いうのがぱっと出るというのは難しいかと思いま

す。少しずつその改善をしながら取組ができてい

る部分があるのかなというのは、この数字等を見

た中で言えるのかなというような     。 

○相馬委員 分かりました。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  小島委員。 

○小島委員 関連ですけれども、生活バス路線維持

費というのもやっぱり500万近く下がっているん

ですけれども、これの要因について御説明いただ

ければと思います。 

○星委員長 課長。 

○君島生活課長 こちらにつきましては、交通状況

に対するバス運行対策、それからバスに関する国

と県との補助になるよと。それから、生活バス路

線維持について県との協調であるよということで、

地域を支える路線バスだということで、国、県と

市という形で、協力をしながら運行しているとい

うような形になるかと思います。その中で一つ一

つしていくとこういう差があるのかなと、一つ大

きく言えるのは、先ほどのゆーバスなんかもある

のかなと思うんですけれども、経常収入部分が一

方で増していますね。その代わり対象となる経費

の部分、派生している部分、そして、トータル的

な形では560万程度の金額として増、前年比に対

して押した部分があるのかなという、ちょっと大

きなくくりでの説明になってしまうんですけれど

も、そんなところが言えるのかなという    。 

○小島委員 分かりました。 

○星委員長 そのほかございませんか。 

  質疑の途中ですが、議員間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  認定第１号 令和元年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については原案のとおり認定すべ

きものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきと決しました。 

  生活課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ４時４７分 

 

再開 午後 ４時５０分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたし

ます。 

  本日の審査が終わるまで、このまま審査を続け
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てよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市民課の審査 

○星委員長 ただいまから市民課の審査に入ります。 

  市民課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、議員

間討議、討論、採決 

○星委員長 続きまして、建設経済常任委員会を決

算審査特別委員会（第三分科会）に切り替えて審

査を行います。 

  認定第１号 令和元年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から提案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○大澤市民課長 （認定第１号について説明） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。ありますか。 

〔発言する者なし〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

ます。 

  討議すべき点、あるいは委員から意見はござい

ますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  認定第１号 令和元年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については原案のとおり認定すべ

きものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  市民課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ５時０６分 

 

再開 午後 ５時０７分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたし

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎気候変動対策局の審査 

○星委員長 ただいまから気候変動対策局の審査に

入ります。 

  気候変動対策局の皆さん、お疲れさまです。 

  初めに、局長から御挨拶をお願いします。 

  局長。 

○黄木気候変動対策局長 （挨拶） 

○星委員長 気候変動対策局については、建設経済

常任委員会に対する付託案件がありませんので、
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ここで建設経済常任委員会を予算常任委員会（第

三分科会）に切り替えて審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７５号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○星委員長 議案第75号 令和２年度那須塩原市一

般会計補正予算（第６号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  局長。 

○黄木気候変動対策局長 （議案第75号について説

明） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  相馬委員。 

○相馬委員 ただいま歳出のところでプロポーザル

によるというふうなことだったんですが、何者ぐ

らいの予定なんでしょうか。 

○星委員長 局長。 

○黄木気候変動対策局長 ただいま募集を締め切り

まして、現段階では７者が手を挙げております。 

○星委員長 ほかに何かございますか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 ちなみにどういう関係の会社がプロポ

ーザルに手を挙げていますか。 

○星委員長 局長。 

○黄木気候変動対策局長 地元では地元のコンサル

とかと言われている、ある分析会社、あと、県内

でも、やはり分析会社とかコンサル業者が多くあ

ります。実は７者といいましても、この事業が広

範囲にわたりますので、要は連合みたいなものを

組んでいるわけですね。その代表となるのは大体

コンサル会社で、それにいろんな会社がくっつい

ているという形になっています。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうですね、これ実際に本会議で質疑

も出ていたわけですけれども、ここで見るとそう

やってそれぞれ解決するためのエネルギーの活用

であったり、地域のエネルギーの理解の促進であ

ったり、それから合意形成支援、これ具体的に言

うと、それぞれ３項目あるんですけれども、何を

イメージしたらいいんでしょうか。 

○星委員長 局長。 

○黄木気候変動対策局長 我々が補助申請の際、書

いたものにおきましては、まず実現可能性のほう

については小規模バイオマス発電、オンサイトと

言って、例えばここでいうと長寿センターなら長

寿センターの、そこに小さいバイオマス発電を置

いて、そこで利用できないかとか、あとは関谷地

区の牛ふんなんかありますよね。そこからバイオ

マスガスを取り出して発電できないかとか、そう

いうものをまず実現可能性調査としてやります。

それと併せて地域新電力というものが導入できな

いかということについても採算性とかを調査した

いと思っています。 

  一方、理解促進、合意形成というのは、それに

伴いまして、関係業者さんであるとか市民の業者

さんであるとか市民の皆様とかにいろいろお教え

したり、もしくは協力してもらわなくちゃいけな

いので、そのための例えば説明会というとおかし

いですね。ワークショップを開いたりとか、そう

いうものをやっていただこうという事業でござい

ます。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 実際に実現可能性の調査で今、これは

質疑の際に、それから今も局長のほうから説明い

ただきましたけれども、これまで例えば木質バイ

オマスであれば、以前、予算づけまでして、残念

ながらできなかったわけですね、アグリパルで。
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それから、家畜ふん尿に関しても、あるところが

入って実験はやりましたけれども、形にはならな

かった、今でも覚えていますけれども。 

  そういったものがあるんですけれども、今回は

その調査というのはどの辺までいくのか、よくわ

からない    。 

○星委員長 局長。 

○黄木気候変動対策局長 過去にそういう調査をや

ったというのも存じておりますし、どういう課題

があるかというのもある程度分かっております。

今回はその一歩踏み込んで、課題を解決できない

かということで、その課題を解決すれば実現でき

るわけですね。そこまで踏み込んでやりたいと思

います。例えば牛ふんのバイオマスであれば、 

  というのが必ず出ていますよね、高度処理が

できないか。もしくは木質バイオでしたら、安定

したバイオマスの資源をどうやって受け入れると

かとか、それから、そういう小規模な木質バイオ

マスの発電だと、電気だけじゃ駄目なんですよ。

熱を使います。熱が使えるのはどこだとか、そう

いうものをもう一歩、二歩踏み込んでやっていき

たいなというふうに思っています。 

○星委員長 そのほかございませんか。 

  小島委員。 

○小島委員 非常に期待している事業だと思ってい

るんですけれども、この事業を、今回のやつは期

限的には来年の３月までに終わらせるのか、スケ

ジュールみたいなものをどういうふうに考えてい

るのかお伺いしたいと思います。 

○星委員長 局長。 

○黄木気候変動対策局長 今回のは環境省の補助事

業でやりますので、年度内で成果が必要となりま

す。そのために９月補正でこの予算が通ったと同

時に多分、調査してくれる業者を選考できると思

いますので、契約をして、２月を目安に調査を終

わらせて３月で実績報告できるところまでは持っ

ていきたいと思っています。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 宇都宮大学とももう既に始まっていま

すけれども、これとの関係と、これ今回の事業と

の関係というのはどういう形で進めていくかお伺

いしたいと思います。 

○星委員長 局長。 

○黄木気候変動対策局長 宇都宮大学とやっている

のはまた別の、まるっきり別の事業でありまして、

あちらは適応策の調査検討です。こちらはどっち

かというと緩和の観点から、地域循環共生圏とい

って、緩和プラス、つまりＣＯ２の削減ですね。

緩和プラス地域の経済的な自立性、循環を持って

いこうというもので、直接の関係はございません。

ただ、多分どこかでつながってくると思います。 

○小島委員 分かりました。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  質疑の途中ではございますが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、
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これより採決いたします。 

  議案第75号 令和２年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は原案のとおり可決すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第75号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、議員

間討議、討論、採決 

○星委員長 続きまして、予算常任委員会（第三分

科会）を決算審査特別委員会（第三分科会）に切

り替えて審査を行います。 

  認定第１号 令和元年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  局長。 

○黄木気候変動対策局長 （認定第１号について説

明） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

ます。討議すべき点、あるいは委員からの意見は

ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  認定第１号 令和元年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については原案のとおり認定すべ

きものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  気候変動対策局所管の審査事項は以上となりま

す。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ５時２１分 

 

再開 午後 ５時２２分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたし

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○星委員長 委員から何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 事務局から何かありますか。 

○鎌田書記 （事務連絡） 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎散会の宣告 

○星委員長 以上で本日の委員会を散会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

散会 午後 ５時２２分 
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建設経済常任委員会、予算常任委員会（第三分科会） 

及び決算審査特別委員会（第三分科会） 

 

令和２年９月１５日（火曜日）午前１０時開会 

 

出席委員（８名） 

委 員 長 星   宏 子  副 委 員 長 山 形 紀 弘  

委 員 小 島 耕 一  委 員 森 本 彰 伸  

委 員 相 馬   剛  委 員 鈴 木 伸 彦  

委 員 玉 野   宏  委 員 吉 成 伸 一  

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

産業観光部長 冨  山  芳  男   農務畜産課長 渡  辺  直 次 郎   

農務畜産課長 
補 佐 

佐  藤  裕  之   農業振興係長 青  木  洋  人   

担 い 手 支 援 
係 長 

広  瀬  美 香 子   畜産振興係長 星  野  卓  央   

農 業 再 生 
協 議 会 
副 主 幹 

平  山  隆  美   
堆肥センター 
所 長 

柳  崎  修  造   

農林整備課長 室  井  正  幸  
農林整備課長 
補 佐 兼 
農村整備係長 

村  木  和  夫   

林 務 係 長 伊  藤  好  美   地籍調査係長 須  藤  俊  一   

商工観光課長 
(ＤＭＯ担当) 

高  久     修   
商工観光課長 
補 佐 兼 
商 工 係 長 

井  上  早  人   

観 光 係 長 石  川  敦  史   企業立地係長 植  木     智   

観 光 振 興 
センター所長 
(ＤＭＯ担当) 

和  氣  広  美   
ま ち な か 
交流センター
館 長 

大  野     薫   

ま ち な か 
交流センター 
副 主 幹 

小  池  雅  之   
農 業 委 員 会 
事 務 局 長 

田  代  宰  士   

農 業 委 員 会 
局 長 補 佐 兼 
農 政 係 長 

村  松     隆   農 地 係 長 佐  藤  博  之   
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出席議会事務局職員 

書 記 鎌  田  栄  治     

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．審査事項 

   〔産業観光部〕 

    ・産業観光部長挨拶 

   〔農務畜産課〕 

    予算常任委員会（第三分科会） 

    ・議案第７５号 令和２年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号） 

    決算審査特別委員会（第三分科会） 

    ・認定第 １号 令和元年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔農林整備課〕 

    予算常任委員会（第三分科会） 

    ・議案第７５号 令和２年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号） 

    決算審査特別委員会（第三分科会） 

    ・認定第 １号 令和元年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔商工観光課〕 

    ・議案第９２号 契約の変更について 

    予算常任委員会（第三分科会） 

    ・議案第７５号 令和２年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号） 

    ・議案第８１号 令和２年度那須塩原市産業団地造成事業特別会計補正予算（第２号） 

    決算審査特別委員会（第三分科会） 

    ・認定第 １号 令和元年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

    ・認定第 ９号 令和元年度那須塩原市産業団地造成事業特別会計歳入歳出決算認定について 

   〔農業委員会事務局〕 

    ・農業委員会事務局長挨拶 

    決算審査特別委員会（第三分科会） 

    ・認定第 １号 令和元年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

  ３．その他 

  ４．散 会 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○星委員長 皆さん、おはようございます。 

  散会前に引き続き建設経済常任委員会を再開い

たします。 

  これより産業観光部の審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎産業観光部の審査 

○星委員長 初めに、産業観光部長から御挨拶をお

願いします。 

  部長。 

○冨山産業観光部長 （挨拶） 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎農務畜産課の審査 

○星委員長 ただいまから農務畜産課の審査に入り

ます。 

  農務畜産課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７５号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○星委員長 農務畜産課については、建設経済常任

委員会に対する付託案件はありませんので、ここ

で建設経済常任委員会を予算常任委員会（第三分

科会）に切り替えて、審査を行います。 

  議案第75号 令和２年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○渡辺農務畜産課長 （議案第75号について説明） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  小島委員。 

○小島委員 まずは、13ページのスマート農業推進

事業導入している調査ということで、かなりこの

金額も多い額で、プロポーザル方式でやっている

話があります。それの中で、スケジュール、要は

今年度中にどういうスケジュールで進めるのか、

お伺いしたいと思います。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 スケジュールということでご

ざいますが、まず契約のほうは、本議会で成立後、

９月末から10月初旬にプロポーザルを行って、10

月上旬には相手方委託業者を決定したいと思って

いまして、すぐにチームに入っていただいて、当

初の契約、工期末は３月末にしてございます。あ

とは、その国との協議の中で、この補助事業は国

としてもやりましょうとは言われているんですが、

このプロポーザル業者、募集に対しては一応交付

を３月を設定しているので、実際実施していただ

く中で、その工期のほうを見ながら検討していき

たいというふうに思っております。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 続けてですけれども、特にこれだけの

金額ですから、あとなかなか中身が濃いものにな

ると思うんですけれども、そういう中で、どうい

う委託業者を想定して今動いているのかをお伺い

したいと思います。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 委託業者も、もちろんなかな

か、その業務に対して市内等で経験している業者

がなかなかないというところがございますので、

広い、東京辺りまでちょっと広げて、実際、その

農業だけじゃなくても、このような、ちょっとこ
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の委託業務を実際、調査だけじゃなくて、できれ

ば、実証実験等も行ってほしいというところで、

この仕様書に書き込んだもんですから、農業以外

のそういうふうな実績がある業者が来たらいいと

いうところで、今募集をかけているところでござ

います。 

○小島委員 分かりました。 

  じゃ、もう一つ。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 じゃ、15ページの新規就農サポート事

業の中、新規就農者、都市部で、新規で、特にこ

こでは、今まで言われていますけれども、新規参

入者が今まで一番課題として伺うけれども、今回

のこの新規就農サポート事業の対象者はどんな方

を想定しているのか、お伺いしたいと思います。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 特に、新規就農の対象者とい

うのは、誰じゃなくちゃいけないともちろん決め

てなくて、幅広く来てくれる方は可能だと考えて

おります。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 特に、こういう中で、一番下に、研修

用農業機械というふうなものも入っているようで

すけれども、これはどのようなことを考えて想定

しているのか、よろしくお願いします。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 こちら、実際、新規就農を希

望する方が現地の圃場等で研修とか実施する場合

に、まず手始めに機器類がないというところで、

ちょっと今想定しているのが、本当に耕運機とか、

あとロータリー等の機械を、こちらを購入してお

いて、こちらを貸し付けて行えればいいなという

ところで考えています。 

○小島委員 分かりました。 

○星委員長 次、森本委員。 

○森本委員 小島委員の聞いたところと同じ部分の

この新規事業の部分なんですけれども、これ、大

体見込みとして、どのぐらいの人数を想定してい

るのかというのをちょっと教えてくれませんか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 こちらの地域の新規就農サポ

ート事業ですが、補助事業採択は今年度で、今年

度のみの事業なんですね。一応、今年度のなるべ

く早い時期に新規就農者を支援する体制を改めて

構築したいというところで、市が中心になって、

農業公社、農業委員会、農協、振興事務所とか、

いろんな団体が連携を図って、一応サポートチー

ムみたいなのをつくって進めてみたいという中で、

補助事業は今年度末ですけれども、それも来年度

以降も実際に農業者を研修等に受け入れて、長期

で研修等をさせていくのは来年以降になると思い

ます。今年は本当に頭の部分で、本当にホームペ

ージつくったり体制つくったりで、できれば、年

度末までには研修を始めていきたいなというとこ

ろで考えております。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 すみません、人数のことだけいい。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 じゃ、人数ですね。 

  今、そんなに、なかなか農業に対して一応募集

図っても、ちょっと農業に対するやっぱりイメー

ジもあるし、あとはなかなか踏み入れにくいとい

うところも、難しいところもあるので、想定だと

３名から５名とか、年間ですね、のところで想定

をしています。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 その方々を集めるのに、どういう宣伝

の方法を考えているのかお聞かせ願えますか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 まず、これまでなかなか農業
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者に対する、希望者に対するＰＲが難しくなって

いるところもありまして、今回、その補助事業を

使って、この委託料にはございますが、やっぱり

ホームページ、これも何か市のホームページだと

なかなか見つかりにくので、ちょっと財務目的に

転換している、できれば、固有名詞を出してしま

うと、マイナビ農業とか、その辺のところをちょ

っと想定して、なるべく幅広く見てもらってほし

いなというところのＰＲとかやっていきたいと思

っています。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、重なってしまいますけれども、

本会議の質疑でもスマート農業に関しては、１回、

部長のほうから説明ありましたけれども、大方分

かったんですけれども、例えば国の説明等もあり

ますけれども、今回、全国的にはどのぐらいの自

治体で採択されたのか、この交付金。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 採択、先ほどのちょっと１個

戻ると、新規就農のほうは、補助事業募集があっ

て、それは全国で８件というところで申込みあっ

たんですけれども、スマート農業については、特

にその枠とかなくて、コロナに関係した地方創生

臨時交付金、こちら活用できますよというところ

で行っているところで、全国何件というのはちょ

っと把握していないです。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 ちょっと意地悪な質問ですけれども、

今回、この臨時交付金、コロナということで対象

になるということになかった場合に、本市でスマ

ート農業を進めるというのはあるんですよね。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 本市で、これまでの計画の中

では令和３年度から、ここまでの事業じゃないか

もしれませんが、スマート農業について調査・研

究していきましょうという方向は出ていました。

たまたまちょっとこのコロナの交付金事業がある

と。流れで言うと、ちょっと前倒しして始めると

いうことです。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 スマート農業に関して言えば、様々、

どちらかというと農機具メーカーだったり、そう

いったところが進めてきていますね。稲作なんか

だと、もう既に新潟県辺りは相当進んでいるとい

うのは、皆さんも御存じだと思うんですね。です

から、そういう観点からいくと、改めてデータを

取っていくようなものではないような気がするん

ですね。どっちかというと、実証実験のほうが大

切じゃないかなという気はするんですが、部長の

説明の中では、それだけじゃなくて、様々な何と

か、この1,800万の中に入っているわけですね。 

  那須塩原市では、農業、当然酪農があって、稲

作があって、園芸があって、花卉があって、それ

ぞれあるわけですけれども、どの辺を対象にして

この事業はやるのか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 今、委員おっしゃったように、

実際、今市内でも、もうスマート農業とか取り組

んでいらっしゃる方はいらっしゃいますし、その

中で、本市にとってどのようなスマート農業が必

要なのかというところがまず初めに出てくるので、

まずそこの調査を行いながら、ある程度方向性が、

これは、適切かなというのが見えたらば、それら

を基に実証実験していこうと思っております。 

  その後、特に、まだ市内には大規模農家もいら

っしゃいますが、それよりか中小規模農家のほう

が多いので、あまり大規模機械とかばかり入れて

しまうと、中小農家がついていけないこともある

ので、その辺を見据えながら、どのようなスマー
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ト農業ができているかを検証していこうと思って

おります。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 既に、ＡＩを導入したスマート農業実

証実験をやって、その中で、メリット、デメリッ

トというのがある程度出されているんですよね。

今、課長の説明にあった中小農家に関して言うと、

ＡＩを導入した場合に、コストが高くなってしま

うんですね。さっきの言っていたよりもその前の

投資がすごい金額を、どっちかというと、スマー

ト農業は大規模農家なのかなという気がしている

んですね。ただ、労働力不足には合っているんで

しょうけれども、その辺、どういうふうにデータ

を取っていくのかというのを最後にちょっと。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 まさに今、おっしゃるとおり

ですね、本当。本当に機械ばかり入れちゃうと、

なかなか中小農家さんには対応できないという部

分もあると思いますので、まだ今のところ、大規

模機械というのは想定していないんですが、今も

後継者不足とかが本当叫ばれている中で、でも、

農家としてまだ続けたいというときに、例えば１

軒だけじゃなくて、多少集団でまとまって、その

ままＡＩとかスマホを入れるとか、この辺も視野

に入れながら検討していけるかと思っています。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、もう一遍、先ほど説明いただい

た15ページの１項４目農業経営基盤強化促進事業

の件、返還金の話がありましたけれども、実際に

この事業を組むから、入れて、50万でしたっけ、

返す、それも土地を売り買いして解除するんでし

たよね。それってどういうことなんでしょうか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 もともと、その農家さんが、

もう農業を、まだ農地はあるんだけれども、農業

を続けられないという中で、平成27年ですかね、

一応機構を通して貸し付けたんですけれども、そ

の後、実際経営者が亡くなっちゃったんですね。

息子さんの代に移って、息子さんは土地をもう持

たない、持っていない、でも、売却したいという

ところで、手放したとなる経緯です。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、息子さんは、農業はもう初めか

らやっていなかったということですか。 

  課長。 

○渡辺農務畜産課長 貸付けの条件の中に、農業を

リタイアするというのが条件あるみたいで、すみ

ません。 

○吉成委員 分かりました。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 15ページの農業促進事業なんですけれ

ども、さっき言ったところね。決算書を見ていま

すけれども、農業振興促進事業、農業者が減って

いるので、これまでもやっている中で、今回、新

たな予算も取ってきたんですけれども、これって、

今までと違うところをちょっと御説明いただきた

いと思いますが。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 確かに、今までもそれぞれの

機関というんですかね、部署で就農のサポート支

援をしておりますが、それがなかなか一体的に結

びつきがないというのが実態的にあったというの

が、最初の取っかかりですね、初めでございまし

て、やはり各部署がどこまで何をやったらいいと

いうあたりが、ちょっとはっきりしていなかった

というのがあるので、それを改めて皆さんで共有

して、こういう方が来たらば、どこがどの辺まで

支援していくというところをまず体制づくりをす

るというところでございます。 

  あとは、やはり、先ほどもちょっと申しました
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が、農業をしてみたいという方に対する、だから、

ＰＲがうまくいっていないというのが実情ですの

で、それもちょっと出していければなというふう

に考えております。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 これはどうもやらなくちゃいけないこ

とだと思うんです。やっぱり予算取ってきて、調

査しているんですけれども、これは500万なんです

よね。この就農促進事業費のほうは、これ二千二、

三百万円ぐらいあるんですよね、決算書ではね。

なかなか聞いていると、就農の実績がないという、

それを聞いているんですけれども、先ほども人数

を確認して、３、４人とかなんですけれども、要

は、農地がいろいろ、後継者がいなくなったみた

いなのは、これは現状で、それを打開しなきゃい

けないんですけど、これ、今年度の予算は500万で、

この事業、来年度もこれは継続してもらえる見込

みがあるのかどうかということですね。予算はこ

れしかないのに、来年、どうするか。来年、再来

年はこれでやめちゃうのか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 今年の補助事業の500万は、

一番、とりわけ多いのが委託料の400万なんですが、

先ほど申したように、ＰＲのほうもそのホームペ

ージ作成とか、こちらをメインで今年度も事業を

行っていきたいというところで、来年度以降は、

今年はすごい少ないんですけれども、実際に農家

の方が農家に入ったり、ある補助で研修等をして

もらうというところの事業を行っていきたいとい

うところで、それは今のところ補助事業はないん

ですが、その市のほうが、今まで持っていた就農

促進事業費、こちらを活用しながら、その研修費

をやっていきたいというように思っております。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 茨城のほうにちょっと視察したときに、

やはり似たような事業をやっていたんですよ。年

に受け入れていた２人しかいないんですけれども、

年間200万とか300万、生活の、住むところまで用

意して機械も用意してみたいな事業をちょっと聞

いていたんですけれども、それでもなかなか就農

が難しいと。やっていかなきゃいけないというこ

とは、これ成果はね、これをやるからには、これ

で成果をどこに置いているのか、目標です。判断

するときに、どこを見ているのか。今年は見てい

ても、来年、再来年、もう一遍見たときに、何人

ぐらい、極端なことを言うと、これをきっかけと

して、５人、３人就農してもらいたいとかね、そ

の辺はどういうふうに考えていますか、成果目標

とか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 特にこの事業について、計画

書をつくって、何人って指定しているわけじゃな

いんですけれども、先ほど委員おっしゃられたよ

うに、年間２人とかというところが多いという話

も聞いているので、やっぱり市としても、目標で

すけれどもね、５人ぐらい来てくれればいいのか

なとは思っています。 

○鈴木委員 分かりました。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  じゃ、ここで議事進行を副委員長と代わります。

質問したいので。 

（委員長、副委員長と交代） 

○山形副委員長 星委員長。 

○星委員長 国庫支出金の明細について教えていた

だきたいんですけれども、２ページ、６項612の

5001事業、園芸作物振興事業費に充当ということ

で146万2,000円が計上されております。これを今

度支出のところで見ますと、園芸作物ということ

で先ほども説明ありましたように、500事業、農

業ハウス強靭化緊急対策事業費に充てるというこ
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とでしたが、そこの補助金のほうでは146万2,000

円ということで歳入がありますが、支出の分とし

ては21万1,000円ということで、その金額の違い

といいますが、その部分、146万2,000円の使用項

目のほうをお教えください。 

○山形副委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 今の収入のほうの園芸作物振

興金充当という部分と、ここで農務畜産課で出し

ている園芸のほうの予算の金額とは、多分連動し

ていなくて申し訳ありません。歳入のほうの146

万2,000円は、これは新型コロナの対策費のコロ

ナのほうの費用を企画財政部門が上げているとい

うことで、内容的には既にもう実施している、花

卉、お花のほうの支援事業を改めてこちらの費用

があったというところでございます。これから下、

予算とは連動していないです。すみません。 

○星委員長 分かりました。 

○山形副委員長 星委員長。 

○星委員長 同じように、こちらも県のほうからの

補助金が21万1,000円出ているかと思いますが、

先ほどの説明だと補助率は２分の１ということで

したが、これも先ほどの説明と同じように、コロ

ナ対策のほうで関連したという解釈でよろしいで

すか。 

○山形副委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 こちらはコロナとはまた別で

すね。 

○星委員長 別ですか。 

○渡辺農務畜産課長 こちらは歳入の４ページで県

から21万1,000円出ていまして、歳出の15ページ

で充当されていますので、こちらはコロナとは関

連ないです。 

○星委員長 関係なく同じ21万1,000円ということ

で、県の補助率は100％ということでよろしかっ

たですか。 

○渡辺農務畜産課長 いや、国ですね。 

○星委員長 失礼しました。国ですね。 

○渡辺農務畜産課長 国100％ですね。 

○山形副委員長 星委員長。 

○星委員長 ４ページの16款の県支出金、２項４目

の農業用ハウス強靭化緊急対策事業補助金21万

1,000円と出ているんですが、これは、じゃ、こ

の使途を教えてください。使途というか、これは

どこに充たったのかを教えてください。 

○山形副委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 これは先ほど説明申し上げた

15ページの６款１項２目の園芸作物振興事業費の

農業用ハウス強靭化に対する事業ですので、ハウ

スの補強に使った部分ですね。国から…… 

○渡辺農務畜産課長 国から県を通しているので。 

○星委員長 そういうことですか。分かりました。

失礼しました。 

○山形副委員長 ここで議事進行を星委員長に交代

します。 

（副委員長、委員長と交代） 

○星委員長 そのほかございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

ます。 

  討議すべき点あるいは委員からの意見はござい

ますか。 

  森本委員。 

○森本委員 意見ということなんですけれども、先

ほどの新規就農促進事業のことなんですけれども、

まず、ちょっと寂しいかなという気がしたんだけ

れども、取っかかりということではあると思うん

ですけれども、意見ということなので、イメージ

をちょっとよくするとか、プロモーションの仕方

というのを少し考えてもらえたらいいのかなとい

うふうに私は思いました。例えば秋田市とかでや
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っていた就農ガールズとかやったりとか、きつい

とか汚いとかそういうイメージを払拭するための

そういうイメージづくりですか、そういうのをホ

ームページもせっかく作るんであれば、農業のお

しゃれなイメージだったりしたりとか、やっぱり

楽しいイメージだったりとか明るいイメージをつ

くって、せっかく就農支援事業、促進事業をする

んであれば、どうせいないよねというスタンスじ

ゃなくて、農業ってすごい楽しいよね、明るいよ

ね、これからの職業だよねというところを示して

いけるような事業にしてもらいたいなというふう

に思いました。 

  以上です。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 そうですね。これから委託業

務かけていくので、ちょっと参考に取り入れるの

は検討してみます。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  課長補佐。 

○佐藤農務畜産課長補佐 すみません。今の課長の

意見に対する回答というか補足といいますか、３

から５名の増加ということで先ほど来言っている

ところではあるんですが、もともと新規就農をサ

ポートというのはこれまでもやっていて、それを

今回体系化したり、あと全国に向けてといいます

か、発信したりとか、そういったところを強化し

ていくというところになりますので、総合計画の

上では、そういった全体的なところから新規就農

というのは毎年15人ずつ確保するよという目標を

立てている中で、今後それを、なかなか増えては

いかないので、維持なり、今回この事業をするこ

とによって、そういったところを増加させていく

と。だからこの事業単体で３名から５名で今まで

やってきたところで15名とか、そういうんではな

くて、これまでやってきたことを強化することに

よって、15名というところを維持なり増加すると

いうところの位置づけになってくるかなというと

ころをちょっと補足といいますか。 

  以上です。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 ここでターゲットにする人もいると思

うんですね。だから、せっかくホームページ作っ

たりとかプロモーション行うんであれば、イメー

ジアップもぜひ頑張ってほしいということです。

よろしくお願いします。 

○星委員長 そのほか。 

  小島委員。 

○小島委員 スマート農業、前に一般質問でしたん

ですけれども、そのときに言ったのが、ぜひ今、

本市は酪農本州一ということなんですけれども、

一番今、酪農家の中で普及拡大が期待されている

のが搾乳のことなんですね。搾乳のことでかなり

の省力化が図られるということと、あと、牛の体

調管理まで今進めることが可能だというようなこ

とがありまして、畜産酪農研究センターでも今、

研究を始めるというような話があります。 

  そういう面では、一番重要な酪農の省力化、効

率化を図る点では重要な課題だと思いますので、

そこは外さないようにお願いします。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 了解いたしました。 

○星委員長 そのほかございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ほかにないようですので、議員間討議

及び質疑を終了したいと思いますが、異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 
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〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第75号 令和２年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第75号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、議員

間討議、討論、採決 

  続きまして、予算常任委員会（第三分科会）を

決算審査特別委員会（第三分科会）に切り替えて

審査を行います。 

  認定第１号 令和元年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○渡辺農務畜産課長 （認定第１号について説明） 

○星委員長 説明が終わりました。 

  ここで休憩にいたします。15分休憩に入ります。

会議の再開は11時20分から再開いたします。 

 

休憩 午前１１時０７分 

 

再開 午前１１時２０分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き会議を再開いたしま

す。 

  説明が終わりましたので、質疑を許します。 

  小島委員。 

○小島委員 じゃ、ちょっと218ページの堆肥セン

ターの管理運営費ということで、令和元年度の決

算ですが、契約の結構な金額が大きいということ

なので、今20ページには、堆肥センターの運営手

数料が1,890万で、経費に対して半分程度しか売

上げがないような状況ですけれども、これに対し

て今現状、経営的にどうふうな形で改善策を考え

ているのか。どうするかだけちょっと確認したい

と思うんですけれども。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 堆肥センターの歳出に対して

の歳入、毎年もちろん赤字の状況というところで、

今後どうしていくのというところで申しますと

…… 

○小島委員 どうされているかだけで結構です、決

算なので。 

○渡辺農務畜産課長 そうですね。今後については

というか、現状、もう施設が結構傷んできちゃっ

ていまして、修繕料でも結構高額があるように、

割とちょっと部分的に修繕やりながら進めている

ところでございまして、今後、本当に大規模修繕

かかってくるかもしれないというところで、この

まま本当に継続していくのか、どこかで区切って

別の形にするのかというようなところを今検討し

ているところでございます。 

○星委員長 そのほか。 

  玉野委員。 

○玉野委員 221ページの環境保全型農業直接支払

いとありますが、県が４分の１、これちょっと聞

き漏らしてしまいました。 

  それと、交付金を受けている団体41とあります

けれども、これというのは毎年これになるのか知
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りたいなというか。 

  それから、この下にあります、括弧の中にあり

ますカバークロップ、冬期湛水等々、ちょっとイ

メージ分かるような説明をお聞かせください。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 私のほうからは、今質問ござ

いました環境保全型の括弧書きになっている各種

事業の概要といいますか、御説明したいと思いま

すが、カバークロップというのは農作物を刈り取

って、栽培していない時期に、表面が荒れ地にな

らないように栽培しておる作物というところで、

それ自体は実際収穫対象じゃないんですけれども、

土壌を保護するというものでございます。 

  あと、冬期湛水、こちらも稲刈りが終わった後

の田んぼに水入れておいて、雑草とか生えてくる

のを抑えるというところ、こちらも土壌の保全等

になります。 

  あと、次、堆肥使用でございますが、こちらも

実際その土壌のところになりますが、堆肥で、要

は単なる作物の養分補給だけじゃなくて、土壌の

性質等を見ながら、総合的に入れながら改善して

いくというような形になっています。有機農業は

字のとおり、化学肥料とか農薬を使わない農法に

なります。 

  あと、２つの補助率の件と交付対象は…… 

○星委員長 副主幹。 

○平山農業再生協議会副主幹 補助率につきまして

は、国が２分の１、県と市が４分の１ずつになり

ます。 

  こちらの組織につきましては、去年、41団体と

いうことなんですけれども、こちらのほうは計画

として５年間で１期として行っております。 

  ということですので、一番低いところですと、

平成27年度、それで追加でまた年度が改まるごと

に１、もしくは２団体ごとに追加という形で、去

年また41団体となっております。 

○星委員長 玉野委員。 

○玉野委員 括弧書きの説明で、那須塩原市のそう

いう方向性というんでしょうか、環境を保全しな

がらということは分かります。 

  それで、就農促進事業のときに、115ですけれ

ども、こういうこの括弧書きの中の農業をやりま

せんかというのだけが市ができるのか、それと全

く逆に私はこういう仕事をしたいんだという個人

の個性ですよね。市とその個性というか、個人が

マッチングしたような形になっていくことができ

るのか、全く個人は個人なのか。それ、市の方向

性にマッチしていくというような形がされている

のかというのをお聞きします。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 この就農する方の希望する農

業とその方向性というところで、就農する方の希

望は、もちろん希望として聞いて進めていくのが

一番かもしれないんですけれども、予算というか、

それに対する国・県、もちろん市もですけれども、

その補助とか、そのほうが資金面でどうなのかと

いうところも含めて、やはり新規就農者と検討し

ていかないと、長い間農業をやっていくにもどう

かというのはあるので、その辺を考慮した上で、

検討は必要かなと思っています。 

○星委員長 玉野委員。 

○玉野委員 この２つのことを新規農業にしろ今ま

でやってきた農業にしろ、地域性というか、技術

とかで教えるとか、伝わるとかというのは、すご

く大事な接点だと思うんですよね。ですから、就

農の方が予算だけもらってやるというのは、そう

いうものが身につけられない。しかも、これだけ

の予算とこれだけのグループがあるところですか

らいかがですかという展開を私は期待しておりま

す。 
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○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 そうですね、その辺も組み入

れながら新規就農支援をしたいと思います。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 215ページ、はじめてのふるさとごは

んと想い出のふるさとごはんという事業が出て、

ちょっと一気に言うのはどうかなと思うんですけ

れども、この２つの費用ってどのようにして効果

の確認をされているのかお伺いします。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 こちらは実際にご飯のほうは

贈呈した方に対してアンケート等で効果というか、

確認をしているところでございます。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 そのアンケートはお米と一緒にお渡し

されているんですか、それとも後日配送している

のか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 渡すのはお米と一緒に渡す、

後日回収。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 どのような回答があるのかを、例を少

し教えていただけますか。 

○星委員長 係長。 

○青木農業振興係長 まず、はじめてのふるさとご

はんのほうなんですけれども、まずアンケート内

容としましては、本事業に対する満足度というと

ころで、大体満足、やや満足というところでもう

100％という形になっておりまして、あとはお米

の味はどうでしたかというところで、おいしかっ

たとか、おいしくなかったとかあるんですけれど

も、そういうところと、あとはこの事業で那須塩

原市産のお米について購入するようになりました

かというところで、その辺は以前から買っていた

という方も多いんですけれども、以前と変わらな

いという方が多くて、購入するようになったとい

う方はごく一部という形で、一番最後に大事なと

ころだと思うんですけれども、那須塩原市産の農

産物を意識するようになったかというところで、

こちらは、意識するようになったと、やや意識す

るようになったというところで約48％ぐらいとな

っています。 

  あと、もう一方、想い出のふるさとごはん、こ

ちらについてなんですけれども、こちらも１番の

ところで那須塩原市に対する愛着度というところ

でどのようになりましたか、高まったかどうかと

いうところなんですけれども、回答あった方の中

では、高まった、やや高まったという方が多く占

めております。 

  以上になります。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 そうすると、このお米、ふるさとのご

はんの事業は、両方ともなんですけれども、目的

は愛着を持ってもらう、那須塩原市の農作物に対

する愛着を持ってもらうということが目的という

ことでよろしいんですか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 １つは、もちろん郷土の農産

物に対する愛着というところで、もう一つはもち

ろん米の消費拡大と、これが目的でございます。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 すみません、私ちょっとよく分からな

い、あまり買物も行かないので、分からないんで

すけれども、お米って買いに行ったときに那須塩

原市産とかすぐ分かるものなんですか。スーパー

に行ってお米を買いに行ったときに、それが那須

塩原市産のお米ってすぐ分かるものですか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 多分スーパーとかだと、ＪＡ

なすのとか、そういう大きい範囲でしか分からな
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いかもしれないので、細かく分かるとすると、各

産直とかに置いてあるものは多分地元というとこ

ろですね。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 じゃ、最初に、215ページの森本議員

の質問、今出ましたよね。あとちょっと追加で、

110事業のほうなんですね。成人式の対象者のほ

うは、この額の増えているのは、またそこの要因

の説明が何かあれば。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 その想い出のふるさとごはん

ですね。30年度の比較で46万9,000円増えている

というところですけれども、もともと二十歳、成

人式の対象者が30年度が1,229人、申込み率が

81％だったと。この元年度は対象者が増えて

1,272人になって、率も84％になったので、その

分の増です。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 はい、了解しました。 

  何ていうんだろう、心理として食べてもらえる

のは、価値あるものを食べてもらえるのは何より

ですよ。受け入れるというスタンスなので、なる

ほどなと思いました。 

  それで、この事業は、今ＰＤＣＡでいくとどの

時点というか、今後もこの成果を消費拡大が一番

の目的だと私も思いますけれども、これがどこま

でいいのか、それを検討し直すのか。まだまだや

って消費拡大につながるというふうに、１年間を

通してやってきたところではどのような感触を得

られたというか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 こちらは決算で２つの事業が

載っていますが、先に始まったのがはじめてのふ

るさとごはんで、こちら始まって４年ぐらい、こ

の年でたつので、今年度はというか、昨年度で一

旦こちらの事業は中止というかにしています。先

ほど９月補正で出したのは、この令和元年度の申

込み者がお申込み時期がずれたので、今年度ちょ

っと補正を出しましたが、今年度当初予算では計

上していないですね。 

  下のほうの想い出のほうは、始まったのは後な

ので、取りあえず本年度、来年度あたりまで実施

してみて、また消費拡大の意味でお米のほかの事

業があるのか、ちょっとこの辺はＪＡさん等とも

協議しながら検討していくと思っています。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 はい、分かりました。じゃ、この件に

ついては了解しました。 

  では、続いて、その下の１項３目なんですが、

これはすごく大切な事業だと思いますので、これ

は、でも継続だと思うんですけれども、今の段階

においてやっぱりうまくいかないです。課題です。

目標に対してどのように捉えているか、お伺いで

きますか。 

○星委員長 係長。 

○広瀬担い手支援係長 就農に関しましては、やは

り壁が高いところがありまして、農地がないであ

ったりとか、あと初期投資にやっぱりお金がかか

ってしまう、そういったところにやっぱり農業を

やるためにはハードルが高いといったところがあ

って、なかなかその成果に結びつかないのが現状

であります。そこが課題かと思っております。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 ありがとうございます。 

  あと、普通に考えると、仕事に就きたいという

のは相手に何で分かるんだという話だと思うんで

すよ。そういうところについては、この就農事業

の中で、何かぽっと入ってきている人、来ている

人、事業に参加している人の中では話題になるの
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が市としてどういうことを考慮していく、配慮し

ているかというみたいなあたりは特にないでしょ

うかね。 

○星委員長 係長。 

○広瀬担い手支援係長 やはり農業をやるというこ

とは、その人の生計を保たなければいけないと思

っていますので、やはりお米とかであると、やっ

ぱりお米の価格が上がるというところがないので、

できれば市としては園芸作物、今は園芸作物の高

収益作物として県でも振興している作物になりま

すので、もし就農相談が来た場合なんかであれば、

収入をきちんと得て、生計が成り立って、きちん

とその営農を続けていけるような作物を御案内す

るようにはしています。その作物を御案内して、

そこで就農できるような形で研修を今実施してい

るようなところであります。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 ありがとうございます。了解しました。 

  ちょっと一転変わりますが、217ページで、下

のほうに食肉センター整備支援事業というのがあ

るんですけれども、これは大田原にある食肉セン

ターを廃止するという、利用者が遠くなっては困

るという問題があったんですね。その中で、県が

推し進め、それから団体というのかな、が推し進

めて、新しいセンターを造ったというんですけれ

ども、その辺のもう開所したんですか、これ。と

いう説明になっているんですけれども、利用実態、

このお金を補助金だけ取れるんじゃなくて、実際

酪農家なのか、畜産農家なのか、利用実態はどの

ようなものとかというのは市のほうでは把握して

おられますか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 当然、直接その農家さんとか

ではないですけれども、大田原から新しい食肉セ

ンターが芳賀町のほうに、今まで県に３か所あっ

たんですが、１か所に集約されてしまったので、

工事が始まったときとか、工事中はやっぱり遠く

なるという話はあったという話も聞いていますが、

現時点、始まった後、いろんな苦情とか、あとち

ょっと難しいとかいろいろ大変だとかという話は

あまり出ていないということは聞いています。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 これを向こうに移すときの中に、そう

いう遠くになる、その前に３市町でこれをやった

ときに運営費が結構高かったと思うんですよ。そ

のことに、やっぱり堆肥センターみたいな覚悟で

は受けたと思うんですけれども、これはそのとき、

すみません、ちょっとデータが分からないので、

この負担金というのは、今まで那須塩原市が受け

ていた負担金に対してどういうふうになったか分

かりますか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 その後、トータルというか、

ほかの市町村以外のは分からないですけれども、

県の中で、県と団体と市町村という割があって、

その市町村割の中では、取りあえず人口割で負担

金を算出するということだけは分かります。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 すみません、じゃ、ちょっと具体的に

聞くと、今まで食肉センターに出していた費用、

年間の負担金と、今まで負担金の額の差というの

は分かりますか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 実際、これ予算、経理してい

るのが環境サイドらしいので、場所が、すみませ

ん、申し訳ございません。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 すみません、了解しました。 

  それでは、じゃ、219ページの一番下段の牛乳

等による地域活性化推進事業と、これ事業、まず、
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これの最初に目的と、今終わったとかそういうこ

とじゃないと思うので、目的と現時点でのチェッ

クという意味でどうなのか、または効果が出てい

るかどうか、目的に対して結果がどのように出て

いるかというところをお伺いしたいと思います。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 一番下、牛乳の活性化事業と

いうところで、今オリジナル乳製品等の開発を進

めているところですが、この事業については市の

ほうのミルクタウン戦略ですかね、こちらに基づ

いて実施しております。実際、今、例えば拓陽キ

スミルとか、拓陽高校と連携して開発したり、ま

た新たな乳酸菌というところで、先ほどもちょっ

と申しましたが、イチゴとブドウとか、この乳酸

菌も今試験を行っているところで、今後こちらを

製品化できればなというところで進めているとこ

ろです。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 最終目的はお米と似ていて、多分牛乳

の消費拡大が最終目的だとは思うんですけれども、

このキスミルの乳酸菌を今開発して、これが地域

のブランドとして貢献できればいいなと思ってい

るんですけれども、そう思ってみんなやっている

んだと思うんですけれども、それに進んで、きち

んと着実に進んでいるとすると、今は100のうち

だと50ぐらいなのか、30ぐらいなのか分かれば、

どういう位置にあるように思われますか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 例えば、そのキスミル、拓陽

高校のキスミルというところ、今出しているとこ

ろですけれども、この拓陽キスミル一つにすると、

やっぱり一つの学校、高校なので、大量生産はち

ょっと難しいなというところで、商売につなげて

いくのももうちょっと民間とか巻き込まないと難

しいかなと考えるところで、その100のうちどの

ぐらいかというのはちょっと今はまだ何とも言え

ないところです。すみません。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 そういうことですよね。どこかのメー

カーさんが研究開発して自分のブランドで売ると

いうのは、割と売り先をある程度分かっていてや

っていると思いますけれども、これが自己満足で

終わらないようにしてほしいなと思うので、それ

がだから今も言ったように、まだ２割なのか、相

手をちゃんと見つけて、これを買ってくれる事業

者が出てくるとか、そういうところまで追っかけ

て、着地点をちゃんとしっかり持って、この１点

だけ言いたかった。そういう段階だということで

すね。了解しました。 

  以上です。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 先ほども堆肥センターの話が出ていた

んですが、堆肥センター修繕費等々も大分毎年か

かってきているんですね。そういう中で、収入源

の一つに堆肥を売るという部分があるわけですよ

ね。残念なことに、これは決算見ると、去年と比

較すると100万円ほど不足しているんですね。そ

の要因は何ですか。 

○星委員長 所長。 

○柳崎堆肥センター所長 販売ですので、どうして

も消費者といいますかね、販売者の都合によって

変わってきます。要するに、要因として上げられ

るのは、私ども思うのは、大口といいますか、野

菜の生産販売している農家といいますかね、販売

者といいますかね、具体的な名称を申し上げます

と、大盛屋という地域のスーパーになんか卸して

いるお店があるんですが、そこが平成30年度に大

量購入していただいたんですが、令和元年度には

なかったというようなところで減ってきたのかな
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と。もう一つ、一般利用客の方もその年々で大分

利用の規模が変わりまして、たまたま当該年度に

ついては減ったのかな、減少したのかなというと

ころで、一般の利用客の減。その要因というのは

なかなか難しいところがございます。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 今、ある面、行政が行う、運営する、

そういった会議においてはなかなか商売的な感覚

というのは、これは難しいのかなというのは分か

るんですけれども、やはりこの堆肥センターって

どこにでもあるものではないんですよね。酪農が

盛んなところということで本市にあるわけなんで

すよね。そうすると、もう少しこういうところの

ＰＲがあって、この辺の売上げが上がってくると

いいなと、そんな感じはしました。質疑なので、

そこでやめます。 

  続きまして、115ページ、先ほど鈴木委員のほ

うからもあった１項３目の就農促進の交付金のほ

うから交付しているんですか。チャレンジファー

マーなのかな。 

  以前は名称も違いました。ほとんどが第一線を

退いた、要は退職者の方々が対象でやられた事業

だと思うんですが、それを変えて、年齢的にもチ

ャレンジという形での制度に変えたわけですね。

実際ここに受講者が31名ということで男女の割合

が出ているんですけれども、この年代をまずちょ

っと年齢的に、年代別でいくとどの辺の人たちが

結構受講されているのかお聞かせ願えればなと。 

○星委員長 係長。 

○広瀬担い手支援係長 すみません、正式な名簿が

ちょっとないのであれなんですけれども、やはり

60歳を超えたシルバーファーマーの世代の方が半

分を占めているかとは思うんですけれども、それ

以外にも若い方、30代の御夫婦もいらっしゃいま

したし、あと単身で30代、40代の方がお二人いら

っしゃいまして、あと若い女性の方もいらっしゃ

ったので、大体30歳から40歳ぐらいの方が２割ぐ

らい、40歳、50歳代の方が３割ぐらい、60歳以上

の方が半分ぐらいじゃなかったかと思うんですけ

れども、すみません、正確な数字は、この場では

ちょっと名簿がないものですから、申し訳ありま

せん。私が参加して、実際に触れ合っていますの

で、その中のちょっと割合で申し訳ありません。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 正直言ってもっと少ないのかと思った

んですね、若い方が。でも、そこそこいるんだな

というのは確認ができました。 

  あと、マッチングはどのようにやっていますか

ね。 

○星委員長 係長。 

○広瀬担い手支援係長 マッチングのほうは、シル

バーファーマーでやっているチャレンジファーマ

ーを受講された方がまず雇用のほうの登録をしま

して、あと農家さんのほうからも雇用を募集して

いる方を募集しまして、そこでマッチングをして

いると。公社のほうで無料職業紹介所の認定を受

けているものですから、公社のほうでそちらのマ

ッチング事業を展開しているような形になります。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 これは、マッチングの際には農家の、

フルに働いていただくという農家もあるかもしれ

ませんが、多くはパート的な週４日で働いてほし

いというような希望があるんだと思うんですが、

そういったものはそれぞれの希望者によって様々

なんですかね。 

○星委員長 係長。 

○広瀬担い手支援係長 そのとおりです。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 このコロナ禍ということがあって働き

手が減ってしまった。外国人の労働者が農家にと
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っては大きなウエート占めていたものがなくなっ

てしまったと、そういったことがあって、改革連

あたりが音頭を取って、それでホテルの従業員の

方々仕事がないときに、塩原地区、働いていただ

いたなんていう紹介がありましたけれども、それ

は今回はどうなんでしょうか。ここには、このマ

ッチングには入っていないんですか。今年３月ま

でということの決算ですから難しいのかなと思う

んですけれども、どうなんでしょうか。 

○星委員長 係長。 

○広瀬担い手支援係長 去年までのこの農業公社の

ほうでチャレンジファーマーの終了生に限定をし

て農業のほうのマッチングを実施していたんです

けれども、今年度、コロナということで農業の外

国人さんがいらっしゃっていないといったところ

で、雇用を求めている方がいらっしゃったので、

それをチャレンジファーマー対象ではなくて、そ

れを市内全域に広げまして、今回、コロナ対策の

一環として農業の雇用のマッチングを実施してい

るところであります。 

  成果としましては、一応２件、このマッチング

が成立したということで。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 では、もうこれ現行のチャレンジファ

ーマーの受講生ではないということですね。 

○星委員長 係長。 

○広瀬担い手支援係長 そのとおりです。 

○星委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

ます。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 出ていた堆肥センターのことなんです

けれども、やはりこれは市がどういう認識してい

るかということはちょっと私は聞きませんでした

けれども、やはりずっと指定管理料よりも収入の

ほうが少ない状態ですね。修繕費はこれからかか

ってくる。これは非常に今後も那須塩原市では重

荷になってくると思うです、ずっと。なので、こ

こでしっかりと経営改善をしてほしい。または、

もっと本来きちんとしてくださる、経営できると

ころに移譲するとか、そういったことを先延ばし

しないで、きちんと今年度、来年度おいてもしっ

かり検討していってほしいということが１つ。 

  もう一つあります。これは拓陽高校のキスミル

のようなものは、なかなか面白いと思って、あれ

応援する意味できちんと成果の出るように、まず

頑張って市も協力してちゃんとした着地点が出る

ようにということでやってほしいということです

ね。 

  以上です。 

○星委員長 ただいまの鈴木委員の意見でございま

すが、堆肥センターの経営改善をしっかりと、今

後の見通しを立てて図ってほしいということと、

あと拓陽キスミルなどの商品拡大というか、手法

をしっかりしてほしい、きちんと成果を出してほ

しいという意見がございました。 

  まず最初に、堆肥センターの経営改善というこ

とにつきまして、そういった意見に関しまして、

ほかの委員の意見を伺います。 

  何か意見ございますか。 

  小島委員。 

○小島委員 何かいくらかうわさになったんですけ

れども、市で堆肥センターを処分するとかいろい

ろな議論があったというようなことも聞いている

んですけれども、その検討状況だったのは、どん

な状況だったのか、ちょっと教えてもらえればい

いんですけれども。 



－236－ 

〔「委員長、いいですか」と言う人あり〕 

○星委員長 すみません、議員間討議なので、質疑

ではございません。 

○小島委員 それに対して皆さんの意見。 

○星委員長 皆さんの意見は。 

〔「最後にまた出してもらったらいいんで

すけれども」と言う人あり〕 

○星委員長 最後に出してもらう。 

  何か意見ございますか。 

  玉野委員。 

○玉野委員 鈴木委員言ったとおりです。これは堆

肥センターから、これからそういうふうに同じよ

うな施設、数値出ているのがありますから、やっ

ぱり先鞭をつけるということで、先鞭…… 

○星委員長 先鞭ですか。 

○玉野委員 増える一方ですから、執行部は積極的

に改善するのが必要なことだと思います。 

○星委員長 そのほか意見ございますか。 

  山形委員。 

○山形副委員長 堆肥センターの管理の中を見ると、

もう修繕費が722万3,000円ととてつもない金額な

ので、この金額を見ると、やはりこの先考えると、

このお金もさることながら、やっぱりこういった

ところももう一度ちゃんと見直ししないと、修繕

費だけでもこれかかるというのはちょっと異常だ

と私は感じますので、毎年毎年更新とか交換とか

も多少はやむを得ないんでしょうけれども、その

辺もちょっと真剣に考えていただかないと、修繕

できればすぐできるというふうに思われても困り

ますので、皆さんの税金なので、その辺はしっか

りと改善していただきたいなと思います。 

○星委員長 そのほかございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 そうですね、改善すべき点ということ

で意見をいただきました。 

  小島委員が聞きたいことがありましたので、小

島委員の意見で新たに疑義が生じましたので、一

度質疑に戻ります。 

  小島委員、お願いします。 

○小島委員 もうこれは私確認したわけではないん

ですけれども、堆肥センターを処分するとかいろ

いろ新たな動きを検討するというようなお話があ

りました。うわさを聞いたんですけれども、実際

にはどんな状況だったのか確認したいと思います。 

○星委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 現在、新たな動きというか、

あの堆肥センターを利用したいとか、多分思って

いる業者はいるかもしれませんが、市としては、

今後どうするかというのは今年度検討へ入ったと

ころで、方向性は出していないところです。 

  ただ、委員からお話があったように、毎年赤字

が続いていると、修繕料もかさんでいるというと

ころで、収入増やすためには修繕しなくちゃなら

ないんですけれども、そうするとまた赤字が逆に

増えてしまうというところで、ただ、こちら施設

ができてから、実際利用している農家さんもいら

っしゃるので、農家さんのもし施設がなくなった

ときの行き先も考えなくちゃならないというとこ

ろで、これからは農家さんも含めて検討していき

たいと思います。 

○星委員長 それでは、鈴木委員から意見が出され

ました拓陽キスミルにつきまして、皆さんの意見

を聞きたいと思います。 

  拓陽キスミルを効果をどのように、効果が出る

ような形で、意見のほうを、もう一度キスミルの

ことをもう一度意見のほうをお願いします。 

○鈴木委員 いや、これは別に決算の意見なので、

決算はこれはいいでしょう。別に問題ないでしょ

う。 

  ただ、毎年予算を取って、お金を使いました、
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こういうことをやっていましたじゃなくて、きち

んと目的を達成できるような、どこに着地点があ

ったのかをきちんと明確にして、そういった類い

のことなので、学生の支援ということもあると思

うので、そっちを見ても、そういう形で取り組ん

でくださいという、ただ、それだけですね。 

○星委員長 ここにつきまして、皆さんの御意見を

お聞きしたいと思いますが。 

○小島委員 私もちょっと那須拓陽高校のほうでお

話を伺ったことあるんですけれども、２年前です

けれども、腸まで届く乳酸菌を今開発中なんだと

いうような話がありまして、そこまで、腸まで届

くというと、今はやりの腸内フローラをよくする

とかいろいろな機能性が付加されるんではないか

なと思っているんですけれども、そういうものを

確認しながら、そういうキスミルと同じものを那

須拓陽キスミルという名前でどこかの企業にお願

いするとか、それじゃなければ、あれですね、委

託生産をしてもらうとか、そういうものも考えら

れると思いますけれども、そんなところも検討し

たほうがいいんじゃないかなと思っております。 

○星委員長 そのほか御意見ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 それでは、ほかに討議すべき点、また

内容はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 討議すべき内容がないようでしたら、

ここで議員間討議と併せて質疑も終結したいと思

いますが、ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異義ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論終結し、

これより採決いたします。 

  認定第１号 令和元年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については原案のとおり認定すべ

きものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  農務畜産課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 零時０１分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○星委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会を

再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎農林整備課の審査 

○星委員長 ただいまから農林整備課の審査に入り

ます。 

  農林整備課の皆さん、お疲れさまです。 

  農林整備課については、建設経済常任委員会に

対する付託案件がありませんので、ここで建設経

済常任委員会を予算常任委員会（第三分科会）に

切り替えて審査をいたします。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７５号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○星委員長 議案第75号 令和２年度那須塩原市一

般会計補正予算（第６号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○室井農林整備課長 （議案第75号について説明） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  小島委員。 

○小島委員 16ページの土地改良地区の整備事業費

の塩原土地改良区の基盤整備等なんですけれども、

現状の報告を教えていただけますか。 

○星委員長 課長。 

○室井農林整備課長 塩原土地改良区２か所ありま

して、一つが上の原地区のポンプの更新、もう一

つが宇都野地区のポンプの更新です。 

〔「了解しました」と言う人あり〕 

○星委員長 そのほかございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

ます。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第75号 令和２年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第75号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  続きまして、予算常任委員会（第三分科会）を

決算審査特別委員会（第三分科会）に切り替えて

審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、議員

間討議、討論、採決 

○星委員長 認定第１号 令和元年度那須塩原市一

般会計歳入歳出決算認定についてを議題といたし

ます。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○室井農林整備課長 （認定第１号について説明） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  小島委員。 

○小島委員 228ページから229ページの地籍調査事

業をやっていますけれども、この地籍調査事業は

目標面積に対して大体進捗率というのは、今、那

須塩原市はどのくらいなのかお伺いいたします。 

○星委員長 係長。 
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○須藤地籍調査係長 現在の進捗率は、58.7％とな

ってございます。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  森本委員。 

○森本委員 220ページの多面的機能支払交付金の

部分ですけれども、300万円ほどの差額になった

のが交付団体減が原因だということなんですけれ

ども、どのぐらい減に、団体数が減になったのか

お聞きします。 

○星委員長 課長。 

○室井農林整備課長 農地維持支払として49団体が

39団体、続きまして、資源向上支払、共同活動に

つきまして41団体が39団体になりました。 

  以上です。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 主な減の原因がこれということは、交

付金が4,000万円くらい、これで減るということ

なんでしょうか。 

○星委員長 課長。 

○室井農林整備課長 農地維持49から39になった時

点で、前年度１億1,826万6,500円で、それが

8,367万8,000円ということで、主にそこで大きく

減っていることと、資源向上のほうにつきまして

も6,094万9,044円が4,165万3,000円ということで、

その２つでかなり減っているということになりま

す。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 また、森本委員の質疑のあった220ペ

ージの多面的機能支払交付金事業、農地維持事業

ですか、これ、団体が減っていることで何か問題

は生じていないかということだけですか。 

○星委員長 課長補佐。 

○村木農林整備課長補佐 特には、今のところそう

いう報告はないですが、農地をやっぱり維持する

ためには、そういう組織がないと耕作放棄地とか

増えてくる可能性はあります。今のところは、特

別その地区から不具合が出たという報告はまだ頂

いていません。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 ちょっと詳しくないので、ざっくりの

感覚で聞くんですけれども、そういう管理してい

かなきゃいけない全体の面積はどれぐらいあって、

例えば、組織が全部か、エリアをこういうところ

で管理していかなきゃいけないなという状況もあ

るだろうというところの何割ぐらいは管理団体、

一つもなくなっているような状態なのか。面積の

話か。 

○星委員長 課長補佐。 

○村木農林整備課長補佐 そこまでちょっと把握は

していないです。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  小島委員。 

○小島委員 すみません、231ページで鳥獣対策費

ということで見てみるんですけれども、この間、

箱の森のほうからかなり猿も増えてきたというみ

たいな話なんですけれども、特に鹿なんかはかな

り捕獲しているということなので、災害、鳥獣被

害との関係についてはどのようになっているか、

お伺いいたします。 

○星委員長 課長。 

○室井農林整備課長 被害をどう思っているかとい

うことなんですけれども、被害自体は年度によっ

ても変わるかなと思うんですけれども、特に、今

年につきましては、熊とかそういうふうなので、

結構農地が荒らされているというのは聞いており

ます。ただ、鹿・猿につきましては、あまり極端

に変わっていない、猿については減少しているか

なと思われます。 

〔「分かりました」と言う人あり〕 
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○星委員長 そのほかございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

ます。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見はご

ざいますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  認定第１号 令和元年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  農林整備課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時３４分 

 

再開 午後 １時４４分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたし

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎商工観光課の審査 

○星委員長 ただいまから商工観光課の審査に入り

ます。 

  商工観光課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９２号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○星委員長 それでは、議案第92号 契約の変更に

ついてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○高久商工観光課長 （議案第92号について説明） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 なかなか減のほうにいくのは珍しいか

なと思って。 

  この経緯として、どこからこういう提案という

があった発端なのかということ。出たのかなとい

うふうにちょっと思いました。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 当初、木チップ廃棄物の関係

なんですけれども、こちら、造園業者に確認をい

たしまして、チップの腐植土から土７対木チップ

３の割合で混合すると腐葉土として利用ができる

ということが判明したため、まず廃棄物の木チッ

プにつきましては、こういったような対応をさせ

ていただいたところでございます。 

  ボックスカルバート、要は耐震性の関係なんで
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すが、今、自然災害が頻発に災害発生していると

いう中で、排水口の部分、安心安全を工事という

ような観点からこちらのボックスカルバートを使

っての工事という形に変更させていただいたとこ

ろでございます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 カルバートはいいけれども、それはそ

れで。 

  これどういう状況で、もともと委託内容の中に

造園業者は関係していたんでしょうか。それとも、

どこかから情報を聞き取ってこういう使い方があ

るんだけれどというふうにあちらが提案をしたの

か、その辺ですね。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 その詳細につきましては、植

木のほうで、係長のほうでちょっと御説明をさせ

ていただきます。 

○星委員長 係長。 

○植木企業立地係長 先ほどのご質問の件ですが、

土木工事の中において、団地の周囲に15ｍ幅の植

栽をする予定がございます。そこに植栽をする関

係の造園業者がございまして、そこの提案で    

で実施いたしましたということでございます。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  森本委員。 

○森本委員 ちょっと意地悪かもしれないですけれ

ども、例えばそういう３対７だったら腐葉土とし

て使えるとかそういうのというのは、かなり特殊

なことなんですか。最初から分からなかったのか

なというふうにちょっと疑問に感じたのですけれ

ども、珍しいことなのかということ教えてくださ

い。 

○星委員長 係長。 

○植木企業立地係長 もともとは現場の土を利用し

て植栽をする予定だったのですが、どうしても根

が張る土ではなかったというところから土を購入

するかという話がまずスタートしたんですよね。 

  その後、調整池を掘削したときに地山というも

ともとの土が、いい黒土が出てきまして、その土

と混合することによって利活用できるということ

が判明したというところでございます。 

  もともと土の腐食具合から腐葉土として利用す

るというよりは、もう産廃物として処分しようと

いう意見もあったのですが、そこまで検討はして

おりませんでした。 

  以上です。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  山形副委員長。 

○山形副委員長 先ほどの台風15号、19号などの自

然災害があるということで、ボックスカルバート

のほうに変更するということなんですが、こちら

は、もちろん最初に予定はなかったんですが、こ

ういうことになったということは、業者さんから

来たのか、それとも市側からきたのかという、ボ

ックスカルバートになった経緯みたいなものはど

ういうふうな感じ。 

○星委員長 係長。 

○植木企業立地係長 当初、産業団地内の道路に入

っている汚水管については、マンホールの接合は、

必ず耐震の継手を使ってやっていたんですけれど

も、地中にどうしても河川放流する、ボックスカ

ルバートについては地中に埋めて大きいものだっ

たので、当初もともとは設計は出ていなかったん

ですが、やはり設計をしたその後、19号、15号、

被害が大変大きくて我々市のほうで操業する企業

様の安全を確保するというのがまず前提にありま

したので、その後づけで市のほうで変更を考えて

決定しました。 

  ですから業者さんからの提案とかではないこと

でございます。 
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  以上です。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  質疑の途中ですが、議員間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので議員間討議及び質疑

を終了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので討論を終結したいと

思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第92号 契約の変更については原案のとお

り可決すべきものとすることに異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第92号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７５号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

 

○星委員長 ここで、建設経済常任委員会を予算常

任委員会（第三分科会）に切り替えて審査を行い

ます。 

  議案第75号 令和２年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○高久商工観光課長 （議案第75号について説明） 

○星委員長 ここで15分間の休憩に入ります。 

  会議の再開は２時15分から再開いたします。 

 

休憩 午後 １時５９分 

 

再開 午後 ２時１２分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き会議を再開いたしま

す。 

  説明が終わりましたので、質疑を許します。 

  森本委員。 

○森本委員 16ページの那須塩原市持続化給付金な

んですけれども、中小企業に15万円、そして個人

事業主に８万円の給付をするということなんです

けれども、これの積算の根拠を教えてください。 

○星委員長 課長補佐。 

○井上商工観光課長補佐 こちらは、持続化給付金

のほうと家賃支援金のほうでのおおむね全体で３

億というふうなところありますけれども、まず、

この予算というふうな部分もあるんですけれども、

持続化給付金に該当するであろうと思われる法人、

個人が約1,550件あるでしょうというふうな見方

と、家賃に該当する方が950店舗あるというふう

な数字の中から、予算案の中から割り出した数字

になっております。 

  また、この数字におかれましては、セーフティ

ネットの４月から６月までの数字とか、あとは、

28年の経済センサスの店舗数とかそういうところ

から割り出してきて、この数字になっております。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 そうすると、総額があっての何かとい
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う計算の仕方でよろしいでしょうか。 

○星委員長 課長補佐。 

○井上商工観光課長補佐 そうですね、予算の枠の

中での店舗数からの単価というふうになっており

ます。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 では、今、森本委員のところと同じな

んですが、この上のプレミアム付商品券の分なん

ですけれども、今回の補正は１億円ということで

補正がされるわけですけれども、この前本来であ

れば旧年度中に発行すべきプレミアム付商品券

10％だったわけですよね。 

  期限はないということでありましたけれども、

単純に考えて、予算を使いました。補助金を出し

ました、ところが、実際にはその事業が行われま

せんでした。持ち越しになった。コロナなので、

考え方によっては運よくという表現もできるかも

しれませんけれども、実際に補助金を出した市側

としては、その事業が行われるべき年に行われな

かったら返せよと。極端に言えば。ということだ

ってあり得るんじゃないかなという。 

  そういったこの補助金に対する議論というのは

されたのかちょっと確認。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 繰越しになった10％のプレミ

アム商品券、こちらにつきましては、４月にコロ

ナ禍の中で、まず、商品券の発行というのを考え

たときに、10％のプレミアムというのを至急出さ

せていただきたいというところがございました。 

  昨年度の中でこれまで通年型のその無期限の商

品券の申請をしたことがないということで、確か

に私もちょっといろいろ財務局とか一緒に行って

話をしてきたんですが、セキュリティーの関係と

かの要綱の設置とかの書類の関係、あとは申請が

かなり多いということで、なかなか受け付けてか

らの不認可の部分の時間をかなり要するというと

ころがございましたので、まず昨年度の事業につ

いては、そういったもろもろの事情もあって今年

度に引き継ぐという結論を出した中で、大至急４

月、５月にやってくださいということで、何回か

財務局に部長も同席して一緒に行って掛け合った

ところもあったんですけれども、結果的にこの時

期の許可になったというような事実がございます。 

  これが出たと同時に、コロナ対策、経済対策と

いうことで、市のほうでも我々のほうでもプレミ

アム商品券を早くちょっと出したいという施策が

ありましたんで、結果的に今のタイミングになっ

たという事実があるんですが、10％のプレミアム、

無期限のプレミアム券につきましては、当然登録

した事業者に使っていただけるもの。 

  今回お諮りさせていただいている20％の商品券

というのは、こちら期限をつけて、地元の商店街

の皆さん方にお使いいただけるようにというよう

な形でちょっと色分けをした中で、結果的にこの

コロナ禍の中でプレミアム商品券をさせていただ

きたいというような結論の中で進めたものでござ

います。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 それは分かるんですけれども、私が言

っている部分というのは、どういうふうに協議さ

れたのかなということです。 

  答えにくいかな。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 これ自体を反対しているとかそういう

ことじゃないです。 

  結果的によかったんだから、結果オーライとい

うことはそれはそれでいいと思うんですけれども、

ただ、やはり市から持ち出す補助金ですから、そ

れに関してはもう少し、商工会に対しても、やっ

ぱりしっかりとしたスタンスで物を言っていくべ
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きだったんじゃないかなと、そこがちょっと気に

なるんです。 

○星委員長 部長。 

○冨山産業観光部長 確かにこれ去年の事業でござ

いました。 

  商工会のほうでもちょっと担当していた課長さ

ん、ちょっといろいろ不幸があったというような

ところでちょっと止まっちゃったところがあって、

内容がその課長しか分からなかったというような

そんな部分があって、ちょっと引継ぎでいろいろ

あったりしたもんですからその中で繰越しという

ことにはなってしまいました。大変申し訳ない。 

  ただ、その趣旨として10％上乗せした共通の商

品券、これも発行しようということでは考えてお

りましたので、ちょっと時期的には遅れてしまい

ましたけれども、本年度発行ということでござい

ます。 

  それにちょっと利用してじゃないですけれども、

そこに今回のプレミアム商品券もちょっとつけさ

せていただきたいというところでやったものです

ので、本来であればちゃんとした年度の途中でき

ちっとやるべきものだとは思いますけれども、今

後ちょっとそういうものはないようにはやってい

きたいとふうには思います。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 こういうことが何度もあるというのは、

もちろん考えにくいですけれども、やはりこれだ

けじゃないと思いますので、補助金様々もありま

すから、そういったことも考えてぜひ今後もやっ

ていただきたい。 

○星委員長 議事進行をここで副委員長と変わりま

す。 

（委員長、副委員長と交代） 

○山形副委員長 星委員長。 

○星委員長 同じ場所なんですが、持続化給付金の

件でお聞きしたいんですが、田村議員が質疑のと

きにみなし法人の質疑をされましたが、答弁とし

ましては、みなし法人は考えていないということ

でした。 

  みなし法人も様々な形態がありまして、やはり

きちんと地域に密着をして地域に還元しているみ

なし法人もあれば、例えば共同アンテナ的な部分

でそうやって組合をつくらないと補助が下りない

ので組合をつくったというだけのみなし法人なん

かも、様々な形態があるんです。 

  その中で分別をしていくというのは、大変に難

しいことではあるかとは思うんですけれども、き

ちんと地域の中で根差して地域の中に還元をして

いる貢献をしているそういったみなし法人に対し

て、売上げが減少したというものに対して一律に

分けて給付しませんよということに関しては、要

は課内の中でそこをきちんと話合いがされたのか

どうかをお伺いいたします。 

○山形副委員長 課長補佐。 

○井上商工観光課長補佐 こちらは、まずは基本的

には対象者は国に倣った対象者にしていきたいと

いうふうな部分と、課税的なみなし法人は市内に

は１か所しかないというふうなところを課税課の

ほうから確認しております。 

  そのようなところから、今後、星委員長のほう

からあるようなところがあれば確認をしたいと思

うんですけれども、現在取られている課税対象の

みなし法人は１件、１事業者というふうになって

おります。 

  そのようなところから、今のところは国に倣っ

て該当しない予定でおります。 

  以上です。 

○山形副委員長 星委員長。 

○星委員長 それでは、その１事業者は対象であっ

ても数が少ないから国に倣ってやりませんという
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ことの考えでよろしいでしょうか。 

○山形副委員長 課長補佐。 

○井上商工観光課長補佐 数が少ないからではなく

て、国に倣ってというのが基本であります。 

  以上です。 

○山形副委員長 星委員長。 

○星委員長 国のほうでもここに関しては、かなり

話合いも進めていましてなかなかやはりみなし法

人、国全体で言うと、かなり何万という数もあり

ますので、精査が仕切れない。 

  やはりこういった持続化給付金ということは、

平等にという部分もあるのでなかなか難しかった

のかなとは思うんですけれども、では、国会議員

のほうにもこちらのほうは相談をしていたところ

で、国会議員のほうもかなり国のほうにはプッシ

ュはしていただいていたところなんですが、なか

なか通らなかったという実情もありまして、でき

ればやはりこちら地方のほうになりますと持続化

給付金のほうをしっかりと地方で細かく掌握をし

たものを、こちら持続化給付金を使って対策はと

れないかという部分でのちょっとアドバイスもい

ただいていたものですから、また改めてここで提

案を言わせていただいているところではあるんで

すが、そういったところでの御検討いただければ

と思うんですが。 

○山形副委員長 課長補佐。 

○井上商工観光課長補佐 星委員長がおっしゃると

おり、国のほうでも大分議論なされているのは

我々のほうも情報として入れております。 

  今後、国のほうの情報を得ながら、市のほうと

しても今、言われたような市内のというふうな部

分で検討はしてみたいと思います。 

  以上です。 

○山形副委員長 ここで議事進行を星委員長に交代

いたします。 

（副委員長、委員長と交代） 

○星委員長 続きまして、質疑ございませんか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 歳入についての説明がなかったんです

けれども、執行する歳出事業についての財源につ

いての説明を。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 歳出のみの説明で大変申し訳

ございませんでした。 

  まず、さきに申し上げた歳出のＰＣＲ検査、こ

ちらにつきましては入湯税の増額、並びに企画政

策課のほうで行っているクラウドファンディング

これによってこの費用を賄うという形での歳入予

算を組んでいるようなところでございます。 

  今申し上げた持続化給付金等、新規事業の関係

につきましては、予算執行計画書の２ページにな

ります。 

  ２ページの15款国庫支出金、総務費国庫補助金

の２項１目のちょうど中段になるんですが、商工

振興費に充当という形で２億5,600万7,000円、こ

ちら記載されているところでございます。 

  こちらにつきましては、地方創生臨時交付金、

こちらで財源を賄うという部分の金額でございま

す。 

  あわせて、これで不足する分につきましては、

年度当初に事業をいろいろ削減しまして捻出した

一般財源のほうから支出をしてこの財源を賄うと

いうようなところでございます。 

  説明漏れて大変失礼いたしました。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 後ろのほうからちょっと。 

  国と一般財源との割合はどうなんですか。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 まず、地方創生臨時交付金が

国のほうの交付金でございます。今回の持続化給
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付金、家賃支援給付金、３密防止という形で今、

御説明申し上げた金額でございますが、国のほう

について約６割の交付金という形になっておりま

す。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 今言ったように16ページの商工費のと

ころの事業は新規３つでありますけれども、今、

３密防止に関しては６割と答えたんですけれども、

そういうふうに答えられると、ではその上の市内

共通商品券はどうですかとなるから、細かく言う

とその下の割合はどうだったんですかと伺いまし

た。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 大変失礼いたしました。 

  まず、共通商品券の１億のプレミアム上乗せ分、

こちらにつきましては、事業を削減して捻出した

一般財源のほうから全て支出しているところでご

ざいます。 

  先ほど今、申し上げました持続化給付金、家賃

支援給付金、３密防止、こちら３億6,300万、こ

ちらにつきまして総合交付金で６割という形で御

説明をしたところでございます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 そうしたらやはりＰＣＲ検査は、入湯

税と１ページの１款１目の５項１目だとそちらで

言わないんですけれども、そこに書いてあるのが

入湯税だと。そうだろうと思っているんですけれ

ども、それだと。 

  それと、もう一つ言っていたところは、ページ

のところにあるようなのですか。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 大変ちょっと説明が不足して

おりまして、失礼いたしました。 

  委員おっしゃるとおり、まず入湯税につきまし

ては、１款５項１目入湯税の2,040万です。 

  ちょっとお待ちください。 

  すみません、それで、クラウドファンディング

と今申し上げたもの、こちらが５ページの19款繰

入金というところのふるさと基金繰入金1,560万、

こちらでございます。合計3,600万という形にな

ります。大変失礼いたしました。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 ＰＣＲ検査のことでちょっとお伺いし

たいんですけれども、3,600万で3,600人に補助す

るということなんですけれども、補助ということ

ですから、受ける人の自己負担の部分はあるんで

すか、それともないか。ちょっと教えてください。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 今、委員おっしゃるとおり自

己負担、当初制度設計したとき１万円という形で

考えておりました。 

  今、いろいろ説明会に回って御意見賜っている

中でなんですが、まず、多くの従業員の方受けさ

せるのに自己負担がちょっと高いんじゃないか、

より低くしていただいて多くの方に受けていただ

きたいというのもございますし、ここで隠すわけ

にもいかないので、委員さんのほうに届いたアン

ケート結果、こちらについても自己負担の関係も

書かれている部分もございます。 

  ということで、当初１万円という形で考えてい

たんですが、より自己負担というものを少なくし

て説明会では3,000円とか5,000円とかというお話

にもあったところなんですが、今、ＰＣＲの検査

の費用というのが２万から３万という形でやって

いるところなんですが、いろいろ多くのところで

やれるようになって、費用も少なくなってきてい

るんで、今少しでも低い金額で同等の検査ができ

るようなところというのも調査しているところで

ございますので、可能な限り自己負担というのは

１万円以下、御要望に応じて3,000円から5,000円
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とかというところで負担をいただいて検査をして

いくというような形で、今、制度のほう設計して

いるところでございます。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 もう一つ。 

  今度入湯税を上げるという、これでいくと10月

１日から３月まではもう市の補助金で進められる

んですね。 

  入湯税上げるというのは、どこからどこの必要

性があって入湯税を上げるんですか。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 内部で検討したところなんで

すけれども、最終的には名称は仮称なんですが宿

泊税的なものを、新しい新税、法定外目的税をつ

くりまして、その法定外目的税の中でこれからの

観光、あるいは市民の皆様に安価に受けられるよ

うなＰＣＲ検査等々できないかなというところで、

新税の設置を考えたところでございます。 

  しかしながら、国との協議と法定目的外の税金

というのは期間がちょっとかかるということで、

最低でも１年３か月とか４か月というところがか

かりますので、その法定外目的税、今も議論して

いるところなのでそれができるまでの間、入湯税

を上げさせていただいて暫定的にこのＰＣＲの検

査の財源を確保できないかというようなところで

今回入湯税の増額というところに至ったところで

ございます。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 3,600万円で結局自己負担だったら、

その半年間はその財源でオーケーなんじゃないか

な。 

  入湯税の話は、入湯税が必要だという理由には

ならないような感じがするんですけれども。そこ

をちょっと確認したいんですけれども。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 今、検査費のほうちょっと医

療機関のほうで申し上げないでくれということな

ので、ちょっとはっきりと申し上げないで申し訳

ないところなんですが、２万から３万という費用

がかかるという中で、今、仮に１万円というお話

ししました。そうすると当然、市の負担というの

が１万とか２万という形で出るというような検査

費全体から見て負担額を引くと、市のほうから出

る分がございます。 

  その不足分について、入湯税等で、あとクラウ

ドファンディングで確保するというような趣旨の

入湯税の値上げという形での対応でございます。 

  要は、１万円では検査ができないということで

すね。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 実際に自己負担を3,000円から5,000円

取るという話を今していたわけでしょう。 

  そうしたら、１万3,500円ぐらいになるんです

ね。 

  私も、実をいうとＰＣＲ検査の調べたら、安い

ところは１万円前後でやってあげますよというと

ころ、何か所かあるんですよね。 

  そうすると、この半年間であればこの予算だけ

で回るんではないかと私は思っていますけれども。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 今回この新しい観光のモデル

というところで今、信頼の関係、安心安全の関係

でＰＣＲ検査もお話したところなんですが、今回

そういった支出の部分については、全て今度は観

光客のところに行くんですけれども、要は、すみ

ません長くなって、このコロナ禍の中で、要は市

民の皆様の今度御意見になるんですが、これまで

肯定的に捉えていただいた観光施策というものが、

要は観光客、首都圏のほうからいらっしゃって、

それはもうコロナのウイルスをばらまく人たちだ
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みたいなそんなふうな認識を市民のラインアンケ

ートでも、あるいは市長のお耳にもいろいろ入っ

ていらっしゃるというところの事実がございます。 

  そういったその観光客の方にも責任を持ってい

ただいて観光をしていただく、そこにはある程度

の負担をいただくというような、入湯税なら入湯

税の負担のお金でその旅館用のＰＣＲ検査をやっ

て観光モデルの安心安全というものを担保すると

いうような、そんな趣旨の考えがございまして、

要は観光客からも責任を取ってもらって来ていた

だく、市民の方は観光客の方は我々に恩恵をいた

だける存在なんだというのは最終的に持って行き

たいというふうに考えているところです。 

○星委員長 入湯税の財源に関しては、所管が違う

んです。 

  小島委員。 

○小島委員 所管が違う。分かっています。 

  ただ関連しているので、実をいうと、ここで入

湯税と切り離せるなら私は賛成してもいいと思っ

ているんですよ。この補正予算に。 

  ただ、入湯税の関連…… 

〔発言する人あり〕 

○星委員長 質疑でお願いします。 

○小島委員 観光事業者ですね、特に温泉、旅館組

合とかそういう方々は、このＰＣＲ検査に対して

大体賛同を得られたのかどうか、確認したいと思

います。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 まず、２つ、板室地区と塩原

地区ございます。 

  板室地区について全ての皆さんから賛同いただ

いて観光モデルにという形で、この間新聞か何か

に出て発表されていたところです。 

  塩原の旅館組合、こちらのアンケートのとおり

なんですが、要は今説明を行っている中で、これ

まで反対だった方もＰＣＲするとかそんなお話も

聞いております。要はたくさんの我々のほうでも

丁寧に説明をして観光モデルに賛同していただく、

お願いするというのではなくて一緒にやっていた

だかないとこれは続くものではないので、丁寧な

説明をしてより多くの方に賛同を得たいなと。今

日の下野でも、昨日組合の方々の臨時会のほう開

催されて、観光モデル等についても了承いただい

たというようなことで、委員の人にもお聞きして

いる部分があるので、さらに丁寧な説明を加えて

塩原地区、少しでも多くの方に賛同して一緒にや

らせていただきたいなというふうに思っています。 

○星委員長 そのほか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 賛同ということは、この制度政策を理

解するという意味で改めてお伺いしたいんですけ

れども、もう一度確認したいんですけれども、こ

のＰＣＲ検査というのは医者から言わせると、症

状が何か分からない、単なる風邪かもしれないけ

れどもＰＣＲかもしれないという人を検査したこ

とによってＰＣＲと判断するための検査のスター

トだと思うんです。 

  そういうところで、この那須塩原市には今現在

いないので、出たら、市はそういう疑いがある人

は保健所行ったらでは検査してくださいというこ

とで検査して初めて陽性だとなれば濃厚接触者ま

で追っかけて潰していこうという対応が、国がや

ってる。同じだと思うんですよね。 

  今回いないところで、あえて検査をすることの

目的ということを改めて伺います。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 この新しい観光モデルなんで

すが、当然委員おっしゃるとおり疫学的な見地と

かいろいろあろうかとも思います。 

  今回やりたいという部分については、今、旅行
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客の皆さんも安心安全という部分をすごく気にか

けていらっしゃると思います。 

  旅館の皆さんも我々４月からちょっといろいろ

お話していく中で感染対策というものを少しでも

多くの旅館が徹底してやっていただけるというよ

うなところもございますので、多分そのＰＣＲ検

査、これは当然いろいろな御意見の中で毎日しな

いと駄目だろうとか、毎時間やらなきゃとかいろ

いろあろうかとは思うんですが、社会的な安心と

か信頼とかというそういったもので定期的に行い

たいという趣旨でございます。 

  要は観光地温泉街がそこまで感染対策をしてそ

れぞれ定期的にＰＣＲ検査までして安心安全に取

り組んでいるんだというその今、ＰＲを全国的に

してまいりたいというところもございます。 

  そういったものを旅館の皆さんとお話をしなが

ら進めさせていただきたいというふうに思ってい

るところです。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 分かりました。 

  それでは、月600で半年で3,600という予算の試

算が来ているんですけれども、月の600に対して

今度は20日間掛ける30と、30のほうの根拠という

のは、ちょっと今私理解できないんですけれども、

そこは教えてくれますか。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 当初制度設計をしたときに、

今、２つの医療機関で検査をしていただいており

ます。その医療機関の１日に検査ができる量とい

うところで30件というお話を賜りました。それで

20日間をかけて最大の人数を600件というふうに

したところでございます。 

  これは当然感染者が増えれば増えるほどその30

というのが少し少なくなったりとかというのは状

況に応じて変わるとは思うんですが、当初制度設

計をしたとき、30件できるんだというようなお話

をお聞きしまして、最大限の30人掛ける20日の

600という形で行ったところです。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 分かりましたけれども、取りあえず検

査可能なのは２つの病院で、10足す20だか15、15

だか分かりませんけれども30は検査できる。 

  そうすると、那須塩原市は誰もいないんだけれ

ども旅館の皆さんが受けたいと言えば、月、旅館

の皆さんだけで600人までは受けられますよとい

う発想ですよね、それを半年間やると、一応ここ

で3,600万の補正分は予算を取りたいということ

ですね。分かりました。 

  それと、では委託先というのは、ここでははっ

きり名前出ていないんですけれども、今言った２

つの病院でよろしいですか。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 おっしゃるとおり、医療機関

の２つという形になります。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 そうしたら、ちょっとさっき小島委員

の中で触れられたので、私の理解が悪いのかもし

れませんけれども、幾らかかるのかというのがま

ずはっきり分からないのです。 

  それから、ホテルの従業員さんの方がかかると

幾ら負担したらいいのかというのは、一応この試

算の中でどういうふうに、別に検査費用が幾らで

市がそのうちの幾らを負担して、病院には幾ら負

担するというふうに考えてこの制度設計をしたの

か。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 当初制度設計した際、医療機

関２つで２万から３万という形で、では個人負担

は１万で、その差額を市で補おう、それは財源は

入湯税等で賄おうとという形で進めたところなん
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ですが、先ほど申し上げたとおり、皆さん当然自

己負担多ければ多いほど旅館の皆さん大変だとい

う御意見も賜っていますので、まず自己負担を

3,000円程度に低くいたしまして、１万円の負担

で市のほうの持ち出し考えた部分があるんで、そ

れに見合ったできるだけ今２万、３万と私お話し

しましたけれども、いろいろちょっと調査をかけ

ておりまして、より低い事業所もしくは検査機関

と連携して、少しでも自己負担が低くできるよう

な方法という形で今ちょっと、いろいろ調査研究

という形で調べておるところでございます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 ということは、事業者さん側の   

  個人の負担額は3,000円以下で抑えて、そし

て、市の負担は１人当たり１万円の補助で抑えた

いと。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 すみません、今、はっきり１

万円とちょっと申し上げられないんですが、例え

ばそれが一万二、三千円とかになったらその人数

は少し減る形になるんです。 

  先ほど申し上げました旅館組合86の約平均５名

という形で430という形で最低限のライン押さえ

てあるんで、それは低くならないように、そして、

希望される方が受けられるような形という形で今

ちょっと制度設計をさせていただいているところ

です。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 あと、この辺の人はどうか分からない

けれども、東京都民の中には、心配だから自分が

かかっているか、かかっていても症状に出ない人

もいるので、人に移してしまうというキャリアみ

たいな人もいるので、検査を受けたいという人が

いるのだけれどもなかなか受けられない。 

  それから、症状がないと医者が受けさせてくれ

ない時期があるというのです。今ちょっと分から

ないんですけれども、ホテルの人が、ちょっと心

配だなと思ったら受けたいというときに、ここだ

けは質疑が言いたかったんですけれども、すぐ受

けられるのか、それともちょっと検査機関の関係

があるので１週間も待たないと受けられないのか。 

  そこはどういうふうな状態ですか、今。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 今の形で２つある医療機関に

曜日の予約という形で行っております。 

  ですので、医療機関の受入れの人数も当然ござ

いますので、空きがあるならば前日、前々日にそ

の医療機関に来た、今、執行機関でございますが、

行きたいというのであれば至急受けられるような

そんな形での取組をしたいと思っています。 

  明日とか明後日受けたいのに２週間後とか、そ

ういうふうにはならないようにはしたいというよ

うに思っています。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 そうですよね。 

  それで、そうすると保健所を通さないで直接ホ

テルでお客さん、自分も不安だと思えば、受けさ

せてくれといえば自由にこの費用の中で受けられ

るという制度とかになってほしいです。 
  すぐに受けられるというのかな、保健所通さな

くても受けられるというふうに考えてもよろしい

ですか。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 当然症状にもよると思うんで

すが、せきが出て熱があってとかという、そうい

った方については当然保健所のほうに行っていた

だかないと駄目かと思います。 

  当然無症状で、症状がなく、要はすみ分けをし

ないと問題があろうかとも思っていますので、そ

こは一概に受ける受けないとすぐ今は申し上げら
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れない、症状にもよりますし。 

  ただ、１週間も２週間も待たないで希望される

方は、その曜日に受けさせるような調整はしてま

いりたいというふうに考えています。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 やはりうつしちゃいけないという観点

が大事だと思うので、なるべく不安に思っている

人が熱が出てちょっと不安だといったら受けられ

るというふうになるのであれば、それはそれでい

いのかなというふうに思います。 

  あとは、これだけ予算を取って皆さん受けるか

どうかは分からないので、満額の金額だと思うん

で、満額使わないだろうからと思うんですよね。

想像するにね。 

  それはそれとして、最後に費用対効果というこ

とで、こういうのはなかなか予算を投入して、結

果を判断するのがなかなか難しい事業だと思うん

です。その中で、やっぱり後で、これはよかった

ね悪かったねという判断をする基準というか何か

目安というものをどういうふうに考えているかお

伺いします。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 まず、表に出る部分出ない部

分があろうかとも思っています。 

  まず、従業員の最前線で働いている皆さん、４

月、５月にＰＣＲを受けられないのかなんていう、

感染とかでお店の方とかでやってきた方というの

もいらっしゃいます。 

  これを機会に自分がちょっと不安になって思っ

ていらっしゃる部分、検査を受けていただいて、

まず不安を解消するというのが１点あるかと思い

ます。 

  また、県外の方々、これは、旅館でこういうこ

とをしているというのは、実はすごいＰＲをした

いというふうに思っています。コロナ禍だからこ

そ安心安全の取組、板室温泉、塩原温泉という形

で全国的に発信してまいりたいと思いますので、

究極の最終的な目標になってしまうんですけれど

も、まず、塩原温泉、板室温泉、要は数で言うな

らば宿泊客が今このままいけばどんどん減少して

いくかとは思うんですが、横並みもしくは上向き

になるよう、我々この新しい観光モデルをやるこ

と、かなり力を入れて取り組んでそういった形で

の成果というのを求めたいと思っています。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 最後に、単純に今この制度をつくろう

としたときに、今だとこのままいくと、来年の３

月までに来場者数が入場者数がこのぐらいになっ

てしまうかもしれないというのに対して何とかし

たいと。これをやればそれに対して１割は現状維

持だろうとか、１割ぐらいは逆に増すんじゃない

かとか、その辺はどういうふうに思っていますか。

数字に出るのが一番分かりやすいけれども。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 すみません、私の希望と推測

ということになってしまうんですが、このまま半

数以下の宿泊者数と、当然県民１人１家族旅行と

１月のＧｏＴｏキャンペーンが終わった後の閑散

期も非常に不安に思っています。 

  今の勢いのまま行って急に閑散期で落ちるとか

というようなこともあろうと思いますので、この

ＰＲをすることによって割合％はちょっと申し上

げられないですけれども、少しでも今より多くの

旅行が通常どおりに戻れるように徐々に上げてま

いりたいと。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 数字を言うのは難しいだろうと思いま

すけれども、これをやることによって、やらない

よりは、例えば効果が上がるだろうという、効果

としては目に見えないだろうということで、でも、
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やりたいという、やるべきだろうということで、

一般公募したということですね。了解しました。

いいです。 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

ます。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

  小島委員。 

○小島委員 このＰＣＲ検査について、私、８月27

日に一般質問でも言いましたけれども、にしなす

ケアネットとか、国際医療福祉大学の高橋先生と

いう方から意見、どういう意見がありますかとい

うことで質問をしたんですけれども、そのときに

高橋先生は、やっぱりいろいろＰＣＲ検査につい

ては問題がありますということで、聞くのは問題

があるということで、それでもう一度、具体的に

もうちょっと詳しく教えてくださいということで

メールをお願いしたんですよ。 

  ちょっとこのメールを皆さん、見たんですか。

もらっていますか。 

○星委員長 資料の…… 

○小島委員 じゃ、ここで読ませてもらいます。 

○星委員長 資料の配付のほうをお願いします。 

○小島委員 資料配付、じゃ、お願いします。 

〔資料配付〕 

○吉成委員 委員長、ちょっといいですか。 

○星委員長 はい。 

○吉成委員 本会議でもそうですけれども、資料を

出すのは構いませんけれども、これを丸々読むと

かということはやってないんで、そこは要約して

の説明でお願いします。 

○小島委員 分かっています。 

○星委員長 要約でお願いします。 

○小島委員 はい。 

  それじゃ、こういうことする必要もないんで、

先生にＰＣＲ検査のお話を伺ったところ、メール

が来たということで、簡単に最初だけはちょっと

読ませてもらいますけれども、観光関係者に対す

るＰＣＲ検査を行い、陰性であることを示して観

光客を誘致する考え方に関する私の考え方（恐ら

く感染症を専門に研究した医者の御意見も同様）

ということでございますけれども、考え方ですと

いうことで、１番目として、一度の検査で陰性で

もどの期間保証されるとかはお考えかということ

でございます。 

  １週間に１度の期間でも不十分かもしれません。

感染はいつ受けるか不明です。国民は現在までの

コロナに関する多くの情報を知っています。一度

この検査で陰性であっても、その後安全であると

いう保証はございません。これは多くの国民が理

解していると思います。 

  陰性を示せば観光客が増加することを期待する

ことはほとんどできないと思います。また、我々

医療関係者のほとんどは、そのように実際考えて

います。 

  検査は陰性でも偽陰性が少なからず認められま

すので…… 

○星委員長 あとは皆さんに読んでいただいて。 

○小島委員 だらだら読まなくても、今まではちょ

っと読ませてください。 

  陰性で全て感染しないと表現することは医学上

正しくなく、言えませんということでございます。 

  この２つの意見が一番メインの意見です。やは

り今、最初に鈴木委員も質問しましたけれども、

那須地区というのは、最終的に10名まで発生しま

したけれども、それ以降はコロナの感染者は出て

ないということでございまして、それは一つに高

橋先生方、国際医療福祉大学を含めまして、この

地域の医療機関がサーベランスなり、そういう検

査なりしていることによって抑えられたというふ
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うに考えるべきだろうと思っています。 

  そういう面では、高橋先生の意見はかなり尊重

されるべきかなと思っていますので、そういう面

で皆さん方の御判断をお願いしたいということで

す。 

○星委員長 小島委員、議員間討議ですので、皆さ

んの意見をお聞き……、意見交換ということで。 

○小島委員 そうです。そういうことです。 

○星委員長 皆さんの意見を聞きたいということで

よろしいですか。 

○小島委員 そうです。 

○星委員長 その意見を聞きたいのは、その医療機

関が今抑えていることから、コロナは抑えられて

いるのでＰＣＲ検査は必要ないという意見の交換

でよろしいですか。 

○小島委員 そういうことです。 

○星委員長 小島委員の意見に対して、ほかの委員

の御意見のほうはいかがですか。 

  森本委員。 

○森本委員 確かに、今の１人のお医者さんという

ことですよね。一つの意見としてはあるのかなと

いうふうには思います。 

  ただ、今回、目的としても、やはりそのＰＣＲ

検査を行うことによって、その地域の観光として

の信頼性を高めていくという目的というのは、な

くはないのかなと。 

  いわゆる医師としてのその判断と、政治的な部

分であったりとか、行政的な考え方というのは、

それはやっぱり違いがあって当然だと思うんです。 

  ただ、このＰＣＲの補正予算を通す、執行する

に当たっては、やはり先ほどもありましたけれど

も、旅館の負担部分があったりとか、そういう部

分で問題がないわけではないので、そこはやはり

きちんと理解を得る、先ほど課長からも話があり

ましたけれども、丁寧に説明をして理解を得てい

くということは必要だとは思いますけれども、医

師というのは、やっぱりお医者さんというのは、

どうしても医療的見地からの意味合いというのが

やっぱり強いというふうに思うので、そこをその

部分でも多分意見はお医者さんの中でも分かれる

ところでもあると思うのです。 

  それと同時に、この市長とかの判断である観光

地を盛り上げていきたいとか、その信用度を高め

ていきたい、そしてそのレスポンスツーリズムと

して、観光客、そして市民、そして事業所、そし

て市という部分もですけれども、そこで負担して

いきながら信頼を高めていくという考え方という

のはやはりありだなと思いますんで、私はこの補

正予算に関しては賛成の気持ちでいます。 

○星委員長 そのほか、委員からございますか。 

  玉野委員。 

○玉野委員 今、読ませていただいたというか、文

面の内容は医学的側面で考えた対応というような

であるからこそ、那須塩原としては観光としてウ

エルカムとして、そういう姿勢を示す、そういう

ことで予算と実行を実施していきたい。 

  この２つのことの最後がぶつかっては、このサ

イドをどうやって認識しているかということが、

これからの新しい観光のやり方だと。 

  だから、お客さん来るまでＰＲだけすればいい

んだというだけじゃなくて、しっかり今、このコ

ロナの対策はこうやっているんだと同時に、今後

何が出るか分からないけれども、那須塩原の観光

ウエルカムの姿勢は、その都度、ベストなものを

やっていくんだという態度だと思うんです。 

  その態度ということをＰＲという言い方をした

り、一人一人の認識としたりかもしませんけれど

も、これは執行部と塩原、板室の新しい認識の提

案だと思うんです。続きのと私は思います。 

○星委員長 吉成委員。 
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○吉成委員 今、今回提案されているＰＣＲなんで

すけれども、全国的にこういったことをやってい

るところはないのかなと、ちょっと調べてみたん

です。 

  そしたら、これは臨時交付金も使ったというこ

とではあるとは思うんですが、熱海市は何と

2,000業者、そして対象を7,500人、あそこ自体が

本当に観光で生きているところとも言えるんで、

思い切った事業施策を取ったんだろうとは思うん

ですけれども、自己負担は5,000円、ＰＣＲは希

望すれば当然受けられますという形を取っている

んです。 

  これはかなりインパクトがあったみたいです。

ただ、それを新しい観光の在り方というふうには

うたってはいないんです。 

  どうしてかというと、持続化交付金なんで当然、

期限がありますから、10月末ぐらいだったですか

ね、実際にＰＣＲ検査を希望すれば受けられるん

です。 

  だから、そういうふうな思い切った施策を取っ

ているところも全国的には間違いなくあるんだと

思うんです。これに関しては、市民の反対はなか

ったそうですというような情報を得ています。 

  今回、ここで一番の問題になるのは、やはりこ

のＰＣＲ検査、そして入湯税も絡みますけれども、

を出すに当たって、一番は当然、塩原温泉の人た

ちがどういう思いだったかという、そこがしっか

りとコンセンサスを得て出してきていれば問題な

かったんだろうと思うんです。 

  だから、そこら辺だと思うんですよ。やっぱり

ほかとは違うことをやろうということはよく分か

るんですけれども、そこがもう少し早い時期にコ

ンセンサスが得ていれば、様々な意見は多分なか

ったろうなと思います。 

  だから、せっかく発想としては悪くはないと思

うんですけれども、そこがちょっと残念だったと

いう感じをしています。 

  でも、このところの様々な報道等もあるし、議

会としても様々な対応しましょうということで努

力はしてきたわけですから、そういった観点から

いけば成功してほしいなと、そういう思いが私は

強いです。 

○星委員長 そのほかありますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 今回、宿泊施設の従業員等にＰＣＲ検

査を行うというのは、市内、それから市外に対す

るいわゆる安心・安全というもののＰＲというか、

認知を深めていくというようなことだろうという

ふうに思いました。 

  これで市内の人、それから観光客についても安

心・安全が確保されているという認識をしていた

だこうということなんだろうというふうに思って

おりました。 

  現実に東日本大震災の後に、似たようかどうか

は分かりませんが、農産物の全品放射線検査とい

うようなことがあったときに、やはり農家のほう

から、もし出た場合にはその後、那須塩原の農産

物は売れなくなるんじゃないかとかという、そう

いうようなお話があったときに、やはり消費者の

信頼を得るためにということで全品検査をやって

いたというようなお話も伺っているというところ

から、やはり消費者というのは今回、旅行者とい

うことになるんでしょうが、そういったところに

信頼を得るためには、今回の事業は必要なんでは

ないかなというふうに思っているというところで

ございますので、意見か、意見のほうは、この事

業についてはやっていただきたいというふうに思

います。 

○星委員長 そのほかありますか。 

  山形副委員長、お願いします。 
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○山形副委員長 私も積極的なこの観光客を誘致す

るというふうな感じでは、私もどちらかというと

賛成です。 

  しかし、今、吉成委員言ったように、ちょっと

拙速であった部分は否めない部分もあると思うん

です。また、ここまで来て逆に取り下げたら、逆

にもっとイメージダウンになっちゃうと思うんで

す。 

  例えば、観光地がびびっちゃってできなかった

というと、何となくイメージダウンにそっちのほ

うがなってしまうんじゃないかなというおそれが

あります。 

  また、小島委員には申し訳ないんですが、頂い

た６番目の計画では入湯税を350円も値上げする

と言って、下段に那須塩原市議会議員、市民の見

解、品格が問われますというふうなことをうたっ

ている人の話を僕は、僕がそういうふうな人の話

は聞きたくないです。 

  せっかく一生懸命こうやって皆さんで議論して

いるのに、入湯税だって手つけたくないですよ、

はっきり言って。そういったところは真剣に議論

をしているのに、この高橋先生ですか、その愚の

骨頂と言われると、私たち市議会議員もこんなに

真剣に話しして考えているのにちょっとそれは悲

しいなというところであります。 

  私は積極的にここまで来たらやっていただきた

いというふうな気持ちで頑張っていただきたいな

という意見でございます。 

○星委員長 どうぞ、鈴木委員。 

○鈴木委員 この医者の考えたこの専門家も言って

いると言ったら、もうこれ否定するものではなく

て、全くそのとおりだと私は思っていますし、た

またまこの６のところの下の品格を問われますと

いうことは、これはちょっと別にして、計画では

入湯税を350円に上がると今、聞きましたが、こ

の愚の骨頂というのじゃないんですけれども、観

光客が賛同し、来場するはずはないだろうと、私

もそんなように同じように感じます。 

  でありますけれども、やっぱり人というのは、

人の気持ちというか、感情的なものなんですけれ

ども、こうＰＲをやはりするということで、専門

家的なことはどうかは別として、一生懸命、観光

対策を行っている地域だなという意味においては、

効果があるのだろうというふうに、そちら側に立

ちたいなという気持ちはかなりあります。 

  それと、これを決定する経緯については、どち

らかというと上で決めて、ばっと行って、ここで

どうでしょうかと持っていった経緯はあるんです

けれども、もしかしたら誰かが検討されたんだけ

れども、これを急に出すんじゃなくて、現場の皆

さんとよく打合せして、こういうことで了解を取

っていれば、もうちょっと違う流れでこの議案と

して扱われたかなという気がするんです。 

  今は、それ一生懸命、執行部側が御説明に行っ

て、現場のほうに出歩いて理解を、細かいその医

学的見地はともかく、じゃこういうことをやろう

というふうに今なってきているということを伺っ

ているので、そういうことであれば、これは市民

といっても、業者の方だと、市民というかもちろ

ん平場の人もみんな思っているわけで、その人た

ちは特に利害がそんなにない人たちなので、わか

らないまま、うちらが審査を代表して言っている

だけですから、ただ結果的に言うと、直接影響の

ある観光客の、観光施設の皆さんと、それからこ

っちに来たいという思いの人の皆さんと、そのよ

うなＰＲ効果があるかないかについては判断は難

しいところですけれども、期待とかもある、私も

前向きに考えていきたいなというふうに、一定の

支持があれば考えたいと思います。 

  以上です。 



－256－ 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 このメール自体が私に来たメールです

ので、表現自体はちょっと私はどちらかと言えば

ニュートラルな人間なんですけれども、もうすご

くこのように専門家の方の意見に対してすごく、

どちらかというと賛成する立場なんで、そういう

つもりでここで書いていますから、あまり表現に

関しては勘違いしないでいただきたいということ

を一つ言っておきたいと思います。 

  もう一つは、実を言うと、医学者の意見はやっ

ぱりこれだと思うんです。実際。やはり国際医療

福祉大学でも菅間記念病院でも、この地域のコロ

ナをどうやって撲滅するかといって努力していた

わけです。 

  そういう中で、医者、お医者さんの立場として

言えば、こういう形が本当だと思うんです。感染

症の発症さえあれば、すぐに面倒見るという体制

さえつくれば大事だというのが医者の考え方だと

思うんです。 

  ただし、既に市のほうも、旅館組合の方々にア

タックしまして、私も一般質問のときに反対者を

どう扱うかという話もしました。 

  そうしたら、努力しますというお話で、ここま

で同意を得たということでございますので、これ

に今から反対するつまりはございませんけれども、

やはりこういうことをやるときには、一つの事案

があったときに専門家とかいろいろな方の意見を

聞きながら進めるというのは重要なことだと思っ

ています。 

  そういう面で、専門家の応援を受けるような提

案というのがいつも必要だろうかと思っています

ので、そんなところを今後は期待、お願いして、

今回の件については反対はしませんということで

す。 

○星委員長 ほかに討議すべき内容はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようでしたら、ここで議員間討議

と併せて質疑も終結したいと思いますが、ほかに

質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議はないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決をいたします。 

  議案第75号 令和２年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第75号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  ここで休憩に入ります。15分間休憩に入ります。 

  会議の再開は10分後、15時20分から会議を再開

いたします。 

 

休憩 午後 ３時１１分 

 

再開 午後 ３時２０分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き、会議を再開いたし

ます。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８１号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○星委員長 続きまして、議案第81号 令和２年度

那須塩原市産業団地造成事業特別会計補正予算

（第２号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○高久商工観光課長 （議案第81号について説明） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第81号 令和２年度那須塩原市産業団地造

成事業特別会計補正予算（第２号）は、原案のと

おり可決すべきものとすることに、異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第81号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、議員

間討議、討論、採決 

○星委員長 続きまして、予算常任委員会（第三分

科会）を決算審査特別委員会（第三分科会）に切

り替えて審査を行います。 

  認定第１号 令和元年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○高久商工観光課長 （認定第１号について説明） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  森本委員。 

○森本委員 まず、14ページ、歳入の部分ですけれ

ども、まちなか交流センター使用料というところ

なんですけれども、これって貸館の使用料という

か、貸館料でよろしいんでしょうか。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 ちょっと説明が不足していて

大変失礼いたしました。 

  まず、こちら厨房、フードコートの使用料、あ

と委員おっしゃられる貸館使用料301件ございま

した。こちらの使用料の合計という形になってお

ります。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 それぞれ例えば、和室とかキッズコー

ナーとか、それの詳細は分かりますか。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 件数ベースで、それぞれの部

屋ごとのというのはちょっと集計をしておりませ

んので、ちょっと今お示しできないということで

ございます。 
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○星委員長 森本委員。 

○森本委員 じゃ、聞き方変えます。 

  例えば、あまり貸館のないところとか、特別あ

るところとか、多いところとか、そういうところ

ではいかがでしょうか。 

○星委員長 副主幹。 

○小池まちなか交流センター副主幹 まず、前提と

して、使用料に算定されているものは、営利目的

の利用によるものということになります。 

  交流センター基本的原則無料で貸館している施

設なので、使用料をいただいているということは

営利目的での利用というのがまず前提になります。 

  営利目的の利用として、件数ベースになります

が、多いのは屋内広場、それから和室が76件ずつ、

営利目的での利用があります。 

  それから、次いで、キッチンスタジオが56件、

工作室が51件というふうに続きます。音楽室とか

駐車場といった辺りは、件数的には少ない件数に

なっております。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 たしか、あそこには貸館以外にもレン

タサイクルみたいなものがあったかと思うんです

けれども、レンタサイクルの使用状況いかがでし

ょうか。利用状況いかがですか。 

○星委員長 副主幹。 

○小池まちなか交流センター副主幹 レンタサイク

ルにつきましては、黒須駅前活性化委員会さんの

事業を会計を代理、代行してやっているというふ

うな形での位置づけになりますので、収入は市の

収入ではなく、会計処理を今、代行をして、スタ

ッフでやっているというふうなことになります。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 了解しました。 

  続きまして、237ページ、まちなか交流センタ

ーのことで少しお聞きしたいんですけれども、こ

ちらのほうは山本議員が今回質疑をされた部分で、

運営のほうについての質疑はどんな運営をしてい

るのかという、ファーマーズの運営についてとい

うことでも質疑があったかと思うんですけれども、

地域の黒磯駅前活性化委員会とか、あとは中にテ

ナントとして入っているチャレンジショップなど、

ショップなど入っていると思うんですけれども、

その辺とかとの運営の中での連携という部分とい

うのは、どういった形で管理というか、確認をさ

れているのかお伺いしたいと思います。 

○星委員長 館長。 

○大野まちなか交流センター館長 ただいまの御質

問いただいた件は、質疑の中でもあったという件

だと思うんですけれども、基本的にはファーマー

ズのほうに事務委託をしている内容になりますと、

まず現場業務としまして、開館に関する準備、準

備業務ですとか、貸館に関する業務、通常の貸館

業務、あとは通常の施設の維持管理業務と、あと

はまちなか交流センターに関する広報業務、あと

は各種講座の企画運営、実際のまちなか交流セン

ターが主催しています講座の企画ですとか、募集

ですとか、講師の手配とか、そういったものの業

務になります。 

  もう一つが、利用者からの運営に係る支援業務

ということで、まちなか交流センターの利用者の

方々で組織しています利用者会の運営ですとか、

利用者会で行います利用調整会議ですとか、そう

いった部分の運営の支援をしていただいている。 

  もう一つが、黒磯駅前活性化委員会に対する協

力業務ということで、先ほどのレンタサイクルな

んかもその一部でございますが、あとは駅前の活

性化委員会のほうで行っていますもーすけグッズ

というものがありまして、そのグッズ販売等に関

する支援業務ですとか、あとは、それ以外に実際

にイベントをされる際に、駅前活性化委員会のほ
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うでイベントをされる際に、これに対する支援等

が行っている業務でございます。 

  あとは、そういった業務が当然ございますので、

できるだけちょっと現在、コロナ禍の関係でなか

なか打合せ等も行えてない部分もちょっとあるん

ですけれども、活性化委員会の事業のなかなか決

まらないという点もございますけれども、そうい

った中で、定期的に打合せをしながらやっていき

たいという方針でやらせていただいています。 

  以上です。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 どういう業務かというのは、山本議員

の質疑のときにお聞きして分かっているようなん

ですけれども、コロナ禍でそれを確認するという

意味で、例えばそういった会議に関する打合せ関

係には、館長は参加されているんですか。 

○星委員長 館長。 

○大野まちなか交流センター館長 すみません、私、

４月から館長として赴任しているんですけれども、

実際４月の際に、３月までの中で今後、定期的に

打合せ等を持っていきたいということで、前年の

活性化委員会の方ですとか、話がされているとい

うことで引継ぎは受けております。 

  ただ、４月の時点で私のほうでも会長さんのほ

うに挨拶を行かせていただいたのですが、活性化

委員会のほう自体でもコロナ禍ということで会議

を自粛したりですとか、イベント自体がちょっと

やるのはどうなんだという部分もあるので、ちょ

っと打合せなんかもなかなかちょっと今の状態で

はできないようなというお話をいただいていまし

て、都度都度、会長さんがいらっしゃったりする

こともございますので、そういった打合せをさせ

ていただきながら、昨日もちょっとそういった話

でお声かけをいただいたので、直接的な委員会、

活性化委員会のお話ではなかったんですけれども、

打合せ等はさせていただいています。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 これ決算なんですよね。本年度のこと

を聞いているんじゃなくて、その館長、今年の４

月からということなんですけれども、その前のこ

の決算年度に館長はそれは参加されていて、その

話合いとかには、館長参加されていたということ

でよろしいんでしょうか。 

○星委員長 館長。 

○大野まちなか交流センター館長 失礼しました。 

  私は４月から赴任ですので、その辺、決算に関

しましては、参加は当然の別の部署におりました

ので、すみません、話合いには私自体は参加して

おりません。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 館長じゃなくて、前任の館長さんです

ね。 

○星委員長 館長。 

○大野まちなか交流センター館長 すみません、打

合せを当然、共同で打合せをする際には当然参加

させていただいたりですとか、あとは駅前活性化

委員会さんのほうで独自にやられる会議もござい

ますので、そういった中で、それ以外も連携する

打合せ等は、頻度がどうかという部分はあるかと

思うんですが、どの程度の頻度がベターなのかと

いう話はあるかと思うんですが、打合せを持って

いたということで確認はしております。 

○森本委員 分かりました。 

○星委員長 そのほか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 市政報告書の236ページの商工イベン

ト支援費（5001事業）の前年比が179万6,600円増

になった理由がアナウンスの仕方を変えたからと

いうふうに伺ったんですが、どう180万円アナウ

ンスの仕方を変えたというのは、内容をお聞かせ
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いただいてよろしいですか。 

○星委員長 課長補佐。 

○井上商工観光課長補佐 こちら職員の負担軽減を

下げるために、アナウンス業務のほうを業者のほ

うに依頼した分というふうになっております。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 ということは、２日間でおよそ180万

というアナウンス料だったということでよろしい

んでしょうか。 

○星委員長 課長補佐。 

○井上商工観光課長補佐 正確にはちょっと当時の

見積りまで確認はしてないので、必ずしも180万

が全てアナウンスだったとはちょっと言い切れな

い部分はございます。 

  ただ、今、細かい資料がちょっと今のところ手

元にはないんですが、大まかなものとしてはアナ

ウンス料が大きかったというふうなところです。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 じゃ、大まかにはもうほぼほぼこれに

近い金額が全てアナウンス業務ということで、こ

のアナウンス業務に関わった人というのは何名い

らっしゃるんでしょうか。その人が何名いて、職

員の負担軽減は何名負担軽減されたんでしょうか。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 大変申し訳ございません。人

数の詳細と費用対効果の検証という資料をちょっ

と持ち合わせておりませんので、今御回答できな

い形になってしまいます。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 時間があれば回答できるということな

んでしょうか。 

○星委員長 課長補佐。 

○井上商工観光課長補佐 昨年度の決算等の資料、

またその前のとありますので、比較すればできる

かと思います。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 聞きたいと思いますが、どのぐらい時

間かかりますか。 

○星委員長 課長補佐。 

○井上商工観光課長補佐 15分から20分あれば出る

かなと思います。 

○星委員長 暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ３時５１分 

 

再開 午後 ３時５１分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き会議を再開いたしま

す。 

  分かった時点でお答えいただきます。 

○井上商工観光課長補佐 係りの者がいますので、

今の話で調査のほうをさせてきますので。私のほ

うは終わり次第戻ります。 

○星委員長 そのほか質疑ございますか。 

  小島委員。 

○小島委員 245ページ、観光誘客促進事業費1,779

万、まず１つ目は温泉ガストロノミーモニターツ

アーとやったということですけれども、何人ぐら

い集まって、その結果、お客さんの反応なんかは

どうだったか、お伺いいたします。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 まず、ガストロノミーですが、

モニターツアーということで11月に板室、12月に

塩原で実施いたしました。板室につきましては、

18名のモニターの参加で実施をしたところでござ

います。塩原については25名の出席という形で、

今年度、来年度に向けてのモニターという形で初

めて実施したところなんですが、このアンケート、

実際歩いていく中で、それぞれの資源がたくさん

あるというところで、板室なんかはちょっと時間
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が延長しちゃって縮まっちゃったりとか、いろい

ろした部分もあるんです。あとは、案内の人にも

っと説明をしてもらえばよかったとか、そういっ

た検証した中で２回、この人数で実施したという

ところでございます。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 補助金で、観光局に誘客促進業務とい

う形で8,400万ちょっとぐらいあるんですけれど

も、かなり大きな金額です。これをどういう、観

光局との間で進捗管理とか、あとはどこをどうす

るとかという打合せみたいのはどんな形でやって

いるんですか。 

○星委員長 所長。 

○和氣観光振興センター所長 私、観光局のがある

センターの所長のほうに赴任していますので、状

況をお伝えしますと、人の連携につきましては、

市の観光振興の戦略等は市のほうで施策がござい

ますので、そちらのほうを基に観光局のほうでは

様々な事業の具体的な事業を実施していくわけな

んですけれども、進捗状況につきましては、当然

商工観光課の観光係のほうで逐一、月に、去年は、

昨年度は２回程度、戦略会議というのを設けてあ

りまして、局の戦略について会議をする場があり

ます。そちらのほうに商工観光課が参加いたしま

して、事業の進捗状況、どのような事業費がかか

っているか、例えば４つのコンテンツについては

今年度はどのように進めていくかというのは、そ

の会議の中に参加して把握をしております。 

  私のほうでも、財政的なところについては、補

助金についても一応どういう状況に使っていいか、

どういうものが補助対象になるか、これは補助対

象にならないかというのは逐一支援をして、中身

は見ているところです。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 観光部の局長なんかも変わったわけで

すけれども、引継ぎというのはどういう形で行わ

れているのか。 

○星委員長 所長。 

○和氣観光振興センター所長 局長が交代というこ

とでありまして、前任の局長さんにつきましては

途中の退職願をお預かりいたしまして、実際のと

ころは、年度末については出勤というか、役員な

ので常勤ではないので、あまり用務に関しては関

わっていなかったというのが事実なものですから、

新しい局長のほうは実際のところこういうものを

引き継いでというのは書面ではありましたが、新

市長の下、就任した局長でございますので、また

内容、事業の進行の仕方というのもある程度変わ

ってくるところがあるというのはありまして、実

際対面といいますか、そちらのほうで引継ぎとい

うのはなかったんですが、こういう考え方だとい

う書面での引継ぎがあったというところです。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 それでは、206ページの１項１目労働

対策費、この中の下側の20事業、中小企業退職金

共済加入促進補助金なんですが、減額になってい

るということで、これは補助金を出すぐらいです

から結構必要ですけれども、単純には今、入る人

が少ないのかなということになるんだと思うんで

すけれども、その辺のところの事情というのは、

まず人数がどうして減ったのかということ、教え

ていただければ。 

○星委員長 課長補佐。 

○井上商工観光課長補佐 こちらのほう、昨年度は

249名ということで、その前の年が334名というこ

とで、前年、平成30年度は従業員の退職に伴って、

さらにそういう方々が新規雇用されたのが進んで、

多くなったんじゃないかというふうに私どものほ

うは想像しております。 

○星委員長 鈴木委員。 
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○鈴木委員 退職されて、また減ったということな

のかな。 

○星委員長 課長補佐。 

○井上商工観光課長補佐 そのように取っておりま

す。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 了解しました。 

  続いて、235ページの最下段の創業者支援事業、

これが315万9,000円ということなんですが、増減

があるので増減の理由と、あとこれは支援事業と、

具体的なお金の支出は140万と185万9,000円とい

うこれだけなんですけれども、これの内訳、どん

なことに支出されているのか、お聞かせいただき

たいです。 

○星委員長 課長補佐。 

○井上商工観光課長補佐 今の創業支援事業という

ことで、まず両商工会のほうに、那須塩原市のほ

うが創業支援塾、西那須野商工会が創業塾、そう

いった塾のほうに70万円ずつ、２か所140万円、

こちらが創業支援事業の補助金となっております。 

  また、空き店舗チャレンジショップ設置事業と

いうことで、空き店舗を利用して創業した方に家

賃の２分の１を補助した事業が185万9,000円とな

っております。空き家を利用した新規の令和元年

度の採択者が４件ございます。これは空き家の家

賃のほうを12か月間補助しますので、平成30年度

から継続した業者も３件ございます。 

  以上でございます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 今までは比較して説明に入っていなか

ったということですか。 

○星委員長 課長補佐。 

○井上商工観光課長補佐 両商工会への補助金は低

額ですので、チャレンジショップの家賃のほうの

差額が、やっぱり借り始めた月とか家賃の額とか

によって差が出ているというふうに見ています。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 次、240ページの１項３目工業振興、

企業誘致事業の10事業についてお尋ねをしたいと

思います。 

  これは720万も使って、単純にあそこに造って

いる途中の工業団地に企業さん来てくださいとい

うことの一言で言えば営業費だと思っているんで

すけれども、確認します。今現在、確定している

申込みというのは幾つありますか。 

○星委員長 係長。 

○植木企業立地係長 今現在、正式なお申込みをい

ただいて決定している企業様につきましては、実

際公表しているとおり１社でございます。ただ、

実際こういうコロナ禍の中ですが、企業名とかそ

ういうのは申し上げられませんけれども、最近に

なって引き合い、引き合いというか御相談を受け

る機会も多くなりました。４月以降、今回も含め

まして２回ほど企業様の現地視察も進めておりま

すので、引き続き、今申込みに向けて邁進してい

るところでございます。申込みとしては１社でご

ざいます。 

  以上です。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 私の勘違いかどうか、その１社は何か

ちょっと待ってくれというか、辞退はしていない

のか、したのかもちょっと分からないけれども、

１社はあったと思ったんですけれども、コロナの

影響で取りやめたというような話は、まだそこは

ないんですね。 

○星委員長 係長。 

○植木企業立地係長 お申込みいただいて辞退され

たという企業様はいらっしゃらなかったです。昨

年度で比較すると、質疑の中でも答弁があったか

もしれないんですが、２社お話受けていましたが、
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コロナの進捗で先行き不透明というところで、お

申込み自体を、投資自体凍結すると、そういうお

話は頂戴しておりました。お申込み受けてやめた

というんじゃなくて、相談を受けていたんだけれ

ども、相談していたんだけれども、投資するお金

はちょっとないし、収めたいので、投資するのを

やめたというようなお話はございました。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 白か黒かみたいな言い方で言うと、１

社だけは、８区画の１社だけがきちんと企業立地

奨励金をもらうことで今進めているという理解で

よろしいですか。 

○星委員長 係長。 

○植木企業立地係長 そのとおりでございます。１

社はお申込みいただいて、その後も続けておりま

す。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 そうすると、これは700万かけて、昨

年度の実績が１社だったということになるのかな

と思うんですけれども、そうですね。 

  あと、ここに企業誘致審議会という報酬だと思

うのが入っているんですけれども、ここではどう

いう審議がされたんでしょうか。 

○星委員長 係長。 

○植木企業立地係長 基本、審議会につきましては

市で条例化させていただきました企業立地奨励金

の指定に関する、企業様の指定に関する審議にな

ってございます。昨年２社お申込みいただきまし

て、それの審議をさせていただいたものでござい

ます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 そうしましたらば、あと、この枠の下

段のほうに補助金というのがありまして、企業誘

致促進奨励金、それが250万、それから賃貸型立

地奨励金、２件で550万、これは支出しているん

だと思うんですけれども、ちょっとこれだとよく

分からないので、これらはどんなふうなお金の使

われ方をしたのか。 

○星委員長 係長。 

○植木企業立地係長 今回お支払いした企業様につ

きましては、条例が制定された平成29年度に指定

の申請をさせていただきまして、交付する条件を

満たしたのが昨年度だったものですから、内容と

しては２社の企業様にお金を執行させていただい

たところでございます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 これは固定資産税の減額とか、職員の

給与の補助みたいな、そういうことでしたか。も

う一回ちょっと確認したいんですけれども。 

○星委員長 係長。 

○植木企業立地係長 企業立地奨励金につきまして

は、おっしゃるとおり固定資産税の奨励でござい

ます。賃借対応型企業奨励金につきましては、今、

企業単位でもう親会社が部署をつくって、中に入

る、創業する子会社が賃貸をして創業するという

のがございますので、その賃料の補助でございま

す。 

  雇用促進奨励金につきましては、お一人当たり

雇用につきまして、うち10万円をお支払いすると

いうものでございますので、その雇用の奨励の部

分でございます。 

  以上でございます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 そういう状態の中で、こういう対象の

人がいて、あったということで了解しました。 

  あと２点ぐらい、ちょっと質問させてください。 

  245ページ、観光誘客促進事業費（25事業）の

下の198万円について。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 こちらの事業費につきまして
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は、観光ガイド、ガイドブック、こちらを２万

4,000部作らせていただきました。こちらになる

んですが、こういった形で、塩原、板室という形

で、こちらのガイドブックを２万4,000部作成し

まして、これをツールとして皆さんにこうして、

そんな業務でございます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 ２万4,000部の印刷代が198万円という

ことなんですね。 

○星委員長 課長。 

○高久商工観光課長 そうです。こちら観光局のほ

うに委託をして作って、印刷をかけてというとこ

ろまでの業務でございます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 了解しました。 

  一応確認で聞いておきたいところが２点ありま

して、246ページの塩原温泉活性化事業、42事業

で、うまいもんという言葉がちょっと耳に残った

んですけれども、これ、うまいもんと活性化事業

だけだとよくわからないので、230万何がしとい

う金額も、もうちょっと細かい御説明を受けたい

です。 

○星委員長 係長。 

○石川観光係長 今、塩原温活の補助金の内容につ

いてですけれども、市のほうから出しているお金

につきましては、まずこちら、地産地消というこ

とで、旬の食材で使うキャンペーンということで、

こちらが50万ほど使っております。うまいもんキ

ャンペーンです。大根ですとか、そういったもの

を使った振る舞いに使っています。 

  それから、ハナモモの植栽ということで主に約

120万ほど使っております。それに合わせまして、

あと地区のまちづくり協議会というのがございま

して、そちらの活動支援ということで、各地区に

支援金というものを出しております。そちらがお

おむね70万ということになります。 

  以上です。 

○星委員長 先ほどの相馬委員の質問の答弁です。 

  課長補佐。 

○井上商工観光課長補佐 今ちょっと係のもののほ

うでまとめていますので、間もなく来ると思うん

ですけれども、ちょっと窓口対応もありますので、

もう少々お待ちください。 

○星委員長 そのほか質疑ありませんか。 

○相馬委員 内容によってです。どの程度のアナウ

ンス業務というのは、要するに巻狩まつりといっ

て、恐らく２日間なんです。２日間の巻狩まつり、

恐らく出陣式と、それから本祭りとで180万とい

うことであると、何人の方が関わって、それをや

らなかった、180万かからなかった場合に、実際

にどれだけ、職員の負担の軽減というふうにおっ

しゃったので、職員の負担になっているのか。そ

の差がよく理解できていなかった、現時点でも理

解できていないので、ちょっとそれを聞きたいで

すけれども。 

  もしあれだったら、もう終わってから聞いても

いいので、今後本当にずっとアナウンス業務をそ

ういうふうにやっていくのか、予算のときにどう

だったのか、ちょっと実は今分からないでいるん

ですけれども、すぐ分からないようでしたら、後

で個人的に聞きに行きます。よろしいですか。 

○星委員長 それでは、ここで10分間休憩に入りま

す。 

  会議は４時20分に再開します。 

 

休憩 午後 ４時１２分 

 

再開 午後 ４時２０分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き会議を再開します。 
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  課長補佐。 

○井上商工観光課長補佐 大変お待たせしました。 

  相馬委員のほうの巻狩まつりの増額に関する内

容についてお答えしたいと思っております。 

  先ほど、当初アナウンス業務はかなり増えたと

いうことでしたけれども、アナウンス業務だけで

はないです。 

  まず、巻狩まつりの補助金で増額となった部分

は、こちら比較の179万6,600円のうちの140万円

が補助金として増額となっております。じゃ、そ

の増額は何かというふうな部分になりますけれど

も、まずは、先ほど言われたアナウンスの部分。

今まで職員２名で対応していた巻狩まつり当日の

影マイクというんですか、場内アナウンスとかメ

インではないほうの場内アナウンスのほう、そこ

に職員今まで２名いたところ、こちら業者のほう

からプロのほうに１名来ていただいたということ

で、こちらアナウンス代の増額としては10万円で

ということでございます。 

  また、大きく増えた部分としまして、会場のほ

うに水道設備の設置のほうをいたしました。これ

は祭りの日のみ、菅をつけて立ち上げるというん

ですか、そういったための水道管埋設の工事、工

事自体としては150万程度かかったという部分が

ありますので、そういった部分で補助金のほうが

増額をしているところです。 

  大変お待たせしてすみませんでした。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 分かりました。アナウンス料というこ

とではなくて、その水道工事も多くかかったとい

うことで理解しました。 

○井上商工観光課長補佐 大変お待たせしてすみま

せんでした。 

○星委員長 そのほか質疑ございますか。いいです

か。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

ます。 

  協議すべき点あるいは委員からの意見はござい

ますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  認定第１号 令和元年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については原案のとおり認定すべ

きものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第９号の説明、質疑、議員

間討議、討論、採決 

○星委員長 続きまして、認定第９号 令和元年度

那須塩原市産業団地造成事業特別会計歳入歳出決

算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 
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  課長。 

○高久商工観光課長 （認定第９号について説明） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

ます。 

  討議すべき点あるいは委員からの意見はござい

ますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  認定第９号 令和元年度那須塩原市産業団地造

成事業特別会計歳入歳出決算認定については原案

のとおり認定すべきものとすることに異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第９号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  商工観光課所管の審査事項は以上となります。 

ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時２７分 

 

再開 午後 ４時３０分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたし

ます。 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎農業委員会事務局の審査 

○星委員長 ただいまから農業委員会事務局の審査

に入ります。 

  農業委員会事務局の皆さん、お疲れさまです。 

  初めに、事務局長から御挨拶をお願いします。 

○田代農業委員会事務局長 （挨拶） 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、議員

間討議、討論、採決 

○星委員長 ここで建設経済常任委員会を決算審査

特別委員会（第三分科会）に切り替えて審査を行

います。 

  認定第１号 令和元年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

○田代農業委員会事務局長 （認定第１号について

説明） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  吉成委員。 

○吉成委員 やっぱり農業委員会というと、農地法

の３条、４条、５条というところが一番気になる

んですけれども、特に５条ということになるとは

思うんですが、ここの実績からいくと、今回、件

数が110件、面積が41万9,000何がしになっていま

す。これは昨年の実績と比較するとどういう変化
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があるんでしょうか。 

○星委員長 局長。 

○田代農業委員会事務局長 ５条の許可件数の比較

ということでございます。令和元年度110件でご

ざいますが、平成30年度は117件ということで、

おおよそ同数というところでございます。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 件数もそうですけれども、当然面積と

いう部分ではどうなんでしょうか。 

○星委員長 局長。 

○田代農業委員会事務局長 許可面積、こちらが令

和元年度は41万9,695㎡に対しまして、平成30年

度は25万7,308㎡ということで、16万2,387という

ことで、16haほど増えているというような状況で

ございます。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 16なんてすごい面積が増えているわけ

ですね。その要因、どういったところが転用され

てという部分になるのか、これをお聞かせくださ

い。 

○星委員長 係長。 

○佐藤農地係長 令和元年度なんですけれども、太

陽光事業でメガソーラーなど大きい面積の事業が

ありまして、そちらの面積がかなり大きかったと

いうことで増えております。 

  以上です。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 メガソーラーって、分かりましたけれ

ども、もうちょっと事例を挙げて、メガソーラー

の１つで16万㎡なのか。 

○星委員長 係長。 

○佐藤農地係長 一番大きいところですと、箭坪の

ところで１件で17ha近くですね、そういったとこ

ろがありますので、そこだけでもその増加分ぐら

いになるということであります。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 分かりました。 

  これに関して言うと、本来４月１日施行   

太陽光に関する市の条例があるので、当然協議等

が必要だったんですけれども、これに関して言う

と、農業委員会ではどんな意見が出て採択されて

太陽光が許可というのは、いいですか、聞けます

か。何か意見は出ましたか。 

○星委員長 局長。 

○田代農業委員会事務局長 やはり農地転用、農地

法に基づく許可要件で審査をしております。やは

り心情的にはというようなところでございますが、

許可要件が合致しているというところで、許可せ

ざるを得ないというような委員さんからの御意見

は頂戴したと記憶しております。ただ、それは総

会の中でそこまで突っ込んだかというと、ちょっ

と語弊があるかと思いますので、それはその委員

さんからそういった感想を持ったというふうに聞

いたというところでございます。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 これは農業委員さん、推進委員さん何

人で現地調査されたんですか。 

○星委員長 局長。 

○田代農業委員会事務局長 現地調査の体制でござ

いますが、基本的に１班４名の農業委員さんです

ね。そのほかに現地調査員ということで地区の担

当の委員さんが１名事前に調査を行う。そして、

現地調査には、事務局としまして局長を含め３名

が随行をしているというような体制で行っており

ます。 

○吉成委員 分かりました。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 ちょっと引き続き農業委員さんの意見

についてお伺いしたいんですけれども、先ほどの

話で、法律に基づく場合は許可せざるを得ないと
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いうことなんですけれども、農業委員さんとして

の立場では、これはよろしくないんじゃないかと

いうような案件というのはありましたか。 

〔「何条」と言う人あり〕 

○鈴木委員 すみません、５条、４条、どちらも農

地転用されるときに、申請に対して法律上は合致

していると。だけれども、農業委員さんとしては、

いや、農業関係者の立場から言えば、これって本

当はよくないんじゃないかというような意見が付

されたものはございますか。 

○星委員長 局長。 

○田代農業委員会事務局長 強いてどの案件でこう

いう意見だったという話ではないとは思いますが、

基本的に、要は優良な農地を削ってまで造らなけ

ればならないのかというようなところでは、委員

さんとしてはいろいろお考えがあるというふうに

は聞いております。ただ、やはりこれが許可要件

として見た際に、それは条件が整った中で許可は

せざるを得ないというようなところで、許可した

案件については農業委員の皆さんが信認の上、決

定を下しているというようなところでございます

ので、心情と結果はそういったわけでちょっと違

うのかなとは思いますけれども、そこはきちんと

責任を持って委員の皆様が総会で判断をいただい

たというふうに理解をしております。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 農業委員さんがいてもいなくても同じ

結果じゃしようがないので、１人は現地見てもら

っているということだと思うんですけれども、な

かなか、法律どおりに書類を出されるでしょうか

ら、心情と違いが、ギャップがあるだろうと思う

んですけれども。 

  あともう１点、時間があることもあって、ちょ

っとお伺いできたらなと思うのが、４条、５条と

いうのは農地以外のものになってしまうわけです

けれども、大きな面積じゃなくて、今度、件数の

多いエリアというんですかね、農転がどんどん進

められているところというあたりの関係からご報

告いただければと。 

○星委員長 係長。 

○佐藤農地係長 すみません、５条ですね、件数で

いきますと、令和元年度については西那須野地区

が34件で一番多い件数になっています。面積でい

きますと、高林地区、件数は10件なんですけれど

も、23ha近いということで、高林地区が一番多い

面積ということになっております。 

〔「ちょっと追加で」と言う人あり〕 

○星委員長 局長。 

○田代農業委員会事務局長 補足をさせていただき

ますと、要は先ほど言いました高林地区、面積で

というのは、メガソーラーが主たる原因だと思わ

れます。一般的に、これまでの傾向としまして、

西那須野地区、件数が多いのは、主に宅地分譲も

しくは開発、そういったところでの申請が多いと

いうようなところかと認識しております。 

○鈴木委員 了解です。 

○星委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

ます。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 
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〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  認定第１号 令和元年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  農業委員会事務局所管の審査事項は以上となり

ます。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 ４時４９分 

 

再開 午後 ５時０９分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き会議を再開いたしま

す。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○星委員長 以上で本日の建設経済常任委員会を散

会いたします。 

  では、お疲れさまでした。 

 

散会 午後 ５時０９分 
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建設経済常任委員会、予算常任委員会（第三分科会） 

及び決算審査特別委員会（第三分科会） 

 

令和２年９月１６日（水曜日）午前１０時開会 

 

出席委員（８名） 

委 員 長 星   宏 子  副 委 員 長 山 形 紀 弘  

委 員 小 島 耕 一  委 員 森 本 彰 伸  

委 員 相 馬   剛  委 員 鈴 木 伸 彦  

委 員 玉 野   宏  委 員 吉 成 伸 一  

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

建 設 部 長 大  木     基   
都 市 計 画 課 
次 長 兼 課 長 

関     孝  男   

都市計画課長 
補 佐 

渡  邉  章  二   都市計画係長 江  面  史  彦   

開発指導係長 相  馬  福  光   都市整備課長 増  子  芳  典   

都市整備課長
補 佐 兼 
都市整備係長 

小  野  治  夫   
空 き 家 対 策 
係 長 

遅  沢  友  則   

建 築 係 長 千  田  晃  司   道 路 課 長 鈴  木  隆  行   

道 路 課 長 
補 佐 兼 
建 設 係 長 

高  野     茂   管 理 係 長 江  面  宏  信   

維 持 係 長 兼 
河 川 係 長 

大  野  昭  博   用 地 係 長 浦  田  謙  一   

建築指導課長 三  輪     敦   
建築指導課長 
補 佐 兼 
指 導 係 長 

高  橋     力   

審 査 係 長 鈴  木  美 津 治     

 

出席議会事務局職員 

書 記 鎌  田  栄  治     

 

議事日程 
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  １．開 会 

  ２．審査事項 

   〔建設部〕 

    ・建設部長挨拶 

   〔道路課〕 

    ■予算審査 

    ・議案第７５号 令和２年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号） 

    ■決算審査 

    ・認定第 １号 令和元年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔都市計画課〕 

    ■決算審査 

    ・認定第 １号 令和元年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔都市整備課〕 

    ■予算審査 

    ・議案第７５号 令和２年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号） 

    ■決算審査 

    ・認定第 １号 令和元年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔建築指導課〕 

    ■決算審査 

    ・認定第 １号 令和元年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

  ３．その他 

  ４．閉 会 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○星委員長 皆さん、おはようございます。 

  散会前に引き続き、建設経済常任委員会を再開

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎建設部の審査 

○星委員長 これより建設部の審査に入ります。 

  初めに、建設部長からご挨拶をお願いします。 

  部長。 

○大木建設部長 （挨拶） 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎道路課の審査 

○星委員長 ただいまから、道路課の審査に入りま

す。 

  道路課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７５号の説明、質疑、討

論、採決 

○星委員長 ここで建設経済常任委員会を予算常任

委員会（第三分科会）に切り替えて審査を行いま

す。 

  議案第75号 令和２年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○鈴木道路課長 （議案第75号について説明） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  吉成委員。 

○吉成委員 それでは、湯街道２号線並びに大田原

街道線、今回の組替えの理由をお聞かせください。 

○星委員長 課長。 

○鈴木道路課長 それでは、湯街道２号線の増額の

理由についてお答えいたします。 

  まず、湯街道２号線につきましては、地権者の

方から強い買取り要望があったため、工事代から

用地代のほうに持っていったと、そういうことに

なります。 

  続きまして、今度、防災・安全交付金事業のほ

うの組替えの理由なんですが、こちらにつきまし

ては、補償の設計額が当初より増加したために、

250万円組み替えたというものであります。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 では、湯街道２号線のほうなんですが、

地権者のほうから強い要望があって、とにかく買

い取ってほしいと、そこは分かりました。 

  そうすると、工事請負費に関して800万からの

減額になるわけですけれども、ここはどうやって

補塡されるんでしょうか。 

○星委員長 課長。 

○鈴木道路課長 工事請負につきましては次年度の

実施ということで、先に送ったような形にはなっ

てしまいますが、適切に進めていく予定ではあり

ます。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 同じく防災・安全交付金のほうの大田

原街道線についても、同じことの理解でよろしい

んですか。 

○星委員長 課長。 

○鈴木道路課長 そのようなことです。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 それでは、下のほうの道路整備につい
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てなんですが、今回、ＪＲの車両基地拡張に当た

っての用地の測量、物件調査、土地の評価という

ことで3,000万円からの予算が計上されているわ

けですけれども、実際に用地測量は面積としてど

のぐらいになるのか、それから物件調査というの

は、物件どのぐらいの物件が対象になりますか。 

○星委員長 係長。 

○浦田用地係長 ただいまの吉成委員の質問にお答

えいたします。 

  測量ですけれども、おおよそ２万平米ほどを想

定しております。また、物件に関しましては10件

程度の物件を想定しております。 

  以上になります。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 実際に２万平米、かなりの面積になる

わけですが、対象地権者は何人ぐらいになるんで

しょうか。 

○星委員長 係長。 

○浦田用地係長 対象地権者ということであります

が、実際には測量して境界立会い等を実施しまし

て、買収面積が確定して、買収筆が確定しません

と、はっきりした数字は申し上げられませんけれ

ども、現在想定としましては20件程度の地権者か

らの買取りを想定しております。 

  以上になります。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 了解しました。 

  最初の課長の説明にはなかったんですけれども、

１項１目土木総務費のほう、今回、一般給与

2,500万、それに付随するものとして合計で4,800

万の減ということになるわけですね。当初の異動

であればこういったこともあるのかなという気が

するんですが、この９月の補正でこれだけの金額

が出るということは、何人ぐらいの方が異動され

たんでしょうか。 

○星委員長 部長。 

○大木建設部長 私のほうからは、具体的な数値に

ついては、この人件費については総務のほうで所

管しておりますので、私どものほうで予算を組ん

だわけじゃありませんのであれなんですが、今回

のコロナ対策における室のほうに、道路課のほう

から１名増員しておりますので、要は道路課のほ

うは１名減と、室のほうに１名増と、そういった

ものの中で予算の組替えがあったものというふう

に考えております。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうすると、この一般給与の2,500万

円からの減額というのは１名分ではないというこ

とになりますね。 

○星委員長 部長。 

○大木建設部長 金額的には2,500万ほどになって

いますから、当然１名の人件費ではありませんの

で、そういうことだと思っております。中身につ

いては、この場でちょっとデータを把握しており

ませんので、ちょっと申し訳ありませんが、お答

えできません。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そういう部長の答弁ですから、これ以

上は聞けないのかなと思うんですが、単純に土木

総務費として出てきているもんですから、当然、

建設部に関する人事で、ここがこの給与並びにそ

のほかの手当等と4,800万からの減というものは、

単純に考えるのは、これはもう間違いなく建設部

関係だろうなと思うのが普通だと思うんですね。

それが、今部長の説明だと、１名分というと、ほ

かの部であったり、そういったものがここに含ま

れるという、会計上はそういうことはあり得ると

いうことですか、一般論として。 

○星委員長 部長。 

○大木建設部長 一般論として、８款土木費という
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ことになりますと、８款土木費の中には、支所の

ほうで維持管理等に携わる人も８款土木費のほう

に入っておりますので、建設部だけではないとい

うことではないかというふうには言えます。申し

訳ありません。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 特に塩原支所なんかは、当然建設とほ

かに組み合わさった課とか、そういった形になっ

ているということで、そこでもし人事異動があれ

ばということの説明ですね、今のは。そういう理

解でいいんですね。 

○星委員長 部長。 

○大木建設部長 人事異動だけじゃなくて、何かの

形で給与の見直しがあったとか、そういったのを

含めてということです。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 それでは、今、吉成委員からも質問が

あったところと重なりますが、18ページ、２項３

目道路新設改良費です。 

  市単独道路整備事業費4001事業についてお伺い

したいと思います。 

  この事業については、市の道路計画の中に当初

なかったものだと認識しておりますが、そうする

と、財源的にも当初は考えていなかったんではな

いかと思います。 

  そういった中で、今、面積とか土地の購入のこ

ともあると思うんですけれども、測量に入ってい

くわけですけれども、将来的に工事が発生して完

成するまでに概算費用を今現在どれぐらいと見込

んでいるかをお伺いしたいと思います。 

○星委員長 課長。 

○鈴木道路課長 ただいまの質問にお答えさせてい

ただきます。 

  市道新幹線側道西３号線の事業ですけれども、

事業につきましては、令和元年から６年というこ

とで考えております。６年までということです。 

  事業の内容につきましては、国体道路と言われ

ている道路から那須塩原駅のアンダーができる部

分、そこまでの1,800ｍということで予定してお

ります。 

  以上です。 

○星委員長 工事費の金額。 

○鈴木道路課長 すみません、金額ですけれども、

概算事業費となりますが５億4,400万円、その内

訳としましては、測量設計費が4,400万円、用地

補償費２億2,000万円、工事費が２億8,000万円と

いうことで、合計５億4,400万円を予定しており

ます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 では、財源としては、国の補助がどれ

ぐらいもらえるのか、市単独で一般会計から全部

出すのか、そのあたりの内訳をお願いできますか。 

○星委員長 課長。 

○鈴木道路課長 財源の内訳につきましては、今年

度までは市単独事業でやっております。来年度か

ら国の補助金のほうに事業を移行させるという考

えでおります。国の補助につきましては２分の１

補助ということで、来年度から完成までは補助金

を使いたいということで予定しております。 

○星委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

ます。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終了し、

これより採決いたします。 

  議案第75号 令和２年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第75号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○星委員長 続きまして、予算常任委員会（第三分

科会）を決算審査特別委員会（第三分科会）に切

り替えて審査を行います。 

  認定第１号 令和元年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○鈴木道路課長 （認定第１号について説明） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 ページでいいますと273ページです。

これは地方創生道路整備推進交付金の中の土地購

入費618万511円、その下、補償費、補塡費及び賠

償金などに要する費用が805万3,185円とあります

が、こういうことは相手のあることなので、何か

順調にいったのか、何か購入とか賠償で滞るよう

なことがあったかどうかの経過などを御報告いた

だければと思いますが。 

○星委員長 係長。 

○浦田用地係長 こちらの公有財産購入費と補償、

補塡及び賠償金についてですけれども、契約につ

きましては、いわゆる現年分で契約はさせていた

だいたんですけれども、どうしても補償となりま

すと、こちらからお金をお支払いしまして、支障

物件の撤去等をお願いすることになるんですが、

どうしても業者等の見積りを取ったりですとか、

あとは契約をして実際に業者が現場に入って撤去

するといった形で、どうしても現年度で終わらな

いような場合がございますので、そういった形で

予算を繰り越して対応したものということであり

まして、用地交渉等で特に問題があったとか、そ

ういうことで述べたわけではございません。 

  以上になります。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 ちょっと順番逆になる部分が、逆にな

っているところがあるんですけれども、268ペー

ジ、社会資本整備総合交付金事業（10事業）とあ

る中のやはりなかなか土地の購入とか補償関係、

相手があることだと大変だと思うんですが、また

この金額が大きいところで、土地購入費が3,400

万幾らというところがあるんですね。 

  同じような理由で購入費、それから補償費、賠

償金等で、賠償金ならこれ1,200万以上ですね。

この辺で何か事業を進めるに当たって問題がなか

ったかどうかだけお伺いしたいと思いますね。 

○星委員長 係長。 

○浦田用地係長 こちらにつきましては、現年分の

予算ということもございまして、特に問題があっ
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たというわけではなく、現年度で用地交渉に当た

りましてご契約いただけまして、契約の履行にと

もない、金額を支払ったものでございます。 

  以上になります。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  小島委員。 

○小島委員 259ページの道路橋梁総務費の中で、

道の駅明治の森、駐車場整備事業費というような

ことで、明治の森の青木周蔵邸の杉並木が真ん中

から切られたというようなことで、いろいろと地

域の方から批判もあったわけですけれども、この

計画をするときにどのような方法で計画を立てた

のか、お伺いしたいと思います。 

○星委員長 部長。 

○大木建設部長 杉並木を伐採した経過と言います

けれども、今回の駐車場の整備については、ハイ

シーズン、夏休み期間中とか、あとは連休期間中

とか既存の駐車場では満杯になると。その既存の

駐車場に満杯になった車を何とかほかのところに

誘導して駐車場を確保したいという中で、まずは

１回既存の駐車場に入って次の駐車場に行くとい

うことで、既存の駐車場から今回整備した駐車場

の間を連絡する必要があった中で、どうしても既

存の青木邸の杉並木を横断せざるを得なかったと

いうような事情がございまして、１回そこを外を

回すということになりますと、１回県道板室温泉

線へ行ったものを、県道のほうに出てまた市道を

通行させて新しい第２駐車場に行くというような

形になるんで、それはちょっと利用者の利便性が

欠けるということで、現在の形にしたという経緯

がございます。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 すごく分かるんですけれども、そうす

ると、例えばその地域の人たちの杉並木に対する

思いみたいなものもあるかと思うんですけれども、

そういう方々にどのような合意形成というのは図

ったのかどうかだけ確認したいと思います。 

○星委員長 部長。 

○大木建設部長 地域の方の合意形成という前段と

して、あそこの青木邸については文化財というこ

とになっておりますので、生涯学習課が所管して

いるということで、そちらのほうの調整等はさせ

ていただいた形の中で今の形を決めたと。 

  もう一つ、地域の例えば青木地区の関係者のほ

うに協議をしたとか、そういったことはやってお

りません。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 ちょっとページがよく分かりませんけ

れども、267ページだと思うんですが、２項２目

の道路管理費で、当初予算で通学路の整備事業で

1,000万円ほどの予算が計上されていたんですが、

今回この決算を見るとそれがどこにあるのか分か

らないんですが、執行されたのかどうかを併せて

お聞かせください。 

○星委員長 課長。 

○鈴木道路課長 通学路整備事業、当初で1,000万

載っていたと思うんですが、この年度は途中まで

その通学路整備事業をやろうということで進めて

いた事業もあるんですが、地元のほうの協力で、

地元のほうで解決した部分もありまして、この年

度につきましては、通学路整備事業をやらなかっ

たということで記載はしておりません。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 今の課長の説明のその地元で解決した

という意味がよく分からないんですが、通学路の

整備は要りませんよと、しなくてもいいですよと

いう意味合いだったんでしょうか。 

○星委員長 係長。 

○大野維持係長 通学路整備事業につきましては、

地元のほうから要請を受けて、市のほうが整備を
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するといった形になります。去年については、そ

ういった箇所が１件ございました。事業を市のほ

うと進めていく中で、地元の調整、自治会のほう

で整備のほうを行ったという案件になります。な

ので、市のほうの支出はなかったということで決

算ゼロという形になっております。 

  以上です。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 地元でそうすると通学路の整備をした

という捉え方でいいんですか。 

○星委員長 係長。 

○大野維持係長 委員おっしゃるとおり、地元のほ

うで、一部住み切り部分になりますが、その部分

について地元のほうで整備を行ったという形にな

ります。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 予算としては1,000万という予算が組

まれていたわけですので、そうすると当初、道路

課で考えていた整備ほどのものではなく、地元で

やったということでよろしいんですか。 

○星委員長 課長。 

○鈴木道路課長 この通学路整備につきましては、

地元からの土地の協力とかそういったもので歩道

を造るというよりも、子どもが歩くスペースを確

保するということなものですから、その部分につ

きましては、地元のほうでそういった確保ができ

たということだと思います。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 分かりました。 

  続きまして、269ページ、ここの社会資本整備

総合交付金事業の中の島方横２号線、あの熊川に

架かる橋梁の部分なんですが、架け替えというこ

とで、今回、当初予算から見ると1,500万の県へ

の負担金になっているわけですね。当初は4,200

万ほどの予算が計上されていたと。この金額の差

が出たということはどういうことなのか、お聞か

せください。 

○星委員長 課長。 

○鈴木道路課長 島方橋の県への負担金について御

説明させていただきます。 

  平成30年度末に、３月補正におきまして4,120

万ということで補正をしているわけなんですが、

その事業につきましては、1,564万9,000円の前払

い金をしたということで、それ以外は繰り越して

いるということです。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 前払いをしたというのは、どういう理

由で前払いをしたんですか。 

○星委員長 課長。 

○鈴木道路課長 県からの負担金の請求に伴う前払

い金なので、県には負担金として払います。県の

ほうが施工業者に前払い金を支出していると、そ

ういうことです。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そういう事例というのはよくあるとは

言いませんけれども、ある事例だということで理

解していいわけですか。 

○星委員長 課長。 

○鈴木道路課長 そういうことです。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 すみません、じゃ、次ページ、270ペ

ージのほうです。防災・安全交付金事業の中のそ

の他委託料で、ＪＲへ委託しているとは思います

が、この豊浦佐野線、これの踏切の拡幅工事の業

務委託ということで、これも当初、１億円からの

予算が計上されていたわけですが、実際に決算で

は4,100万という決算金額になっています。その

差をお聞かせください。 

○星委員長 課長。 

○鈴木道路課長 市道豊浦佐野線佐野開墾踏切のＪ
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Ｒ委託の内容ということですけれども、ＪＲの協

定におきまして、当初8,997万9,000円ということ

で、平成31年度は8,997万9,000円ということで協

定を結んでおります。その後、変更協定というこ

とで、実際には要は精算という形になるんですが、

そのときに4,422万2,995円ということで変更を結

んでおります。実際は、平成31年度にやった部分

の精算ということで、最後に変更ということでか

かった分ということで変更を結んでおりまして、

それ以外に残った部分、それは今度、令和２年に

年度ごとの協定というのを結んでいまして、令和

２年には２億9,000万強の協定を結んでおります。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうすると、実際に踏切の拡幅という

のは、要は子どもたちの安全確保のための歩道に

近いものがあそこにできるというのが最終的な工

事になると思うんですが、じゃ、それが今言われ

た２億9,000万からの支出に、令和２年は、なる

ということでよろしいんですね。 

○星委員長 課長。 

○鈴木道路課長 そのとおりでございます。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  山形副委員長。 

○山形副委員長 259ページなんですが、道の駅整

備事業ということで3,627万6,400円、こちら駐車

場の整備工事ということで、一度多分聞いたこと

あるんですが、改めてその工事の内容をお伺いい

たします。 

○星委員長 課長補佐。 

○高野道路課長補佐 今、整備の内容ということな

んですが、今回整備しましたのは、既存の第１駐

車場に加えて、今、隣接に美術館があるんですが、

そちら側のほうに駐車場を増設するというような

工事でございます。併せて、そちらに向かうアク

セス、これなんかも整備しまして、道の駅の全体

を周遊させるというような工事でございます。 

○星委員長 山形副委員長。 

○山形副委員長 分かりました。 

  そうすると、今あった駐車場から何台多く駐車

場が確保できるようなことになるんですか。 

○星委員長 課長補佐。 

○高野道路課長補佐 既存の台数から何台増という

のは、ちょっとすみません、今の段階では把握し

ていないんですが、ちょっと後ほど報告させてい

ただきます。 

○星委員長 部長。 

○大木建設部長 すみません、今の御質問について

は、改めて御答弁させます。 

○星委員長 山形副委員長。 

○山形副委員長 そうすると、駐車場工事というこ

とで何台以上駐車場を造るという予定で造ったわ

けじゃないというふうに捉えてしまうんですが、

そういうニュアンスでよろしいんですか。 

○星委員長 部長。 

○大木建設部長 当然、計画に基づいてやっていま

すんで、台数的な把握はしております。たまたま

手元に資料を持っていないんで即答できないとい

うだけです。申し訳ありません。 

○星委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 ないようですので、質疑の途中ですが、

議員間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い
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たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  認定第１号 令和元年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  道路課所管の審査は以上となります。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午前１１時００分 

 

再開 午前１１時２８分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたし

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎都市計画課の審査 

 

○星委員長 ただいまから、都市計画課の審査に入

ります。 

  都市計画課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○星委員長 ここで建設経済常任委員会を決算審査

特別委員会（第三分科会）に切り替えて審査を行

います。 

  認定第１号 令和元年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  次長。 

○関都市計画課次長 （認定第１号について説明） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 39ページ、歳入で、２項１目分譲宅地

分譲代金７件で5,000万何がしという金額だった

んですが、状況として、今、市で持っている区画

数と、それから７件を入れて、今残り幾らと。そ

れから、市の方向としては、これを今後どういう

ふうに積極的に売っていくのか。ただの要望があ

れば売っていくのかあたりのことの御説明をお願

いいたします。 

○星委員長 次長。 

○関都市計画課次長 分譲地の残件についてですけ

れども、関谷地区３地区ありまして、関谷地区の

分譲地としては残り16区画ございます。那須塩原

駅西口、この区画数については、残については、

現在で６区画になります。西那須野地区、ここに

つきましては、２区画というふうになってござい

ます。 

  今後どのように売っていくかというお話ですけ

れども、駅前と西那須野地区については、毎年数

件売れておりまして、関谷地区につきましては５

年近く売れていないという状況ですので、ここに

つきましては、補助金とかいろいろそういうこと

を考えて、積極的にそちらのほうへ誘導するよう
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な、また開発行為だとかそういうところにありま

しても、こちらのほうにありますと、宅地、そう

いうところを紹介しながら売っていきたいという

ふうに考えてございます。 

  以上です。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 分かりました。 

  民間の分譲開発事業者だと、これ給料に関係す

るので、積極的に売っていかなきゃいけない、そ

れは死活問題だと思うんですが、市の場合だと、

この残っていることについて問題がないのか、ど

のように考えているのかのあたりだけ、ちょっと

所見をお伺いできますかね。 

○星委員長 次長。 

○関都市計画課次長 残っていることについての問

題についてですけれども、適切に今管理していて、

当然雑草とか生えますので、そういう雑草の管理

だとかそういうのは年間ちょっとかかってきます

けれども、今のところ、これ相手があることです

ので、売りたいというのはあるんですけれども、

適切に管理をして紹介をしていくということで、

都市計画課のほうとしては、今のところは大きな

問題はないかなというふうに考えております。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 土地が高騰している時代は、将来的に

も資産価値として上がるんですけれども、今、人

口減少の中で公共施設、ほかにも使っていないと

ころは処分したほうがいいんじゃないかという考

え方でいくと、この当初売りたかった金額に対し

て、多分値下がりしているんじゃないかと思うん

ですよね。 

  ちょっと分からないで言っていますけれども、

そういうことを考えると、売っていかなきゃいけ

ないのかなとは思うんですけれども、ここ意見を

言うところではないので、そういう状況でいいの

か、もうちょっと深刻に対応していかなきゃ、深

刻ではないですけれども、市の体制上、そんなに

深刻ではないですけれども、積極的に処理、処分

していくように考えなきゃいけないんじゃないか

なと思うんですが、最後にもう一度、改めてお伺

いできますか。 

○星委員長 意見でしたら、その他のところでお願

いします。 

○鈴木委員 いや、どういう考え方か、改めてお伺

いしますということですね。 

○星委員長 部長。 

○大木建設部長 私のほうから、所見といいますか、

       ですが、この関谷地区、あと那須

塩原駅西口、あと西那須野駅周辺、全て立地適正

化計画の居住誘導区域ということで、居住を誘導

するということになっております。件数分として

は、できるだけその場合、分譲地を売買して、そ

こに人口を持っていって人口増を図りたいという

ことで、この不動産については、積極的に売買し

たいと思っております。 

  その中で、西口残り６か所、西那須野駅周辺２

か所ということで、こちらのほうについては、比

較的引き合い等がありまして、すぐといいますか、

今後売却ができるものというふうに捉えておりま

す。 

  問題については、関谷地区、これは関谷分譲地

内なんですが、こちら16区画残っておるんですが、

なかなかこちらのほうが売却進んでいないという

中で、冒頭、都市計画長、関次長のほうから説明

もありましたように、補助金の設定、補助金制度

によって新たに入ってくる人については、その人

口といいますか家族数等に応じて補助金を設定す

るという検討を、今現在しております。そういっ

た中で、そういった制度を今後構築する中で、積

極的に売っていきたいと。居住誘導と併せて売却
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ができれば、固定資産税の増というのも２次的に

効果はありますので、そんなことを図ってまいり

たいと、このように考えております。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 分かりました。 

  どういう形で１年間やってきて、これからどん

なふうに考えているかというのは了解しました。 

  続きまして、278ページの８款４項１目の中に、

開発行為許可指導費というのがあるんですが、金

額は大きくはないんですけれども、こういったこ

とについて市の受け付けた件数、許可件数、同じ、

若干違いがあるんじゃないかと思うんですが、そ

の辺の状況を御報告いただけますかね。 

○星委員長 次長。 

○関都市計画課次長 受付件数です。令和元年度に

つきましては、開発許可のまず許可については19

件、変更許可につきましては９件、その他の許可

につきましては３件という形になってございます。 

  30年度に比べますと、若干減っているんですけ

れども、ここはちょっと相手からの申請ですので、

この辺については、毎年増減しているという状況

になってございます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 過去の状況もお伺いしたんですけれど

も、市として開発許可が増えているのか、減って

いるのか、あとは免責の関係もあるんですけれど

も、そこがお伺いしたかったところですけれども、

あまり変わっていないのかなというふうに受け止

めました。ありがとうございます。 

  以上です。 

○星委員長 そのほか質疑ございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 278ページの一番下の段です。開発帰

属施設管理費というところで、工事請負費で開発

帰属雨水浸透層フェンス修理工事８か所で約180

万ということは、１か所当たり大体20万ちょっと

という計算になろうかと思うんですが、このフェ

ンスの修理をする基準があればお伺いしたいと思

います。 

○星委員長 係長。 

○相馬開発指導係長 こちらの修繕の基準というこ

とですけれども、おおむね基準として何か数字的

な基準ではないんですけれども、苦情ですとか、

あと地域の方からのご相談によりまして、フェン

スの修繕ですと、主に傾いている、あとは門扉が

開け閉めが、開閉ができない、フェンスのネット

が破けているために、子どもたちが入ったりして

危ないので何とかしてくれということに対しての

修繕が求められていますので、そこを現地に行っ

たときにそれが確認できた場合には修繕という形

を取っております。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 それでは、市では、この市が管理しな

くてはならない雨水浸透層の箇所、数というのは

把握されているんでしょうか。 

○星委員長 次長。 

○関都市計画課次長 それは把握してございます。

ちょっとお待ちください。 

  帰属浸透層の箇所については532か所、また同

じような形で、緑地のほうも帰属がありまして、

それについては８か所という形で、その箇所を毎

年管理をしているという形になります。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 管理するに当たって、計画的な管理な

のか、それとも先ほど言ったように、地域住民か

らの苦情が判断基準ということなのか、お伺いし

たいと思います。 

○星委員長 次長。 

○関都市計画課次長 基本的には、計画的に５年サ

イクルとかそういう形でやっていこうとは思って
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いるんですけれども、予算の関係とかございまし

て、やっぱり優先度の高いもの、先ほど係長が説

明したとおり、苦情等があるところ、そういうと

ころを毎年行っているという状況になってござい

ます。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 分かりました。 

  続いて、その下の段です。砂利の撤去、これに

ついても基準があるのか、お伺いいたします。 

○星委員長 係長。 

○相馬開発指導係長 こちらの土砂の撤去の基準な

んですけれども、厚み的な基準というものは特に

設けておりません。ただ、やはりこちらも現地、

苦情等を言った場合に、水の飲み込みが悪いとか、

水の引きが悪いというときには、現地に行きまし

て中に入りまして、大体の土砂の厚みを測ります

と50㎝以上の厚みがもう土砂でたまっているとい

うときには、ほぼこういった状況がありますので、

その厚み、密度、そういったものを確認しながら

撤去という形の対策を取っております。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 279ページで、開発行為帰属緑地の草

刈り業務というのを５か所やっているということ

ですけれども、これはあれですかね、基本的には

草刈り機とかハンマーナイフモアとか、そういう

機械でやっているのかどうか、お伺いしたいと思

います。 

○星委員長 係長。 

○相馬開発指導係長 こちら開発帰属の緑地という

ことでよろしいでしょうか。 

  こちらにつきましては、委託という形を取らせ

ていただいていますけれども、内訳としましては、

どちらかというとシルバー人材センターに委託し

ているものが多いんですけれども、そこは草刈り

機、手作業であったりというところは、シルバー

人材センターのほうにお任せという形にはなって

しまうんですけれども、見てみますと、恐らくほ

ぼほぼ人力ですので、草刈り機、あとは鎌等、そ

ういったもので作業しているのは、現地のほうで

は見ております。 

○星委員長 山形副委員長。 

○山形副委員長 277ページなんですが、今、小島

委員が言ったように、草刈りの業務で、恐らくそ

の他の委託料で、那須塩原駅西口地区分譲宅地管

理業務ということで、こちらも多分シルバー人材

さんなんですが、この草の処分は83万8,585円の

うちお幾らぐらいかかるんですか。 

○星委員長 次長。 

○関都市計画課次長 すみません、今その内訳につ

いては、ちょっと資料として持ち合わせておりま

せんので、ちょっとお答えができない状況です。 

○星委員長 山形副委員長。 

○山形副委員長 分かりました。 

  そうすると、その下の西那須野地区分譲宅地も

草刈り及び草処分も入っているんですが、その下

の関谷地区においては草の処分が含まれていない

んですが、関谷地区のその草の処分はどういうふ

うにされているんですか。 

○星委員長 次長。 

○関都市計画課次長 関谷地区のほうにつきまして

は、現地に草を刈ってそのまままとめて置いてお

くというような対応で行っております。 

○星委員長 山形副委員長。 

○山形副委員長 そうすると、上の２つはそういう

ふうなことができないから、処分かかるというこ

との認識でよろしいんですか。 

○星委員長 次長。 

○関都市計画課次長 そのとおりでございます。 

○山形副委員長 分かりました。 

○星委員長 そのほかございますか。 
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〔発言する人なし〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

ます。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

  小島委員。 

○小島委員 草刈りで機械的にやるというのもよく

分かるんですけれども、道路は非農耕地じゃない

んで、実を言うと、今ラウンドアップ系の除草は

すごく安いですよね。１本で300円ぐらいだと。

それを計画的に使うと、３回ぐらいまけば、ほと

んど草が制御できるというのが現実です。どうも

土木系の方々は、ラウンドアップに対してすごく

理解していないかなと思っているんですけれども、

安全性に対しては、それほど問題にならないとい

う状況なんですね。 

  そういう中で、やはり道路管理に関しては、非

農耕用の除草剤をもっと効率的にうまく使えば、

こんなに予算必要はないんですよね。そういう面

では、その除草剤の効率的な利用というのをしっ

かりと使って、最初に実験的にやってもいいと思

いますけれども、それをもっとやると経費が浮い

てくると思いますんで、検討していただければと

思います。 

○星委員長 小島委員、それは要望という形になり

ますか。 

○小島委員 要望です。 

○星委員長 その他の意見のところで。 

○小島委員 意見、要望です。 

○星委員長 要望ですね、こちら要望として伺いま

す。 

  そのほかに意見ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  認定第１号 令和元年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第…… 

〔「１つだけ訂正させてください」と言う

人あり〕 

○小島委員 ラウンドアップという言葉を言っちゃ

ったんですけれども、グリホサートという化学薬

品です。要は、ラウンドアップは商品名なんで、

商品名ちょっと言うとまずいんで、グリホサート

という除草剤を使っていただければということで

す。ラウンドアップではありません。 

  すみません、いいですか、大丈夫、分かりまし

たか。分からないですね。 

○星委員長 小島委員、その他のところで意見とし

て述べていただければ。 

○小島委員 訂正です、訂正。ラウンドアップとい

う除草剤を使ったほうがいいんじゃないですかと

言ったんですけれども、ラウンドアップという除

草剤は商品名なんで、グリホサートという化学の

薬名ですね。 

○星委員長 暫時休憩といたします。 
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休憩 午前１１時５４分 

 

再開 午前１１時５６分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き会議を開始します。 

  小島委員。 

○小島委員 その他ということで、申し訳ないです。

もう一度、じゃお話ししますけれども…… 

  要望は、じゃ、取り下げます。 

○星委員長 認定第１号 令和元年度那須塩原市一

般会計歳入歳出決算認定については原案のとおり

認定すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  都市計画課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時５７分 

 

再開 午後 １時０３分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたし

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎都市整備課の審査 

 

○星委員長 ただいまから、都市整備課の審査に入

ります。 

  都市整備課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７５号の説明、質疑、討

論、採決 

○星委員長 都市整備課については、建設経済常任

委員会に対する付託案件がありませんので、ここ

で建設経済常任委員会を予算常任委員会（第三分

科会）に切り替えて審査を行います。 

  議案第75号 令和２年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○増子都市整備課長 （議案第75号について説明） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 今の説明で、金額が496万3,000円とい

う数字が出たということですけれども、これをも

うちょっとかみ砕いて御説明いただけますでしょ

うか。 

○星委員長 課長。 

○増子都市整備課長 こちらの算出根拠ですけれど

も、まず過去３年間の月別の料金を平均して、

我々のほうで算出いたしました。その結果が４、

５、６の３か月間の合計が578万円と試算いたし

ました。それから実際の今年度の４月、５月、６

月３か月間の実績、利用料金が81万7,500円でし

た。この２つを引いた額が496万3,000円となりま

した。 

  以上でございます。 

○星委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

ます。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ
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いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終了し、

これより採決いたします。 

  議案第75号 令和２年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は原案のとおり可決すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第75号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○星委員長 続きまして、予算常任委員会（第三分

科会）を決算審査特別委員会（第三分科会）に切

り替えて審査を行います。 

  認定第１号 令和元年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○増子都市整備課長 （認定第１号について説明） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  相馬委員。 

○相馬委員 それでは、最後に御説明いただいた災

害復旧費の鳥野目河川公園ということだったんで

すが、これの復旧の工事内容をお伺いできればと

思います。 

○星委員長 課長。 

○増子都市整備課長 こちらについては、鳥野目河

川公園の案内看板の復旧の工事といたしまして、

看板自体は公園の中のものではなくて、分かりや

すく説明いたしますと、若松団地のところの５差

路交差点のあそこに１つ看板を立てております。

それが壊れたことによる復旧でございます。 

  以上です。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 では、287ページの市営住宅一覧とい

う表があるんですけれども、そこに入居率などが

書いてあるんですが、この入居率というのは需要

とバランスの関係だと思うんですけれども、これ

は平年並みというか、これを営業的に増やしてい

くということもないかと思うんですけれども、こ

れは少ないところはこれどうして少ないか、多い

と100％というところもあるんですけれども、こ

の辺の状況をちょっと御説明いただければと思い

ますけれども。 

○星委員長 課長。 

○増子都市整備課長 まず、全体的な数値ですけれ

ども、これはほとんど昨年度とあまり大差はござ

いません。その中で、数値的にも多いところ、少

ないところというのはありますけれども、例えば

少ないところ、島方団地6.1％というのがありま

すけれども、島方団地でいえば、こちらについて

は、基本的に残っているところが平屋の建物で、

これについては、近いうちに我々も退去者は全て
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退去が完了した時点で取り壊して、これについて

は、地主のほうへ土地を返還するというような予

定で進めておりますので、こういったものについ

ては、今後については、基本的には我々の管理か

らは離していくというのを前提に考えております。 

  あと、全体的な入居率の考えですけれども、確

かに以前というのはちょっとあれですけれども、

率は低くなっているのが全体で見れば現状でござ

います。なかなかこれについてはいろんな考察が

ありますけれども、なかなか今の生活環境に全て

がマッチするのかというような問題もあろうかと

いうふうに思います。 

  また、今後は単身者及び高齢者の方というとこ

ろの住宅の改造等も含みながら、維持できる団地

については維持を考える、また手放すべき団地に

ついては、基本的にここに、先ほども説明しまし

たが、補償金等を充当しながら、住んでいる方と

退去の交渉をしていくというようなスタンスで今

は考えております。 

  以上です。 

○星委員長 そのほか質疑ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

ます。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はあり

ますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  認定第１号 令和元年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  都市整備課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 １時２４分 

 

再開 午後 １時３０分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたし

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎建築指導課の審査 

 

○星委員長 ただいまから、建築指導課の審査に入

ります。 

  建築指導課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○星委員長 建築指導課については、建設経済常任
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委員会に対する付託案件がありませんので、ここ

で建設経済常任委員会を決算審査特別委員会（第

三分科会）に切り替えて審査を行います。 

  認定第１号 令和元年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○三輪建築指導課長 （認定第１号について説明） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 ページ21、歳入なんですけれども、分

かればで結構です。これ特定行政庁として那須塩

原市の建築指導課があると思うんですけれども、

民間もあると思うんですよね。その民間との対比

というか、どちらのほうに今流れているのかなと

いうのは分かりますでしょうかね。 

○星委員長 課長。 

○三輪建築指導課長 特定行政庁と民間の処理の件

数の件について御説明申し上げます。 

  那須塩原市令和元年度手数料の実績で申し上げ

ますと、那須塩原市の特定行政庁で処理した確認

申請の受付、こちらのほうは計画通知も含む形に

なりますけれども137件、那須塩原市の令和元年

度民間の処理件数が791件と。割合で言いますと、

特定行政庁が17.3％、民間が82.7％という実績で

ございます。 

  参考といたしまして、国の資料で言いますと、

平成30年度の実績になりますけれども、平成30年

度、全国の調査で言いますと、民間が90.01％と

いう状況でございます。 

  説明は以上です。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 これは255ページの下から２段目の

6001事業、耐震診断の補助金のところで、報償費、

耐震アドバイザー謝礼2,500円となっているんで

すが、この内容を伺えればと思います。 

○星委員長 課長。 

○三輪建築指導課長 60事業の報償金の中に耐震ア

ドバイザー謝礼2,500円の内訳になるかと思いま

す。こちらにつきましては、耐震診断となります

と、相当費用がかかってきます。実際、今で言う

と大体10万円ほどかかっているような状況ですの

で、そこにかかる前にアドバイザーを派遣した形

で先に建物の状況を見た上で施主のほうと対応す

るというようなことで、アドバイザーというのを

設けているような状況であります。 

  以上です。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、そのアドバイザーの方の

資格といいますか、そういったのはどういった方

なんでしょうか。 

○星委員長 課長。 

○三輪建築指導課長 今回の案件で言えば、地元の

一級建築士になります。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 今の相馬委員の質疑なんですが、これ

本当に2,500円なんですか。２万5,000円じゃない

んですか。 

○星委員長 課長。 

○三輪建築指導課長 金額の件になるかと思います

けれども、2,500円で間違いありません。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 これは当初予算は２万5,000円で計上

されていたんですね。もう2,500円で済んだとい

う理解で、じゃ、いいということですね。 

○星委員長 課長補佐。 

○高橋建築指導課長補佐 当初予算のほうでは10件

分を見込んでおりまして、今回は１件だけの実績
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ということであります。 

○星委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入り

ます。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見はご

ざいますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 ないようですので、議員間討議及び質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  認定第１号 令和元年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  建築指導課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時４６分 

 

再開 午後 １時５２分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き委員会を再開します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○星委員長 以上で今定例会における委員会の議事

日程は全て終了いたしました。 

  本委員会の審査報告書は本職が作成し、議長に

提出いたしますので、御一任くださいますようお

願いいたします。 

  以上で建設経済常任委員会を閉会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

閉会 午後 １時５２分 
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